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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の経緯 

さいたま市では、平成15年３月に制定した「さいたま市男女共同参画のまちづくり条

例」に基づき、平成16年３月に「さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン」を策定

し、現在は平成31年３月に策定した「第４次さいたま市男女共同参画のまちづくりプラ

ン」（以下、「第４次プラン」という。）により、男女共同参画社会の実現を目指し、各

施策を推進してきました。 

第４次プランの計画期間の終了が迫る中で、これまでの成果と社会情勢の変化等を踏

まえ、新たな基本計画を策定するため、令和４年５月に市長から「さいたま市男女共同

参画推進協議会」へ諮問を行い、令和５年３月にさいたま市男女共同参画推進協議会か

ら市長に対して「提言書～第５次さいたま市男女共同参画のまちづくりに関する基本計

画について～」が答申されました。 

市は、この「提言書」を最大限に尊重し、令和６年度からの「第５次さいたま市男女

共同参画のまちづくりプラン」（以下、「第５次プラン」という。）を策定するものです。 
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２ 計画策定の背景 

（１）社会経済状況の変化 

① 人口の減少と女性の就労を取り巻く状況 

全国的に少子高齢化、人口の減少が進行しており、これを背景に経済・地域・社会の

担い手不足を懸念する声が高まっています。今日のわが国は、幅広い分野で多様な人材

の能力の活用が求められています。 

また、未婚・単独世帯が増加するなど世帯構成にも大きな変化が生じており、孤立や

貧困等の状況に置かれやすい人たちへの社会的支援の重要性も高まっています。 

就労についてみると、いわゆるＭ字カーブ（女性の労働力率が結婚・出産期に当たる

年代に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇すること）については全国的に解

消傾向にあり、女性の労働力率は従来のＭ字型から先進諸国で見られる台形に近づきつ

つあります。しかし、女性の就業形態をみると非正規雇用が多く、女性の正規雇用労働

者比率が20代後半でピークを迎えた後、低下を続ける「Ｌ字カーブ」という新たな課題

が提起されています。非正規雇用労働者と正規雇用労働者では給与等の処遇面で格差が

存在しており、非正規雇用労働者の割合が男性に比べて女性で高いことは、女性の貧困

の背景にもなっていると考えられています。 

 

② 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響 

令和２年春以降、全世界的に新型コロナウイルス感染症の影響が拡大し、都市部を中

心にその感染拡大防止のために長期間の外出自粛や企業・学校の休業等が行われました。

こうした中で、平常時の固定的性別役割分担意識を反映して、増大する家事・育児・介

護等の家庭責任が女性・女児に集中しがちとなったこと、男性に比べ女性がより職を失

いやすいこと、医療や介護、福祉関係など感染のリスクが高いとされる職種で女性の割

合が高いこと、外出自粛等に伴い在宅時間が増加したことを背景としてＤＶや性被害・

性暴力の増加が懸念されるといったジェンダーに起因する様々な課題が一層顕在化しま

した。また、自殺者数は、依然として女性よりも男性が多い状態ですが、女性の自殺者

数が増加傾向にあることも、憂慮すべき事態です。 

一方、感染拡大を契機にテレワークやオンラインの活用が進んだことは、ワーク・ラ

イフ・バランスの推進や生産性の向上につながるものと期待されています。 

 

③ デジタル化社会への対応 

デジタル化社会の進展に伴い、生活のあらゆる場面においてスマートフォンを始め、

ICT やインターネットといったデジタルを通じてサービスが提供されることが当たり前

になりつつあります。このようなデジタル化社会への対応のため、理工系分野やデジタ

ル・テクノロジーの分野でのジェンダー・ギャップの縮小や、デジタル・デバイドを防

ぐための取組が求められています。 
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（２）国際社会の動向 

① 男女共同参画に関する国際的な取組 

国際社会においては、男女共同参画に関する取組がこれまで継続的に推進されてきて

います。平成７（1995）年に開催された第４回世界女性会議において採択された「北京

宣言・行動綱領」が男女共同参画の国際的な基準となっており、以降５年ごとに世界全

体で進捗状況と課題のふり返りが行われてきました。 

平成 27（2015）年の「国連持続可能な開発サミット」において、持続可能な開発目標

SDGs を含む「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。SDGs は

2030 年を達成期限としており、17 の目標と 169 のターゲットが設定され、「誰一人取り

残さない」社会の実現を目指し、国際社会が一致して幅広い課題に取り組むものとして

います。この中で、「ジェンダー平等とすべての女性・女児のエンパワーメント」は目

標５に掲げられるとともに、すべての目標とターゲットの進展に極めて重要な貢献をす

るものとされており、ジェンダー平等及びジェンダーの視点をあらゆる施策に反映して

いくことが重要とされています。ジェンダー平等や女性のエンパワーメントに関して、

その後も主要国首脳会議（G7）やアジア太平洋経済協力会議（APEC）等においても継続

的に取り上げられています。 

北京宣言から 25 周年、SDGs 採択から５年目の節目の年にあたる令和２（2020）年に

は、前述のとおり新型コロナウイルス感染症が世界規模で広がりました。同年４月には、

国連女性機関（UN Women）が「COVID-19 と女性・女児に対する暴力」の報告書を公表し、

政府・国際機関・市民社会を含むすべてのセクターに向けて、女性・女児に対する暴力

対策のために追加で財源を割り当て、証拠・データに基づいた措置をとること、暴力に

さらされる女性への支援を強化すること、女性を政策変容・解決手段・復興の中心に置

き、女性の声が反映されるようにすることなどの措置をとるよう提言しました。ジェン

ダーの視点にたった政策立案と具体的な取組に向けて、国際的な協調が重要になってい

ます。 

 

② 男女共同参画に関する指標の状況 

各国における男女格差を測る指標である「ジェンダー・ギャップ指数 2023」（世界経

済フォーラム）をみると、日本は 146 か国中 125 位と低い順位となっており、特に経済

分野（146か国中 123位）と政治分野（146か国中 138位）が低く、主要７か国（G7）で

最下位、アジア諸国の中においても低い結果となり、男女平等や女性活躍の取組におい

て国際的に遅れを取っている状況が明らかになっています。 

また、「持続可能な開発ソリューション・ネットワーク」（SDSN）とドイツのベルテル

スマン財団が公表したSDGsの達成度・進捗状況に関する国際レポート「持続可能な開発

レポート」をみると、令和４（2022）年の日本のSDGs達成度は163か国中19位ですが、

目標別達成度では、ゴール５は毎年達成度が最も低い目標の１つとして評価がなされて

います。わが国におけるSDGsの達成に向けては、ゴール５の取組の強化が不可欠である
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と言えます。 

 

（３）国の動向 

① 男女共同参画の推進に関する法律の制定・改正 

国においては、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわ

りなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を21世

紀のわが国社会を決定する最重要課題と位置づけ、社会のあらゆる分野において各施策

の推進を図っています。平成11年の男女共同参画社会基本法の制定以降、同法に基づく

男女共同参画基本計画や成長戦略等を通じたポジティブ・アクションをはじめとした

様々な取組が進められています。 

 

ア）働く場を中心とした取組 

平成31年４月より順次施行されている「働き方改革を推進するための関係法律の整備

に関する法律」（働き方改革関連法）では、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の確

実な取得、フレックスタイム制の拡充等を定めるとともに、正規雇用労働者と非正規雇

用労働者の間の不合理な待遇差の禁止、待遇に関する説明義務の強化、行政による事業

主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き（行政 ADR）の整備といった事項が定めら

れました。 

平成 27 年８月に制定された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女

性活躍推進法）は令和元年５月に改正され、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び

自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が常時雇用する労働者が 301 人以上から

101 人以上の事業主に拡大されました（令和２年６月から順次施行）。 

ハラスメント防止対策については、平成29年１月に施行された改正男女雇用機会均等

法により、妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置義務が位置付けられたほか、令

和２年６月施行の改正男女雇用機会均等法においてセクシュアル・ハラスメント等の防

止対策の強化が、改正労働施策総合推進法においてパワー・ハラスメントの防止措置が

義務化されています。 

令和３年６月には育児・介護休業法が改正され、出産・育児等による労働者の離職を

防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにする観点から、男性の

育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みが創設

されました（令和４年４月から段階的に施行）。 

 

イ）政治分野における取組 

衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、政党等の政治活動の自由を確保しつつ、

男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すこと等を基本原則とする「政治

分野における男女共同参画の推進に関する法律」が平成30年５月に制定されました。令

和３年６月には、同法の改正法が施行されており、政党その他の政治団体の取組の促進

や国・地方公共団体の施策が強化されています。 
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ウ）配偶者暴力の防止に関する取組 

令和２年４月施行の改正「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

（配偶者暴力防止法）において、児童虐待と密接な関連があるとされるＤＶの被害者の

適切な保護が行われるよう、相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所が追加

され、法文上にも明確化されています。 

また、令和５年５月には同法が改正され、保護命令の対象に従来の身体的暴力のほか、

言葉や態度による精神的暴力を加えることや、被害者と同居する未成年の子どもに対す

る電話等禁止命令の創設等の保護命令制度の拡充や、保護命令違反の厳罰化が定められ

ています。（令和６年４月１日施行） 

 

エ）性をめぐる問題に関する取組 

令和４年６月には、「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するため

に性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための

出演契約等に関する特則等に関する法律」（AV 出演被害防止・救済法）が制定されまし

た。この法律は、アダルトビデオ出演被害により、出演者の心身や私生活に将来にわた

り取り返しのつかない重大な被害が生じている現状を踏まえ、全ての年齢・性別につい

ての被害の防止と被害者の救済のために制定されたものです。具体的には、性行為映像

制作物（AV）の出演を契約してしまった後でも無条件で契約をなかったことにしたり、

撮影された映像の公表を止めたりすることができるにようになりました。（令和４年６

月施行）。 

令和５年６月には、刑法が改正され、強制性交罪の罪名を「不同意性交罪」に変え、

同意がない性行為は犯罪になり得ることが明確化されるとともに、性交同意年齢の引き

上げや、性犯罪の公訴時効期間の延長等がなされました。あわせて、「性的な姿態を撮

影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去

等に関する法律」が制定され、性的姿態等撮影罪等の規定が整備されました。（令和５

年７月施行）。 

 

オ）困難な問題を抱える女性に関する取組 

令和４年５月には、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が制定されま

した。この法律は、困難な問題を抱える女性支援の根拠法を「売春をなすおそれのある

女子の保護更生」を目的とする売春防止法から脱却させたものであり、女性の意思が尊

重されながら最適な支援を受けられるよう、多様な支援を包括的に提供する体制を整備

し、先駆的な女性支援を実施する「民間団体との協働」といった視点を取り入れること

等を明記したものです（令和６年４月１日施行）。 

 

カ）性的少数者（性的マイノリティ）に関する取組 

令和５年６月には「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民
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の理解の増進に関する法律」が制定・施行されました。この法律は、性的指向及びジェ

ンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し

て、基本理念を定めて国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、性的指向

及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、性的指向及びジ

ェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としていま

す。 

 

② 第５次男女共同参画基本計画の策定 

政府は令和２年12月に「第５次男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令和の社

会へ～」を閣議決定しました。同計画の基本的な方針においては、男女共同参画基本計

画の“目指すべき社会”として、次の４点を示しています。 

 

①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性

に富んだ、活力ある持続可能な社会 

②男女の人権が尊重され，尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③仕事と生活の調和が図られ，男女が共に充実した職業生活、その他の社会生

活，家庭生活を送ることができる社会 

④あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、SDGs で掲げられ

ている包摂的かつ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際社

会と協調する社会 

 

 

（４）埼玉県の動向 

埼玉県においては、平成12年の「埼玉県男女共同参画推進条例」の制定を契機とし、

男女共同参画社会の実現に向けた各施策を進めており、令和４年３月には「第５次埼玉

県男女共同参画基本計画」（計画期間：令和４～８年度）を策定しています。また、令

和４年３月には配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づき、県

のドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）に関する施策の総合的な計画として、「配偶

者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画（第５次）」を策定しています。 

令和４年７月には、性的指向及び性自認の多様性を尊重した社会づくりに関する取組

を推進し、全ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とした「埼玉

県性の多様性を尊重した社会づくり条例」が新たに制定されました。 

 

（５）さいたま市の取組 

さいたま市では、男女共同参画施策の方向性と内容を明らかにし、施策の総合的かつ

計画的な推進を図るため、平成31年３月に「第４次さいたま市男女共同参画のまちづく

りプラン」（計画期間：平成 31（2019）～平成 35（2023）年度）を策定し、計画の理念

である「女(ひと)と男(ひと) 市民一人ひとりが人権を尊重しあい共に生きるさいたま
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市の実現」を目指し、各事業を推進しています。配偶者等からの暴力防止対策について

は、令和３年３月に「第３次さいたま市ＤＶ防止基本計画」（計画期間：令和３～５年

度）を策定し、「配偶者等からの暴力の根絶と被害者の自立支援をすすめるまちづくり」

を計画の目標として、各施策を展開しています。 

令和元年度には、若年層における交際相手からの暴力（デートＤＶ）に関する意識や

実態を把握し、市のＤＶ防止基本計画の改定（令和２年度）及び今後の市のＤＶ防止施

策の推進に反映させるための基礎資料として、「若年層における交際相手からの暴力

（デートＤＶ）に関する意識・実態調査」を実施しました。また、令和３年度には、市

民の男女共同参画に関する市民の意識や実態を把握し、第４次計画の改訂や今後の施策

推進のための基礎資料とすることを目的として、「男女共同参画に関する市民意識調査」

を実施しました。 

このほか、令和２年４月には、性的マイノリティに関する社会的理解を促進するとと

もに、性的マイノリティの方々が安心感を持って生活できる社会が実現すること等を目

的に、パートナーシップの関係にある二人からの宣誓・届出を市が受理したことを証明

するパートナーシップ宣誓制度を県内で初めて創設しました。 
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３ さいたま市の統計からみえる現状 

（１）人口の状況  

さいたま市の人口の推移をみると、平成 12 年以降増加しており、令和２年では

1,324,025 人となっています。年齢３区分別人口は、平成 12 年以降高齢者人口が増加し

ているのに対し、年少人口は横ばい傾向となっています。高齢化率は年々上昇しており、

令和２年では 23.6％と過去最高を更新しています。 

さいたま市の総人口は現在増加傾向にありますが、国立社会保障・人口問題研究所が

公表している将来推計人口（平成 30 年推計）によると、令和 12 年頃をピークとして、

その後減少に転じる見通しとなっています。高齢者人口割合は引き続き増加を続け，令

和 22 年には 30％を超えることが予測されています。 

 

 

■ 人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和２年以前は国勢調査。令和７年以降は国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人

口（平成 30（2018）年推計）』。 

※ 令和２年以前について、国政調査での年齢不詳の存在により、高齢者人口、生産年齢人口、年少人口

の合計値と総人口は一致しない。 
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さいたま市における出生数の推移は、増減を繰り返しながらの緩やかな減少傾向にあ

りましたが、平成28年以降は前年を下回り続け、令和３年は9,720人となっています。 

 

■ 出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態調査 

 

 

さいたま市の合計特殊出生率は、平成 27 年に 1.42 まで回復したものの、近年は低下

傾向にあり、令和３年は 1.20 となっており、全国平均及び埼玉県平均を下回っていま

す。全国、埼玉県、さいたま市とも、人口を維持するために必要とされる値2.08を大き

く下回る状態が続いています。 

 

■ 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態調査 
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（２）世帯の状況  

さいたま市の世帯構成を見ると、一般世帯数は増加を続けていますが、１世帯あたり

の人員の減少が続いており、令和２年時点で 2.27 人となっています。 

 

■ 世帯数及び１世帯あたり人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

さいたま市の世帯の家族類型比率の推移を見ると、単独世帯の割合は平成12年から増

加を続けており、平成22年以降は全体の３割台となっています。核家族世帯については

平成 12 年から 27 年にかけて６割台を占めていましたが、減少傾向にあり、令和２年に

は６割を下回りました。核家族世帯の内訳をみると、夫婦のみの世帯は横ばい、ひとり

親と子どもからなる世帯が微増傾向にある一方で、夫婦と子どもからなる世帯は減少を

続けており、令和２年には全体の３割となっています。近年、さいたま市においては世

帯の小規模化が進んでいることがわかります。 

 

■ 世帯の家族類型比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（３）ひとり親世帯の状況 

母子・父子世帯数の推移をみると、平成 22 年までは増加傾向にありましたが、そ

の後減少に転じており、令和２年では母子世帯が 4,983 世帯、父子世帯が 654 世帯

となっています。 

 

■ 母子・父子世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:国勢調査 

 

 

（４）雇用の状況 

就業者数の推移をみると、男性の就業者数は減少しているものの、女性の就業者

数は増加しています。全就業者数に占める女性就業者数の割合は増加が続いており、

平成 22 年以降は４割台となっています。 

 

■ 女性就業人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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女性就業者に占める医療・福祉従業者は、平成 27 年まで増加を続けていましたが、

その後減少に転じ、令和２年には 50,576 人となっています。 

 

■ 就業者数と女性の医療・福祉従業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

（５）共働き率の推移 

共働き率の推移をみると、増加傾向にあり、令和２年で 44.4％となっています。

埼玉県・全国と比較すると、さいたま市の共働き率は低くなっています。 

 

■ 共働き率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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（６）女性の年齢別労働力率の推移 

さいたま市の女性の年齢階級別労働力率（Ｍ字カーブ）を見ると、全ての年代で

労働力率が上昇しており、Ｍ字カーブが解消に向かっていることが分かります。し

かし、さいたま市の35歳から39歳の年代で生じているＭ字カーブの底は、埼玉県・

全国と比較すると深くなっており、その後の年代における労働力率も埼玉県・全国

よりも低く推移しています。 

 

■ さいたま市の女性の年齢階級別労働力率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 労働力率は 15歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合 

資料：国勢調査 

 

 

■ 全国、埼玉県、さいたま市の女性の年齢階級別労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 労働力率は 15歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合 

資料：国勢調査（令和２年） 
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（７）就業者の雇用形態 

就業者の雇用形態を見ると、男性の正規雇用率は全国・埼玉県・さいたま市で８割強

となっています。一方、女性の正規雇用率は全国・さいたま市で５割弱、埼玉県で４割

強となっており、男性に比べて女性の正規雇用率が低いことがわかります。 

 

■ 全国、埼玉県、さいたま市の就業者の男女別雇用形態 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年） 

 

（８）年齢階級別非正規雇用者の割合 

さいたま市の年齢階級別非正規雇用者の割合をみると、男性は25歳～54歳にかけ

て各年齢区分とも１割前後であるのに対し、女性は 25 歳以上で年齢区分とともに割

合が増加しており、35 歳～64 歳にかけては男性の割合を 40 ポイント以上上回って

います。 

 

■ 年齢階級別非正規雇用者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「令和４年就業構造基本調査」 
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（９）さいたま市における女性相談件数 

さいたま市の女性相談件数をみると、平成 30 年度以降は減少傾向となっていまし

たが、令和３年度から４年度にかけては増加に転じ、令和４年度は 7,964 件となっ

ています。 

■ さいたま市における女性相談件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：さいたま市人権政策・男女共同参画課 

 

 

（10）さいたま市における女性相談の内訳 

令和４年度の女性相談件数の内訳をみると、その他の人間関係に関する相談がも

っとも多く、47.7％となっています。ＤＶに関する相談は 13.0％、デートＤＶに関

する相談は 0.3％となっています。「その他の人間関係」の割合は平成 29 年度には

36.2％であり、この５年間で 11.5 ポイント増加しています。このことから、さいた

ま市の女性を取り巻く課題が複合的で困難化していることが考えられます。 

 

■ さいたま市における女性相談件数の内訳（令和４年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：さいたま市人権政策・男女共同参画課 
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（11）困難な問題を抱える女性の状況 

さいたま市の女性相談への来所による相談者の状況を見ると、令和４年度の相談

者数は 214 人となっており、年代別に見ると 30 歳代と 40 歳代の女性からの相談が

多くなっています。相談内容（主訴）を見ると、「夫等からの暴力」が大半を占めて

いますが、離婚問題や家庭不和等の「暴力以外の家族問題」も見られます。相談者

のうち、性暴力・性犯罪被害があったという人の割合は１割前後となっていますが、

令和２年度から４年度にかけて割合が増加傾向を示しています。 

 

■ さいたま市における来所による女性相談人数と主訴の推移 
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資料：さいたま市人権政策・男女共同参画課 
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（12）配偶者等からの暴力にかかる被害者保護等の状況 

配偶者等からの暴力に関して、市内における緊急一時保護及び一時保護等の件数

は増減を繰り返しています。令和４年度は 13 件となっており、平成 27 年度以降で

最も多くなっています。 

また、自立支援のための各種行政手続きに係る証明書発行件数は、増加以降にあ

ります。特に、令和３年度から４年度にかけて大幅に増加しており、令和４年度の

発行件数は 141 件となっています。 

 

■ 緊急一時保護及び一時保護等の件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：さいたま市人権政策・男女共同参画課 

 

 

■ 各種行政手続きに係る証明書発行件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：さいたま市人権政策・男女共同参画課 
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平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（件）
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（13）審議会等における女性委員割合の推移 

さいたま市の審議会等における女性委員割合は、平成 28 年度以降減少傾向にあり、

令和４年では 34.4％となっています。都道府県・政令指定都市平均値と比較すると、

令和２年までは政令指定都市平均を上回っていたものの、令和３年には政令指定都

市平均を 0.1 ポイント下回りました。 

 

■ 審議会等における女性委員割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

※数値の発表は各年 12月に行われるが、調査時点は自治体により異なる。 

※さいたま市において、平成 24 年及び平成 25 年に女性委員割合が減少したのは、対象

となる審議会等の数が大きく変わったことなどによる。 

 

   

36.3 

35.6

35.4

34.4
33.1 

37.0 
37.5

31.9 

35.3

35.5

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

平成21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

（令和元）

2 3 4

(％)

(年）

さいたま市

都道府県平均

政令指定都市平均
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４ さいたま市男女共同参画に関する市民意識調査結果の概要 

（１）調査の概要 

市民の男女共同参画に関する意識や実態を把握し、第４次プランの改定及び今後

の市の男女共同参画施策の推進に反映させることを目的として、令和３年８月に

「さいたま市男女共同参画に関する市民意識調査」を実施しました。調査内容及び

その結果の概要は、以下のとおりです。 

 

（１）調査地域 さいたま市全域 

（２）調査対象 市内在住の 18歳以上 5,000 人を無作為抽出（うち外国人 102 人） 

（３）調査期間 令和３年８月２日～23日 

（４）調査方法 郵送配布・回収 

（５）回収結果 配布数 5,000 通 有効回答数 1,846 通 有効回収率 36.9％ 

 

（２）調査結果の概要 

① 「男は仕事、女は家庭」という男女の役割分担意識について 

「男は仕事、女は家庭」という男女の役割分担の考え方に、「賛成」と「どちらか

といえば賛成」をあわせた“賛成”の割合が 18.9％、「どちらかといえば反対」と

「反対」をあわせた“反対”の割合が 71.8％となっており、“反対”が“賛成”を

大幅に上回っています。平成 28 年の前回調査結果と比較すると、“賛成”が減少し、

“反対”が増加しています。また、反対の割合は、男性（65.6％）と比較し女性

（77.1％）が 11.5 ポイント高くなっています。 

 

■ 「男は仕事、女は家庭」という役割分担の考え方に対する意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和元年）、さいたま市「市民意識調査」より作成 

※世論調査では「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」、市民意識調査では「男は仕事、女は家庭」で設問。 

2.3 

3.8 

5.7 

7.5 

3.8 

5.7 

8.0 

8.6 

1.3 

2.8 

3.4 

6.5 

16.6 

27.9 

32.5 

27.5 

20.9 

32.7 

33.7 

30.8 

13.3 

24.0 

31.0 

24.6 

34.2 

31.9 

27.6 

36.6 

32.5 

27.9 

23.7 

34.4 

35.7 

35.0 

31.8 

38.5 

37.6 

25.6 

21.8 

23.2 

33.1 

22.7 

21.9 

21.2 

41.4 

27.8 

22.4 

24.9 

7.8 

9.5 

9.1 

5.2 

9.1 

10.0 

10.0 

4.9 

6.6 

9.3 

8.0 

5.5 

1.4 

1.4 

3.3 

0.0 

0.7 

1.1 

2.7 

0.0 

1.8 

1.1 

3.5 

0.0 

さいたま市【R3】（1,846）

さいたま市【H28】（1,978）

さいたま市【H23】（2,162）

全国【R1】（2,645）

さいたま市【R3】(761）

さいたま市【H28】(761）

さいたま市【H23】(811）

全国【R1】(1,238）

さいたま市【R3】（1,015）

さいたま市【H28】（1,125）

さいたま市【H23】（1,064）

全国【R1】（1,407）

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない 無回答

全体

男性

女性

賛成 反対

（％）

※全国調査の結果は「無回答」を除いた割合
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② 家庭生活における役割分担について 

家庭における役割分担の中で、「主に自分」は、女性で炊事・洗濯・掃除などの家

事（72.7％）が最も多く、家計の管理（51.0％）、子どもの学校行事への参加

（50.4％）、育児や子どものしつけ（46.8％）が続いていますが、いずれの役割につ

いても、男性回答者の「主に配偶者（パートナー）」の割合は女性の割合をやや下回

っています。 

男性回答者で「自分と配偶者（パートナー）が同じくらい」の割合が多い役割と

して、高額な商品や土地、家屋の購入の決定（49.7％）がありますが、女性回答者

の割合は 41.9％で男性の割合を下回っています。男性と女性では、役割分担に対す

る意識が異なっていることがうかがわれます。 

 

■ 家庭生活における役割分担 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

男性 761

女性 1,015

男性 761

女性 1,015

男性 761

女性 1,015

男性 761

女性 1,015

男性 761

女性 1,015

男性 761

女性 1,015

男性 761

女性 1,015

男性 761

女性 1,015

男性 761

女性 1,015

エ．自治会などの地域活動

オ．子どもの学校行事

     への参加

カ．生活費の確保

キ．家計の管理

ケ．貯蓄・投資などの

     生活設計

ク．高額な商品や土地、

     家屋の購入の決定

ア．炊事・洗濯・掃除

     などの家事

イ．育児や子どものしつけ

ウ．親や家族の介護

13.5

72.7

2.0

46.8

5.3

26.9

23.4

36.8

2.9

50.4

66.5

17.6

26.4

51.0

32.6

12.2

36.0

30.2

18.8

14.5

20.5

16.8

14.8

12.9

17.5

16.0

13.9

7.8

20.5

19.7

19.2

23.1

49.7

41.9

35.0

33.0

54.7

1.7

37.6

0.4

12.0

1.1

21.6

10.8

36.7

1.0

3.3

50.5

42.4

14.4

3.8

27.8

15.2

21.0

7.5

4.1

2.8

1.8

2.6

2.8

5.1

4.1

2.6

1.6

3.4

4.5

5.7

4.2

2.9

4.4

3.2

3.2

0.3

0.2

2.5

2.5

0.9

0.4

0.3

0.2

0.1

0.1

0.1

0.3

4.2

4.9

35.5

31.6

61.0

50.7

29.8

29.3

41.8

36.6

5.1

5.4

4.6

4.9

9.5

11.5

9.3

10.4

1.1

1.9

1.7

2.6

1.8

3.2

1.7

2.6

2.1

2.7

1.2

1.9

1.7

2.2

1.4

2.1

1.2

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

主に自分 自分と配偶者（パートナー）が同じくらい

主に配偶者（パートナー） 主に配偶者（パートナー）以外の家族

家族以外の人に依頼 あてはまらない

無回答
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③ 男性が家事、子育て、介護、地域活動へ参加するため必要なこと 

男性が女性とともに家事、子育て、介護、地域活動などに積極的に参加していく

ために必要なこととして、「夫婦や家族間でのコミュニケーションを積極的に行う」

「労働時間短縮や休暇制度、テレワークなどの ICT（情報通信技術）を利用した多

様な働き方を普及する」（それぞれ 38.4％）が最も多く、「子どもの時から家庭や学

校で男女平等について教える」（33.3％）が続きます。 

 

■ 男性が家事、子育て、介護、地域活動へ参加するため必要なこと 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,846 ％

夫婦や家族間でのコミュニケーションを積極的に
行う

労働時間短縮や休暇制度、テレワークなどのICT

（情報通信技術）を利用した多様な働き方を普及する

子どもの時から家庭や学校で男女平等について
教える

男性の仕事中心の生き方、考え方を改める

男性が家事などに参加することに対する男性自
身の抵抗感をなくす

社会の中で、男性が家事などに参加することに
対する評価を高める

まわりの人が、夫婦の役割分担等についての当
事者の考え方を尊重する

男性が子育て、介護、地域活動を行うための
仲間（ネットワーク）づくりを進める

男性が家事などに関心を高めるよう啓発や
情報提供を行う

男性が家事などに参加することに対する
女性の抵抗感をなくす

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題に
ついて、男性が相談しやすい窓口を設ける

講習会や研修等を行い、男性の家事、育児、介
護の技能を高める

特に必要なことはない（男性の参加は必要）

男性は積極的に参加する必要はない

わからない

その他

無回答

38.4

38.4

33.3

29.1

28.9

19.3

17.0

11.9

7.2

6.3

6.2

5.7

0.9

0.1

0.6

3.1

8.3

0 20 40 60 80 100
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④ 男性の育児・介護休業等取得に対する考え方 

男性が育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇を取得することについては、休

暇・休業の種類を問わず「積極的に取得した方が良い」の割合が５割から６割台で

多くなっており、「どちらかといえば、取得した方が良い」を合わせると９割前後を

占めています。男性が育児・介護休業等を取得することに対する社会的な理解が得

られているものと見受けられます。 

 

■ 男性の育児・介護休業等取得に対する考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『取得した方が良い（計）』は、「積極的に取得した方が良い」「どちらかといえば、取得した方が良い」

の合計 

・『取得しない方が良い（計）』は、「どちらかといえば取得しない方がよい」「取得しない方がよい」の合

計 

 

 

  

積極的に取得した方が良い どちらかといえば、取得した方が良い

どちらかといえば取得しない方が良い 取得しない方が良い

わからない 無回答

（計） （計）

87.8 5.7

89.9 3.9

89.0 4.5

91.1 3.4

取
得
し

た
ほ
う
が

良
い

取
得
し

な
い
方
が

良
い

回答者数 = 1846

ア．育児休業

イ．介護休業

ウ．子の看護休暇

エ．介護休暇

57.4

61.2

59.6

62.5

30.4

28.7

29.4

28.6

4.4

3.2

3.3

2.7

1.3

0.7

1.2

0.7

3.9

3.8

3.7

3.0

2.5

2.4

2.8

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑤ 男女の地位の平等感 

男女の地位の平等感について、「学校教育の場」を平等であると考える割合が、

57.4％と他の項目に比べて群を抜いて高くなっています。また、「男性の方が優遇さ

れている（「男性の方が非常に優遇されている」と「どちらかといえば、男性の方が

優遇されている」の合計）」という認識が高い分野は、「政治の場」「社会全体」「社

会通念や慣習など」「職場」で、いずれも 65％を超えています。 

 

■ 各分野における男女の地位の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※『男性の方が優遇されている（計）」は、「男性の方が非常に優遇されている」、「どちらかといえば、男性の方が優遇されている」の合計

『女性の方が優遇されている（計）』は、「女性の方が非常に優遇されている」、「どちらかといえば、女性の方が優遇されている」の合計

9.4

3.1

18.4

50.5

10.8

22.7

16.3

16.4

44.8

20.3

48.2

35.4

34.5

52.2

37.7

58.0

26.8

57.4

18.5

5.7

29.1

10.9

26.0

10.7

8.2

3.1

5.3

0.8

3.6

1.9

3.3

3.4

1.2

0.5

1.1

0.2

0.5

0.6

0.9

0.8

8.2

14.4

7.5

6.4

19.7

10.4

14.7

10.0

1.4

1.2

1.1

1.0

1.9

1.4

1.2

0.7

家庭生活の場

学校教育の場

職場

政治の場

地域活動の場

社会通念や慣習など

法律や制度上

社会全体

どちらかといえば、男

性の方が優遇されて
いる 平等

男性の方が非常に優

遇されている
どちらかといえば、

女性の方が優遇さ
れている

女性の方が非常に

優遇されている

わからない
無回答

男
性
の
方
が

優
遇
さ
れ
て
い
る
（計）

女
性
の
方
が

優
遇
さ
れ
て
い
る
（計）

54.2

23.4

66.6

85.9

45.3

74.9

54.0

74.4

9.4

3.6

6.4

1.0

4.1

2.5

4.2

4.2

n=1846 (%)
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⑥ 職場における男女の地位の平等感 

職場における男女の地位の平等感について、『男性の方が優遇されている』と感じ

ている人の割合は「昇進や昇格」、「管理職への登用」の項目で４割を超え高く、次

いで「賃金」、「採用時の条件」、「能力評価」で３割弱となっています。また、研修

の機会や内容は「平等」（65.0％）が過半数を占め、採用時の条件、賃金、能力評価、

仕事の内容は、「男性の方が優遇されている」が約３割、「平等」が約５割となって

います。 

 

■ 職場における男女の地位の平等感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（注記） 
・『男性の方が優遇されている（計）』は、「男性の方が非常に優遇されている」「どちらかといえば、男性の方が優遇されてい

る」の合計 
・『女性の方が優遇されている（計）』は、「どちらかといえば、女性の方が優遇されている」「女性の方が非常に優遇されてい

る」の合計  

回答者数 = （計） （計）

ア．採用時の条件
さいたま市

【R３年度】
1,228 27.5 3.5

さいたま市

【H28年度】
1,255 30.4 3.7

イ．賃金
さいたま市

【R３年度】
1,228 28.1 0.7

さいたま市

【H28年度】
1,255 32.3 0.6

ウ．昇進や昇格
さいたま市

【R３年度】
1,228 40.9 2.2

さいたま市
【H28年度】

1,255 43.5 2.6

エ．能力評価
さいたま市
【R３年度】

1,228 27.3 1.9

さいたま市
【H28年度】

1,255 31.4 2.5

オ．仕事の内容
さいたま市

【R３年度】
1,228 25.8 9.2

さいたま市

【H28年度】
1,255 27.3 10.7

カ．研修の機会や内容
さいたま市

【R３年度】
1,228 12.2 1.4

さいたま市

【H28年度】
1,255 16.8 1.8

キ．育児休業、介護休業

     の取得

さいたま市

【R３年度】
1,228 2.4 38.8

さいたま市
【H28年度】

1,255 4.5 39.2

ク．管理職への登用
さいたま市
【R３年度】

1,228 40.6 2.7

ケ．家庭と仕事の両立支援

    制度など、働き続ける

    ための職場環境整備

さいたま市
【R３年度】

1,228 11.0 18.6

コ．定年まで働き続ける
     ことを当然とする風土

さいたま市
【R３年度】

1,228 24.8 0.2

男

性

の
方

が

優

遇

さ
れ

て

い
る

女

性

の
方

が

優

遇

さ
れ

て

い
る

5.9

7.5

8.1

9.4

11.3

13.1

6.4

7.2

5.4

6.2

3.1

3.8

0.5

0.9

10.6

2.4

8.3

21.6

22.9

20.0

22.9

29.6

30.4

20.9

24.2

20.4

21.1

9.1

13.0

1.9

3.6

30.0

8.6

16.5

48.7

50.8

51.5

51.5

37.0

35.6

51.0

50.4

46.8

48.1

65.0

62.8

32.1

28.3

29.0

38.2

44.2

2.7

2.5

0.5

0.3

2.0

2.4

1.7

2.3

7.7

9.5

1.2

1.4

25.5

24.9

2.4

14.8

0.2

0.8

1.2

0.2

0.2

0.2

1.5

1.2

0.2

0.4

13.3

14.3

0.3

3.8

10.0

8.8

9.9

9.7

9.7

11.9

9.5

9.5

8.1

7.9

10.5

12.0

16.4

20.9

17.1

21.8

20.6

10.3

6.2

9.8

5.9

10.2

6.5

10.2

6.2

10.3

6.0

10.8

6.6

10.4

7.1

10.5

10.3

10.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性の方が非常に優遇されている

平等

女性の方が非常に優遇されている

無回答

どちらかといえば、男性の方が優遇されている

どちらかといえば、女性の方が優遇されている

わからない
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⑦ 職場における昇格の希望 

現在働いている人に対し、管理職（課長相当職以上）への昇格を希望するかどう

かを調査したところ、「希望しない」（48.5％）が「希望する」（13.5％）を大幅に上

回っています。男女別に見ると、女性では「希望しない」が 63.0％を占めており、

「希望する」は 7.8％にとどまっています。男性に比べて女性で昇格を希望しない

意識が強いことが分かります。 

昇格を希望しない理由で最も多いものとしては、女性で「ワーク・ライフ・バラ

ンスが保てない」（56.0％）、男性で「管理職の仕事にやりがいや魅力を感じない」

（53.4％）となっています。 

 

 

■ 昇格の希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 昇格を希望しない理由 

 

  

回答者数 =

全  体 1,228

男  性 589

女  性 638

13.5

19.7

7.8

48.5

32.8

63.0

17.8

27.7

8.6

9.0

9.5

8.5

11.2

10.4

12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

希望する 希望しない 既に管理職である わからない 無回答

％

ワーク・ライフ・バランスが保てない

管理職の仕事にやりがいや魅力を感じない

自分には務まらない

責任が重くなる

長く会社に在籍するつもりがない

その他

無回答

34.2

53.4

21.2

25.4

16.6

22.3

2.1

56.0

33.8

35.6

28.6

11.7

12.2

0.7

0 20 40 60 80 100

男性 （回答者数 =193）

女性 （回答者数 =402）
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⑧ 「LGBTQ」という言葉の認知 

性的少数者を表す総称の一つである「LGBTQ」という言葉の「内容を知っている」

は 62.8％であり、「内容を知っている」「聞いたことはあるが、内容は知らない」を

合わせた割合は８割強を占めています。平成 28 年の前回調査では「内容を知ってい

る」「聞いたことはあるが、内容は知らない」を合わせた割合が 42.8％であり、近

年急速にこの言葉が認知されてきたことが分かります。年代別で見ると、「内容を知

っている」「聞いたことはあるが、内容は知らない」を合わせた割合は、70 歳以上

を除くすべての年代で８割を超えています。 

 

■ 「LGBTQ」という言葉の認知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R3年

H28年 32.0 

62.8 

86.7 

85.9 

79.6 

73.1 

66.3 

56.3 

32.6 

10.8 

21.7 

6.7 

10.1 

14.6 

16.5 

19.7 

26.6 

35.8 

53.9 

14.5 

6.7 

4.0 

5.0 

9.9 

13.1 

14.4 

31.0 

3.3 

1.0 

0.0 

0.0 

0.8 

0.5 

0.9 

2.8 

0.6 

全体(1,978)

全体(1,846)

18～19歳(15)

20～29歳(149)

30～39歳(260)

40～49歳(364)

50～59歳(350)

60～69歳(320)

70歳以上(310)

内容を知っている 聞いたことはあるが、内容は知らない 知らない 無回答

42.8

84.5

96.0

94.2

89.6

86.0

82.9

68.4

名称

認知率

93.4

n

（注釈）平成28年については、「LGBT」の認知度として集計

（％）
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⑨ 「ＤＶ」「デートＤＶ」という言葉の認知 

「ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）」という言葉の「内容を知っている」は

85.3％であり、「内容を知っている」「聞いた事はあるが、内容は知らない」を合わ

せた『聞いたことがある』は 93.6％を占めています。「若年層における交際相手か

らの暴力（デートＤＶ）」という言葉の「内容を知っている」は 53.2％であり、「内

容を知っている」「聞いた事はあるが、内容は知らない」を合わせた『聞いたことが

ある』は 73.3％となっています。ＤＶ、デートＤＶのいずれについても、女性の

『聞いたことがある』の割合は男性を上回っています。 

 

 

■ 「ＤＶ」「デートＤＶ」という言葉の認知 

 

 

 

  
87.4 

85.3 

84.1 

87.5 

8.0 

8.3 

8.9 

7.5 

2.1 

4.0 

4.3 

3.3 

2.5 

2.5 

2.6 

1.7 

全体（1,978）

全体（1,846）

男性（761）

女性（1,015）

DV

内容を知っている 聞いた事はあるが、内容は知らない 知らない 無回答

（％）

聞いたことがある

H28

R３

58.5 

53.2 

44.0 

60.4 

18.5 

20.1 

21.0 

20.0 

19.9 

24.0 

32.1 

17.7 

3.1 

2.7 

2.9 

1.9 

全体（1,978）

全体（1,846）

男性（761）

女性（1,015）

デートDV

内容を知っている 聞いた事はあるが、内容は知らない 知らない 無回答

（％）

聞いたことがある

H28

R３
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⑩ 暴力として認識される行為 

配偶者などに対して行われた行為で暴力にあたる行為は、『体を傷つける可能性の

あるものでなぐる』『刃物などを突きつけて、おどす』は「どんな場合でも暴力にあ

たると思う」の割合が９割を超えて多く、『平手で打つ、足でける』『いやがってい

るのに性的な行為を強要する』『必要な生活費を渡さないなど、経済的に弱い立場に

立たせる』なども８割を超えています。 

一方、『大声でどなる』『何を言っても長時間無視し続ける』では、「暴力にあたる

場合も、そうでない場合もあると思う」「暴力にあたるとは思わない」の割合の合計

が４割強から５割弱であり、他の行為と比べて多くなっています。 

 

■ 暴力として認識される行為 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,846

ア．平手で打つ、足でける

イ．体を傷つける可能性の
     あるものでなぐる

ウ．なぐるふりをして、おどす

エ．刃物などを突きつけて、
     おどす

オ．大声でどなる

カ．何を言っても長時間
     無視し続ける

キ．交友関係や電話、メール、
     郵便物を細かく監視する

ク．「誰のおかげで生活できる
    んだ」、「かいしょうなし」
    などと非難する

ケ．いやがっているのに
     性的な行為を強要する

コ．見たがらない、ポルノビデオ
    や雑誌を見せる

サ．必要な生活費を渡さない
     など、経済的に弱い立場に
     立たせる

83.3

94.7

70.7

94.6

54.1

51.6

63.1

75.0

87.1

79.6

83.1

13.2

2.4

24.5

2.5

39.9

37.5

26.9

19.5

9.3

15.1

11.5

0.9

0.4

2.1

0.5

3.4

8.0

7.4

3.0

1.1

2.7

2.9

2.5

2.5

2.7

2.4

2.7

2.9

2.6

2.5

2.5

2.7

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

どんな場合でも暴力にあたると思う

暴力にあたるとは思わない

暴力にあたる場合も、そうでない場合もあると思う

無回答
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⑪ 配偶者などからの暴力の被害経験 

配偶者などからの被害経験を男女別にみると、すべての行為について男性に比べ

て女性の「何度もある」「１、２度ある」の割合が多くなっています。被害を受けた

人のうち 14.0％がその行為によって命の危険を感じたことがあると回答しており、

女性の「感じたことがある」の割合は男性を 11 ポイント上回っています。 

 

■ 暴力の被害経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 命の危険を感じたかどうか 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

男  性 628

女  性 855

男  性 628

女  性 855

男  性 628

女  性 855

男  性 628

女  性 855

男  性 628

女  性 855

ア．なぐられたり、けられたり、物を投げ
     つけられたり、突き飛ばされたりする
     などの身体に対する暴行を受けた

イ．人格を否定するような暴言を言われ
     たり、交友関係を細かく監視されたり

     した

ウ．自分や家族に危害が加えられる
     のではないかと恐怖を感じるような
     脅しを受けた

エ．いやがっているのに性的な行為を
     強要された

オ．必要な生活費を渡さないなど、経済
　　 的に弱い立場に立たせられた

3.0

3.7

4.3

6.9

0.5

2.8

0.5

3.2

0.6

3.9

8.8

9.7

11.6

12.4

2.9

4.6

1.6

9.0

1.9

4.1

82.6

82.0

78.7

76.1

91.1

88.1

92.2

83.4

91.6

87.4

5.6

4.6

5.4

4.6

5.6

4.6

5.7

4.4

5.9

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

何度もある 1 、２度ある まったくない 無回答

回答者数 =

全　体 358

男　性 362

女　性 374

14.0

7.0

18.0

75.4

81.4

72.4

10.6

11.6

9.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

感じたことがある 感じたことはない 無回答
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⑫ 配偶者などからの暴力の被害の相談経験 

配偶者などからの暴力の被害を受けた人に対し、被害の相談をしたかどうかを調

査したところ、「相談しようとは思わなかった」が 46.9％で最も多く、「相談した」

は 28.5％にとどまります。男女別に見ると、男性では「相談しようとは思わなかっ

た」が 70.5％を占めており、女性の割合を大幅に上回っています。女性では、「相

談した」が 38.6％となっています。 

また、被害を相談できなかった、相談しようと思わなかった理由については、「相

談するほどのことでないと思ったから」が 45.1％で最も多く、「相談しても無駄だ

と思ったから」（31.1％）が続いています。 

 

■ 暴力の被害の相談状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 相談しなかった理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全  体 358

男  性 129

女  性 228

28.5

10.9

38.6

10.6

7.0

12.7

46.9

70.5

33.8

14.0

11.6

14.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談した 相談できなかった 相談しようとは思わなかった 無回答

回答者数 = 206 ％

相談するほどのことでないと思った
から

相談しても無駄だと思ったから

自分さえ我慢すれば何とかやって

いけると思ったから

自分に悪いところがあると思ったから

他人を巻き込みたくないから

誰（どこ）に相談したらよいかわから
なかったから

恥ずかしくて誰（どこ）にも言えなかったか
ら

思い出したくないから

世間体が悪いから

相談したことがわかると、もっとひどい暴

力を受けると思ったから

相談窓口の担当者の言動により、
不快な思いをすると思ったから

その他

無回答

45.1

31.1

24.3

18.0

16.0

13.1

12.6

8.3

6.8

4.9

2.4

4.9

3.9

0 20 40 60 80 100
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⑬ 配偶者などからの暴力と子ども 

配偶者などからの暴力の被害を受けた人に対し、子どもがその被害を目撃したか

どうかを調査したところ、「目撃していた」が 28.0％、「目撃していない」が 39.9％、

「目撃していたかどうかはわからない」が 14.2％となっています。 

また、加害者が子どもに対して被害者と同様の行為をしたことの有無については、

「あった」が 17.2％、「なかった」が 56.1％、「わからない」が 9.1％となっていま

す。 

 

■ 子どもの目撃状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 子どもの被害状況 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

全  体 296

男  性 106

女  性 190

28.0

24.5

30.0

14.2

15.1

13.7

39.9

43.4

37.9

17.9

17.0

18.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

目撃していた 目撃していたかどうかはわからない 目撃していない 無回答

回答者数 =

全  体 296

男  性 106

女  性 190

17.2

19.8

15.8

9.1

13.2

6.8

56.1

50.9

58.9

17.6

16.0

18.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あった わからない なかった 無回答
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５ 第４次プランの取組状況 

令和元年度から令和５年度までを計画期間とした第４次プランにおいては、７つの基

本目標を設定し、「男女共同参画を推進する教育・学習の充実」「政策・方針決定過程へ

の女性の参画の拡大」「多様なライフスタイルに対応した子育て・介護者支援の充実」

「女性の経済的自立に向けた取組の推進」「困難を抱えた親子等が安心して暮らせる環

境の整備」の５つの重点事項をはじめとして、男女共同参画社会の実現に向けて様々な

施策を実施してきました。 

第４次プランについて、令和４年度までの実績と今後に向けた課題を整理すると、次

のとおりです。第４次プランに位置付けた各事業については、毎年度の進捗管理を通じ

て、計画の実効性の向上を図っており、計画総体としておおむね着実に推進することが

できました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響等により、計画どおり実施でき

なかった取組もあるため、これらについては第５次プランにおいて継続的な取組を実施

する必要があります。 

 

（１）目標Ⅰ 人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり 

① 推進事業の取組状況 

あらゆる立場の人々が性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することがで

きる社会に向けて、人権尊重・男女平等意識啓発のため、各種講座等の実施や、広報誌

等による市民等への啓発を行うほか、職員研修や学校での人権教育を推進してきました。

男女共同参画推進センターでは、市民企画講座や公募型共催事業による市民団体等との

協働による講座の開催や、男女共同参画の啓発及び市民、団体・事業者等との間の有機

的なネットワークを醸成する場として、パートナーシップさいたまフェスタを開催する

など、事業の充実を図ってきました。また、男女の固定的性別役割分担意識などの課題

を分析するため、定期的に市民意識調査を実施し、調査結果を分析・公表しました。 

 

② 推進事業の達成状況 

目標Ⅰに属する事業のうち、数値目標を設定した事業の指標の達成状況を見ると、令

和４年度時点で目標を達成しているのは８項目中４項目となっています。 

 

指標項目 策定時の 
現状値 

達成期限の 
目標値 

令和４年度又は

達成期限時点に

おける実績 

達成状況 

（令和４年度時点）

１ 
啓発冊子・パンフレットの作成・配
布数【事業１】 

5,600 部 5,800 部 5,400 部 ▼ 

２ 

人権啓発講演会のアンケ－トにおけ
る、人権問題についての関心や理解
が深まった少し深まった割合 
【事業２】 

94.8％ 96％ 97.1％ ◎ 



33 

指標項目 策定時の 
現状値 

達成期限の 
目標値 

令和４年度又は

達成期限時点に

おける実績 

達成状況 

（令和４年度時点）

３ 
人権相談及び人権啓発に関する情報
の市報への掲載回数【事業３】 

14 回 14 回 15 回 ◎ 

４ 講座等受講者の満足度【事業７】 98％ 100％ 93.9％ ▼ 

５ 啓発活動実施回数【事業 13】 ３回／年度 ３回／年度以上 ７回 ◎ 

６ 
男女共同参画コ－ナ－に受入を行っ
た１年間あたりの本の冊数 
【事業 14】 

34 冊 40 冊 40 冊 ◎ 

７ 協議会の新規加盟団体数【事業 23】 － ５団体 － ＊ 

８ 
相談に携わる職員の研修等の開催回
数【事業 25】 

12 回 15 回／年度 13 回／年度 ○ 

※達成状況は「◎：目標達成」「〇：改善（策定時の現状値を上回る）」「△：変化なし（策定時

の現状値と同じ）」「▼：低下（策定時の現状値を下回る）」 

＊令和２年度に協議会解散。 

 

 

（２）目標Ⅱ 社会における制度や慣行を見直し教育・学習等を通じて多様な生き

方ができるまちづくり 

① 推進事業の取組状況 

固定的性別役割分担意識の解消や、男女共同参画の視点に立った社会的慣行等の見直

しの促進のため、各種講座等の開催や広報誌等による啓発のほか、学校教育において児

童・生徒、教職員双方への人権意識高揚のための取組や、職場体験事業等を含む総合的

なキャリア教育を推進してきました。このほか、保護者を対象とした家庭教育に関する

講座等を開催しました。また、男性にとっての男女共同参画の意義の理解の促進や、男

性の家庭生活への参画を促進するための講座等の開催、男性向けの専門相談の実施など、

男性を対象とした取組も推進してきました。 

 

② 推進事業の達成状況 

目標Ⅱに属する事業のうち、数値目標を設定した事業の指標の達成状況を見ると、令

和４年度又は達成期限時点で目標を達成しているのは５項目中１項目となっています。 

 

指標項目 策定時の 
現状値 

達成期限の 
目標値 

令和４年度又は

達成期限時点に

おける実績 

達成状況 

（令和４年度時点）

１ 
講座等受講者の満足度 
【事業７】<再掲> 

98％ 100％ 93.9％ ▼ 

２ 
父子手帖の発行及び配布数 
【事業 36】 

15,000 冊 15,000 冊 15,000 冊 ◎ 

３ 
仕事をすることは人の役に立つこと
だと思うと回答した生徒の割合【事
業 40】 

89.1％ 94.8％ 89.8％ ○ 
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指標項目 策定時の 
現状値 

達成期限の 
目標値 

令和４年度又は

達成期限時点に

おける実績 

達成状況 

（令和４年度時点）

４ 
親の学習事業の男性参加者の中で満
足と回答した割合【事業 41】 

79.8％ 83.4％ 79.9％ ○ 

５ 
学校非公式サイト等監視業務におけ
る児童生徒による不適切な書き込み
の削除率【事業 45】 

76.2％ 90％ － 
 

 

※達成状況は「◎：目標達成」「〇：改善（策定時の現状値を上回る）」「△：変化なし（策定時

の現状値と同じ）」「▼：低下（策定時の現状値を下回る）」 

 

 

（３）目標Ⅲ 政策・方針決定過程への男女共同参画をすすめるまちづくり 

① 推進事業の取組状況 

あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に向け、市が率先し

て審議会等への女性委員の登用を促進するとともに、特定事業主行動計画に基づき、市

の女性職員の管理職への登用を推進しました。 

 

② 推進事業の達成状況 

目標Ⅲに属する事業のうち、数値目標を設定した事業の指標の達成状況を見ると、令

和４年度又は達成期限時点で目標を達成しているのは８項目中３項目となっています。 

 

指標項目 策定時の 
現状値 

達成期限の 
目標値 

令和４年度又は

達成期限時点に

おける実績 

達成状況 

（令和４年度時点）

１ 
審議会等における女性委員の割合 
【事業 46】 

36.1％ 42.0％ 35.0％ ▼ 

２ 
女性のいない審議会等の数 
【事業 46】 

２件 ０件 ３件 ▼ 

３ 
公募委員登用可能な審議会等の公募
委員登用率【事業 47】 

－ 20％以上 15.0％ ○ 

４ 管理職女性登用率【事業 48】 
11.2％ 

（一般行政職）

14.0％ 

（一般行政職）
11.4％ ○ 

５ 管理職女性登用率【事業 49】 
10.8％ 

（教職員） 

12.0％ 

（教職員） 

18.0％ 

（教職員） 
◎ 

６ 
消防職の女性職員の採用割合（４年
間総採用者数）【事業 50】 

4.3％ 

（消防職） 

14.0％ 

（消防職） 
10.1％ ○ 

７ 
企業職の女性職員の配置割合 
【事業 51】 

12.7％ 

（企業職） 

16.2％ 

（企業職） 

16.4％ 

（企業職） 
◎ 

８ 啓発活動実施回数【事業 13】<再掲> ３回／年度 ３回／年度以上 ７回 ◎ 

※達成状況は「◎：目標達成」「〇：改善（策定時の現状値を上回る）」「△：変化なし（策定時

の現状値と同じ）」「▼：低下（策定時の現状値を下回る）」 
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（４）目標Ⅳ 男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり 

① 推進事業の取組状況 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の促進のため、事業所等を対象とし

た講座の実施や、子育て支援をしている企業への入札制度における優遇措置、男女共同

参画の推進に関する積極的な取組を行っている事業者の表彰などを実施しました。また、

多様なライフスタイルに対応した子育て・介護者支援策の充実のため、介護者の交流や

情報交換・学習の場の提供、情報誌の発行や専用ホームページの運用等による子育て情

報の提供、民間活力を利用した介護・保育施設等の整備等を推進しました。 

 

② 推進事業の達成状況 

目標Ⅳに属する事業のうち、数値目標を設定した事業の指標の達成状況を見ると、令

和４年度又は達成期限時点で目標を達成しているのは 19 項目中 10 項目となっています。 

 

指標項目 策定時の 
現状値 

達成期限の 
目標値 

令和４年度又は

達成期限時点に

おける実績 

達成状況 

（令和４年度時点）

１ 
ワ－ク・ライフ・バランスの必要性
を意識した受講生の割合【事業 55】 

87.4％ 90％ 92.7％ ◎ 

２ 表彰事業者数【事業 58】 ２事業者 ３事業者 ０事業者 ▼ 

３ 
ＣＳＲチャレンジ企業認証企業数 
【事業 59】 

10 社 25 社／年度 15.5 社/年度 ○ 

４ 
男性の育児休業取得率  
※教職員除く【事業 63】 

12.1％ 13.0％ 36.9％ ◎ 

５ 認知症サポ－タ－養成数【事業 65】 62,719 人 
今後３年間で 

24,600 人養成 
20,116 人 ○ 

６ 介護者サロンの実施回数【事業 66】 923 回 980 回 143 回 ▼ 

７ 
介護者カフェの実施箇所数 
【事業 66】 

４か所 ８か所 ４か所 △ 

８ 
地域包括支援センターの認知度 
【事業 66】 

－ 指標の設定 

指標を設定 

（令和７年度

までに 65％） 

◎ 

９ 施設の定員【事業 67】 7,824 人 8,481 人 8,324 人 ○ 

10 育児不安軽減者の割合【事業 70】 78.3％ 80％以上 81.5％ ◎ 

11 契約施設数【事業 73】 ６施設 
毎年度６施設

と契約 
６施設 ◎ 

12 単独型施設数【事業 75】 10 か所 10 か所 10 か所 ◎ 

13 
子育て応援ブックの発行数 
【事業 76】 

50,000 部 50,000 部 50,000 部 ◎ 

14 
ネットワ－ク会議の開催回数 
【事業 77】 

１回 １回 １回 ◎ 

15 
自分の気持ちを話せる母親の割合 
【事業 79】 

100％ 100％ 100％ ◎ 
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指標項目 策定時の 
現状値 

達成期限の 
目標値 

令和４年度又は

達成期限時点に

おける実績 

達成状況 

（令和４年度時点）

16 病児保育室施設数【事業 81】 ９施設 12 施設 11 施設 ○ 

17 保育所等利用待機児童数【事業 82】 315 人 ０人 11 人 ○ 

18 
子育て支援型幼稚園の認定園数 
【事業 83】 

なし 35 園 36 園 ◎ 

19 
利用ニ－ズに対する入所者の割合 
【事業 84】 

96.6％ 100％ 97.3％ ○ 

※達成状況は「◎：目標達成」「〇：改善（策定時の現状値を上回る）」「△：変化なし（策定時

の現状値と同じ）」「▼：低下（策定時の現状値を下回る）」 

 

 

（５）目標Ⅴ 働く場における男女の活躍をすすめるまちづくり 

① 推進事業の取組状況 

働くことを希望する人が性別に関わりなく、その能力を十分に発揮することができる

よう、労務担当者や管理者向けの労働法に関する講座の開催や、女性技術者を雇用して

いる企業への入札制度における優遇措置、男女共同参画の推進に関する積極的な取組を

行っている事業者への表彰を行うなど、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の

確保を促進してきました。また、就業継続や再就職支援のための講座等の開催や、起業

等の支援のための講座等の開催などにより、就業機会の拡大と就業支援を推進しました。 

 

② 推進事業の達成状況 

 目標Ⅴに属する事業のうち、数値目標を設定した事業の指標の達成状況を見ると、

令和４年度又は達成期限時点で目標を達成しているのは６項目中２項目となっており、

残りの４項目についてはいずれも策定時の現状を下回っています。 

 

指標項目 策定時の 
現状値 

達成期限の 
目標値 

令和４年度又は

達成期限時点に

おける実績 

達成状況 

（令和４年度時点）

１ 表彰事業者数【事業 58】<再掲> ２事業者 ３事業者 ０事業者 ▼ 

２ 
ワ－クステ－ションさいたまにおけ
るワンストップ就職支援サ－ビス利
用者数【事業 93】 

9,156 人 9,600 人 7,620 人 ▼ 

３ 女性創業件数【事業 97】 ９件 50 件 50 件 ◎ 

４ 若者創業件数【事業 97】 ７件 39 件 74 件 ◎ 

５ 
地場産農産物料理講習会への講師派
遣人数【事業 99】 

10 人／年度 10 人／年度 ４人／年度 ▼ 

６ 
早期起業家教育事業参加者数 
【事業 101】 

643 人 600 人 

26 人 

※事業内容の変

更による 

▼ 

※達成状況は「◎：目標達成」「〇：改善（策定時の現状値を上回る）」「△：変化なし（策定時

の現状値と同じ）」「▼：低下（策定時の現状値を下回る）」 
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（６）目標Ⅵ だれもが安心して暮らせるまちづくり 

① 推進事業の取組状況 

ひとり親家庭、若年無業者への就労支援、社会生活を営む上での困難を有する若者へ

の自立支援プログラムの実施や、高齢者や障害者の方の居住環境の整備のための経費の

補助、就業機会の提供、就労支援等を行ったほか、外国人のための生活相談や日本語学

習の支援などの生活支援を実施しました。また、性的少数者の方の支援として、性の多

様性の理解の促進のための講座や、性自認や性的指向に係る性的少数者の自由な意思を

尊重するため、パートナーシップ宣誓制度を実施しました。このほか、男女の生涯にわ

たる健康づくりのための支援や、防災計画や避難所運営マニュアル等への男女共同参画

の視点の取入れ等の取組を実施しました。 

 

② 推進事業の達成状況 

 目標Ⅵに属する事業のうち、数値目標を設定した事業の指標の達成状況を見ると、

令和４年度又は達成期限時点で目標を達成しているのは 21 項目中９項目となっていま

す。 

 

指標項目 策定時の 
現状値 

達成期限の 
目標値 

令和４年度又は

達成期限時点に

おける実績 

達成状況 

（令和４年度時点）

１ 
ひとり親家庭等介護職員初任者研修
の参加者数【事業 102】 

28 人 30 人 ０人 ▼ 

２ 女性創業件数【事業 97】<再掲> ９件 50 件 50 件 ◎ 

３ 若者創業件数【事業 97】<再掲> ７件 39 件 74 件 ◎ 

４ 
さいたま市子ども・若者支援ネット
ワ－ク開催回数【事業 104】 

５回 ６回 １回 ▼ 

５ 
若者自立支援ル－ムの年間延べ利用
者数【事業 105】 

9,300 人 12,000 人 8,908 人 ▼ 

６ 
地域若者サポ－トステ－ションさい
たまにおける就職等進路決定者数
【事業 106】 

117 人 130 人 80 人 ▼ 

７ 
居宅改善費補助金申請件数 
【事業 108】 

４件 ４件 29 件 ◎ 

８ 
見守り活動を行う地区社会福祉協議
会数【事業 111】 

43 地区 49 地区 48 地区 ○ 

９ 
モデル地区推進事業参加者アンケ－
トによる理解度【事業 113】 

アンケート 

未実施 
90％ 98.3％ ◎ 

10 
リハビリテ－ション専門職の派遣回
数【事業 116】 

161 回 300 回 82 回 ▼ 

11 
アクティブチケット新規交付者数 
【事業 117】 

4,830 人 5,100 人 2,627 人 ▼ 

12 マッチング成功数【事業 119】 875 件 835 件 207 件 ▼ 

13 
シルバ－人材センター会員数 
【事業 120】 

5,086 人 5,500 人 4,738 人 ▼ 
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指標項目 策定時の 
現状値 

達成期限の 
目標値 

令和４年度又は

達成期限時点に

おける実績 

達成状況 

（令和４年度時点）

14 
障害福祉サ－ビス事業所等（生活介
護）の整備人数【事業 122】 

1,422 人 150 人増 338 人増 ◎ 

15 
市立中・中等教育・高等学校における薬
物乱用防止教室開催数【事業 139】 

61 校 62 校 62 校 ◎ 

16 
自分の気持ちを話せる母親の割合 
【事業 79】<再掲> 

100％ 100％ 100％ ◎ 

17 がん検診の平均受診率【事業 143】 

乳がん検診

24.4％ 

子宮頸がん検診

29.9％ 

平均受診率

28.9％ 

がん検診の平

均受診率 

40％ 

乳がん検診

19.7％ 

子宮頸がん検診

26.8％ 

平均受診率

23.9％ 

▼ 

18 
参加者のアンケ－トによる満足度 
【事業 145】 

80％ 80％ 94％ ◎ 

19 
支援者研修参加者のアンケ－トによ
る理解度【事業 146】 

100％ 80％ 98.4％ ◎ 

20 自主防災組織の結成率【事業 148】 91.8％ 97％ 92.2％ ○ 

21 女性消防団員数【事業 149】 74 人 140 人 102 人 ○ 

※達成状況は「◎：目標達成」「〇：改善（策定時の現状値を上回る）」「△：変化なし（策定時

の現状値と同じ）」「▼：低下（策定時の現状値を下回る）」 

 

 

（７）目標Ⅶ 女性に対する暴力のないまちづくり 

① 推進事業の取組状況 

パートナー間のあらゆる暴力の根絶に向け、ＤＶやハラスメント等の防止のための講

座等を開催したほか、被害者の早期発見と相談体制の充実のため、相談窓口の周知や研

修等による相談員の資質向上に努めてきました。また、被害者保護と自立支援のため、

民間団体への支援や、緊急時における一時保護事業などにより、安全な保護体制を整備

するとともに、市役所内、関係機関、民間団体との連携協力により、関連する各種施

策・制度を活用し、自立に向けた支援を実施してきました。 

 

② 推進事業の達成状況 

 目標Ⅶに属する事業のうち、数値目標を設定した事業の指標の達成状況を見ると、

令和４年度又は達成期限時点で目標を達成しているのは９項目中６項目となっています。 

 

指標項目 策定時の 
現状値 

達成期限の 
目標値 

令和４年度又は

達成期限時点に

おける実績 

達成状況 

（令和４年度時点）

１ 
中・高等学校教職員を対象とするデ
－トＤＶ防止研修の参加校数 
【事業 155】 

中学校２校 

高等学校４校 

中学校 16 校 

高等学校４校 

中学校３校 

高等学校３校 

○ 

▼ 
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指標項目 策定時の 
現状値 

達成期限の 
目標値 

令和４年度又は

達成期限時点に

おける実績 

達成状況 

（令和４年度時点）

２ 校内研修の実施校数【事業 159】 市立全 167 校 市立全 168 校 市立全 168 校 ◎ 

３ 
苦情及び相談に係る問題の未解決件
数【事業 159】 

０件 ０件 ０件 ◎ 

４ 
ハラスメント防止のための研修の実
施回数【事業 160】 

１回／年度 １回／年度 １回／年度 ◎ 

５ 刑法犯認知件数【事業 161】 10,958 件 11,560 件 7,113 件 ◎ 

６ 
道路照明施設（公衆街路灯）設置数 
【事業 162】 

870 灯／年 800 灯／年 536 灯／年 ▼ 

７ 人権相談の実施回数【事業 166】 13 回 13 回 13 回 ◎ 

８ 
ひとり親家庭等介護職員初任者研修
の参加者数【事業 179】 

28 人 30 人 ０人 ▼ 

９ 契約施設数【事業 73】<再掲> ６施設 
毎年度６施設

と契約 
６施設 ◎ 

※達成状況は「◎：目標達成」「〇：改善（策定時の現状値を上回る）」「△：変化なし（策定時

の現状値と同じ）」「▼：低下（策定時の現状値を下回る）」 
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６ さいたま市の男女共同参画を取り巻く主要課題 

（１）社会における制度や慣行の見直し、人権尊重と男女平等意識を育む教育・学

習等の充実 

さいたま市が令和３年度に実施した「男女共同参画に関する市民意識調査」では、

「男は仕事、女は家庭」という役割分担の考え方について、否定的に捉える回答が７割

を超え、平成 28 年度に実施した前回調査の割合を大幅に上回っています。このことか

ら、さいたま市における市民の男女共同参画意識の醸成が徐々に進んでいるものと考え

られます。一方で、社会全体における男女の地位の平等感については、男性の方が優遇

されていると回答した割合が７割を超えており、社会制度や職場・家庭・地域等様々な

場における慣習・慣行の見直しはまだ十分に進んでいないと推測されます。 

固定的性別役割分担意識等は女性よりも男性の方が強い傾向があり、また、男女とも

高齢者において他の年代に比べて根強く残っているため、意識啓発にあたっては、男性

や高齢者に向けた取組を強化していく必要があります。 

また、学校教育や家庭教育は、人格が形成される過程において、性別による固定的な

役割分担にとらわれない意識を醸成し、男女が対等な関係を築くための基礎を築き、だ

れもが多様な生き方を選択できる力を育むという、非常に重要な位置づけにあります。

今後も引き続き、学校教育や家庭教育における人権尊重意識、男女平等意識を育む取組

の推進をはじめ、学校、家庭、地域、職場など社会のあらゆる分野において、男女共同

参画についての理解や性の多様性の更なる理解に向けた教育・学習・啓発の機会の充実

を図ることが必要です。 

 

（２）政策・方針決定過程への男女共同参画 

第４次プランでは、審議会等における女性委員の割合を 42％とすることを目標に掲げ

ましたが、令和４年３月末現在では 34.4％にとどまっています。また、さいたま市の管

理職に占める女性の割合は一般行政職で11.4％、教職員で19.0％（いずれも令和４年４

月１日時点）であり、管理職への登用が十分進んでいるとはいえない状況です。 

わが国の管理的職業従事者に占める女性の割合や、女性議員の割合は諸外国に比べ低

水準となっているほか、自治会長に占める女性の割合が低いなど、地域活動においても

政策・方針決定過程への女性の参画は進んでいない状況があります。 

政治・経済・地域等の様々な分野について、多様な価値観と発想を取り入れるため、

政策・方針決定過程への女性の参画の拡大について、市が積極的に事業者や団体などへ

働きかけを行うとともに、目標達成に向けて具体的な対策を講じ、企業等に対して行政

が率先して取組を進めていく必要があります。 

 

（３）男女が仕事と家庭生活を両立し、働く場において活躍する社会 

わが国における６歳未満の子どもがいる世帯の夫と妻の家事関連時間をみると、夫は

１時間 54 分、妻は７時間 28 分となっており（令和３年社会生活基本調査）、平成 28 年
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の前回調査と比べて夫は31分の増加、妻は６分の減少と、男女差は僅かに縮小していま

すが、依然として家事・育児・介護等における女性の負担が大きく、男性の家庭生活へ

の参画が十分に進んでいない状況があります。また、全国・埼玉県・さいたま市とも

「Ｍ字カーブ」は解消傾向にあるものの、女性の正規雇用労働者比率は20代後半でピー

クを迎えた後、その後の年代で低下を続けています。さいたま市では、女性の就業率が

上昇しているものの、半数以上の女性が非正規雇用で働いています。長時間労働等を前

提とする「男性中心型労働慣行」や、固定的性別役割分担意識を背景とした家事・育

児・介護等における女性の負担が大きい状態が続いており、その結果、女性が正規雇用

で仕事と家庭生活を両立することが困難な場合が多くなっていると考えられます。こう

した不安定な雇用や、正規雇用との給与等での処遇面の格差は、女性の貧困の背景にも

なっていると考えられています。新型コロナウイルス感染症の影響は、非正規雇用労働

者の割合の高い女性に特に強く現れ、非常時における女性の雇用の脆弱性が強く意識さ

れることとなりました。さらに、高齢化社会を迎え、介護や看護を理由とする離職者は、

男女ともに増加傾向にあります。 

だれもが仕事と育児・介護等の二者択一を迫られることなく、家庭生活や地域社会へ

の参画を図りながら働き続けることができるよう、引き続き関連する取組を推進してい

く必要があります。また、働く場における女性の活躍や経済的自立の実現に向け、雇用

の分野における男女の均等な機会と待遇の確保の促進や、就業継続・再就職支援、就業

機会の拡大に向けた取組等を引き続き推進していく必要があります。 

 

（４）ジェンダーに基づく暴力の根絶と、だれもが安心して暮らせるまちづくり 

さいたま市におけるＤＶを主訴とする相談件数は、各年度 1,000 件前後で推移してい

ますが、相談内容は多様化、複雑化する傾向があります。ＤＶ被害者に対する支援を進

める上では、加害者に対する働きかけも必要です。また、男性や性的少数者の方のＤＶ

被害者も存在することから、こうした多様な属性の被害者に向けた支援も必要です。 

ひとり親家庭や単身・高齢世帯の増加や雇用・就業をめぐる変化等により、貧困や地

域社会からの孤立など、様々な困難を抱える人が増加しており、引き続き、生活上の

様々な困難の解決を図る取組の推進が必要です。 

また、女性は経済的な側面のみならず、ＤＶ被害や性被害、予期せぬ妊娠などにより

女性特有の身体的・精神的な困難に陥るケースなど、多岐にわたる困難に直面すること

があります。さらに、こうした困難が複合的に発生している場合があるため、これに対

応した支援のための環境整備が必要です。 
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第２章 基本的な考え方 

１ 計画の目的 

さいたま市の男女共同参画施策の今後の方向性と内容を明らかにし、施策の総合的か

つ計画的な推進を図ることを目的とします。 

 

２ 基本理念 

さいたま市では、平成 15 年３月に「さいたま市男女共同参画のまちづくり条例」を制

定し、性別にかかわりなく一人一人がお互いを認め合い、お互いを尊重しながら、個性と

能力を十分に発揮し、共に参画できる男女共同参画社会の実現を目指しています。 

第１次プランから第４次プランまで掲げてきた基本理念の趣旨を引き続き尊重し、計

画を推進します。 

今日の社会には、男女の性別に関わる固定観念や偏見、不平等が依然として存在する

ことから、男女共同参画を実現するためには、その解消に向けた施策が主体となります。

しかし、さいたま市で生活するあらゆる立場の人々が性自認や性的指向に関わりなく、

その個性と能力を十分に発揮することができる社会を目指していくという視点から、第

４次プランまでの基本理念における「女（ひと）と男（ひと）」の表記をひらがな表記と

し、次のとおりの基本理念とします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

“ひと”と“ひと” 市民一人ひとりが人権を尊重しあい 

共に生きるさいたま市の実現 
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３ 計画の位置付け 

（１）法的根拠等 

本計画は、男女共同参画社会基本法第 14条第３項に規定する市町村男女共同参画計画

として位置付けられるものです。あわせて、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律第２条の３第３項に基づく「さいたま市配偶者等からの暴力の防止及び

被害者支援に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画）」、女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律第６条第２項に基づく「さいたま市女性活躍推進計画」、困難な問題を抱

える女性への支援に関する法律第８条第３項の規定による市町村基本計画を包含するも

のです。 

なお、さいたま市がこれまで本計画とは別に策定してきた「さいたま市配偶者等から

の暴力の防止及び被害者支援に関する基本計画（ＤＶ防止基本計画）」については、令和

６年度以降は本計画に一体化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国  

男女共同参画社会 

基本法 

 

配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等

に関する法律 

 

女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する

法律 

 

困難な問題を抱える女

性への支援に関する法

律 

 

 

第５次男女共同参画基本計画 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等のための施策に関する基本的な方針 

さいたま市 

 

第５次さいたま市 
男女共同参画の 

まちづくりプラン 

総合振興計画 

さいたま市配偶者等からの

暴力の防止及び被害者支援

に関する基本計画 

さいたま市女性

活躍推進計画 

女性の職業生活における活躍の推進に

関する基本方針 

困難な問題を抱える女性への支援の 

ための施策に関する基本的な方針 

さいたま市困難な問題を抱

える女性への支援に関する

基本計画 
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（２）本市の関連計画との関係 

本計画は、「さいたま市総合振興計画」の分野別計画であり、「さいたま市男女共同参画

のまちづくり条例」第 10 条第１項に基づく基本計画です。 

 

（３）SDGs（持続可能な開発目標）との関係 

令和 12 年（2030 年）までに世界各国が達成を目指す共通の目標である SDGｓ（持続可

能な開発目標）の実現に向けて、わが国では令和元年 12 月に「SDGｓ実施指針改定版」を

定めています。また、さいたま市では令和４年３月に「さいたま市第２期 SDGs 未来都市

計画」を策定しています。本計画は、SDGs の基本的理念である「誰一人取り残さない」

を意識し、17 の目標の１つである「ジェンダー平等を実現しよう」の達成に資する計画

です。 

 

４ 計画の期間 

本計画の計画期間は、国や県の計画期間が５年間であること、また社会情勢の変化や

国の動向を踏まえ、迅速な対応ができるようにするため、令和６年度から令和 10 年度ま

での５年間とします。 

なお、計画期間中においても、男女共同参画社会基本法の改正や社会情勢の急激な変

化など、次期基本計画を取り巻く状況が大幅に変化した際には、必要に応じて見直しを

行います。 

 

５ 計画の策定体制 

本計画の策定にあたっては、前述のとおり令和３年度に市民意識調査を実施し、さい

たま市の男女共同参画に関する市民の意識及び実態を把握しました。令和４年度には学

識経験者や市民代表等で構成する「さいたま市男女共同参画推進協議会」より、市長の諮

問に対する答申としての提言書「第５次さいたま市男女共同参画のまちづくりに関する

基本計画について」を受けました。令和５年度には、さいたま市男女共同参画推進協議会

や、庁内組織である「さいたま市男女共同参画推進本部」において計画案の内容を審議す

るとともに、パブリック・コメントを通して市民意見の把握・反映を行いました。 
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６ 計画の目標 

本計画では、「さいたま市男女共同参画のまちづくり条例」の６つの基本目標（第３条）

及び７つの基本的施策等（第９条）に基づき計画の目標を定め、施策・事業に取り組みま

す。 

男女共同参画社会の実現のためには、課題解決のための継続的な施策の実施が必要で

あることから、第４次プランの目標の枠組みを引き継いだ上で、次の７つを計画の目標

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ 人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり 

 

Ⅱ 固定的性別役割分担意識や性差に関する偏見等を解消し多様

な生き方ができるまちづくり 

 

Ⅲ 政策・方針決定過程への男女共同参画をすすめるまちづくり 

 

Ⅳ 男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり 

 

Ⅴ 男女ともに働きやすい職場環境づくりと働く場における男女

間格差の解消をすすめるまちづくり 

 

Ⅵ だれもが安心して暮らせるまちづくり 

 

Ⅶ ジェンダーに基づくあらゆる暴力のないまちづくり 

計 画 の 目 標 
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７ 計画の重点事項 

これまでの取組、及び国、県の基本計画並びに社会情勢の変化等を踏まえた上で、本計

画では次の６項目について、重点的に取り組みます。 

 

 
 

 

（１）男性にとっての男女共同参画の推進 

男女共同参画社会を実現するための根本的な課題の一つに固定的性別役割分担意識の

解消が挙げられます。固定的性別役割分担意識は徐々に弱まりつつありますが、依然と

して根強く残っており、特に長期にわたって形成されてきた固定的性別役割分担意識等

に基づく社会的慣行等の見直しや、男性の家事・育児・介護等への参加、地域活動等への

積極的な関与などの具体的な行動変容には十分に至っていない状況にあります。 

固定的性別役割分担意識は、女性よりも男性で強い傾向があることや、社会の様々な

分野で指導的地位に男性が多い点からも、固定的性別役割分担意識の解消や、社会的慣

行等の見直し、具体的な行動変容につなげるためには、男性に向けた意識啓発を強化す

る必要があります。男性にとっての男女共同参画の意義の理解促進や、男性の家庭生活・

地域活動への参画に向けての啓発・教育を推進します。 

さらに、固定的性別役割分担意識は、男性の孤独や孤立、生きづらさにつながることも

あるため、男性にもたらされる重圧や心身の健康問題を解決・軽減するための支援も併

せて推進します。 

 

（２）男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

学校や家庭等での教育は、人格が形成される過程において、性別による固定的な役割

分担にとらわれない意識を醸成し、男女が対等な関係を築くための基盤を形成するもの

です。固定的性別役割分担意識等は若い年代で解消されつつあるものの、今も社会の様々

な分野で、偏見や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）等が根強く存在してい

るため、これらの存在に気づき、とらわれないためにも、学校や家庭等における教育の役

割は非常に重要です。 

学校や家庭等における様々な教育活動全体を通じて、人権尊重意識、男女平等意識を

（１）男性にとっての男女共同参画の推進 

（２）男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

（３）政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

（４）女性の経済的自立に向けた取組の推進 

（５）ＤＶ被害者の安全確保と支援体制の充実 

（６）ＤＶからの子どもの安全確保及び必要な支援の充実 
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育む取組を推進するとともに、男女平等教育の充実のため、教育関係者を対象とした研

修や保護者等への学習機会の提供などの取組を推進します。 

また、若者の自立の基礎となる就労について、性別にとらわれない主体的な進路選択

を行う力や、男女共同参画の視点にたった勤労観・職業観を育む総合的なキャリア教育

を推進します。 

 

（３）政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

政策・方針決定過程における女性の参画は、女性の活躍を推進し、社会経済を活性化さ

せるといった観点だけではなく、男女が互いに対等な立場で、個性や能力を発揮できる

男女共同参画社会を実現するために重要です。 

働き方改革関連法の制定や、女性活躍推進法の改正など、女性活躍を推進するための

法律・制度の整備が進み、女性の政策・方針決定過程への参画は、一定の進捗がみられる

ものの、政治分野や経済分野をはじめ、諸外国と比較して低水準に留まっており、女性の

参画の拡大の動きを更に加速させる必要があります。 

さいたま市においては、審議会等委員への女性の積極的登用や女性職員の管理職への

登用を促進しています。市の施策は市民生活に大きな影響を与え、また、学校教育は男女

共同参画推進の意識醸成の基盤であることからも、市の政策・方針決定過程に性別に関

係のない多様な意見が公平・公正に反映されるよう、目標達成に向けて具体的な対策を

講じ、企業等に対して行政が率先して取組を進めます。 

政治・経済・行政等あらゆる分野で政策・方針決定過程への女性の参画を進めるために

は、仕事と家庭生活を両立しながら活躍できるための職場環境の整備や、女性の活躍の

重要性に関する理解の促進、人材の育成の観点からのロールモデルやキャリア形成の情

報提供、目標値の設定などによる積極的是正措置（ポジティブ・アクション）が求められ

ており、これらの取組の促進のため、市が積極的に事業者や団体などへ働きかけを行い

ます。 

 

（４）女性の経済的自立に向けた取組の推進 

女性の就業率は上昇傾向にあり、「Ｍ字カーブ」は解消傾向にあるものの、出産・育児

等を理由に退職した後、非正規雇用で再就職する女性が多く、半数以上の女性が非正規

雇用で働いています。今日の社会では、雇用者の多様な就業ニーズに対応する柔軟な働

き方が正規雇用では難しい面もあるため、こうしたニーズのある女性が非正規雇用とい

う形態を選択せざるを得ず、給与等の処遇面の格差等により、貧困の一因にもなってい

ます。新型コロナウイルス感染症の拡大時には、女性の非正規雇用労働者の割合の高さ

などを背景に、女性の雇用や所得に影響が強く現れ、女性の不安定な雇用状況が可視化

されました。 

夫婦間等で一方への経済的な依存度が高い場合、依存する側は家庭内での立場が弱く

なり、また死別・離別により経済的困窮に陥る可能性も高まります。経済的自立への不安

により、ＤＶ被害等の困難な状況から抜け出すことを躊躇する場合もあるため、経済的
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な自立は、女性の自己決定という観点から非常に重要です。  

人生 100 年時代を迎え、女性の半数が 90歳以上まで生きるようになるなか、女性が長

い人生を経済的困窮に陥ることなく生活できるよう、女性の経済的自立に向けた取組の

推進が求められています。就業継続及び再就職等のための支援体制の整備の促進、起業

等、従来の「雇用」の枠組みにとらわれない多様な働き方へのチャレンジ支援、理工系分

野やデジタル分野等、従来女性の少なかった分野へのチャレンジ支援などの取組を推進

します。 

また、女性自身が経済的自立の重要性、職業能力を身につけることの必要性を認識で

きるようにするため、早期からのキャリア教育も推進します。 

 

（５）ＤＶ被害者の安全確保と支援体制の充実 

ＤＶは、一般的に家庭内において行われるケースが多いため、外部からの発見が難し

く、潜在化しやすいという特性があります。被害者も加害者からの報復、家庭の事情やＤ

Ｖが重大な人権侵害であるという認識の欠如など、様々な理由から、支援を求めること

をためらうケースや相談に至らないケースも少なくありません。  

庁内関係機関において被害者の早期発見ができるよう、ＤＶに対する理解を深めると

ともに、配偶者暴力相談支援センター等との更なる連携体制の強化を進めます。また、各

相談窓口における相談内容の情報連携・共有方法については、被害者の安心・安全、負担

軽減及び相談による二次的被害の防止が図れるように相談体制の充実を目指すとともに、

相談にあたる職員等に対しては研修などを実施し、迅速かつ適切な対応がとれるよう資

質の向上を図ります。 

相談者の過酷な経験の話を聴くことで、相談にあたる職員等自身が精神的・感情的に

影響を受けてしまう場合もあります。そこで、高度な専門知識を有する専門家等による

スーパービジョン等を実施し、専門的立場からの助言、指導を受け相談時に感じた不安

や迷いを払拭します。また、加害者等からの追及等に対しては、組織として対応します。 

なお、日本語でコミュニケーションがとれない外国人や生活の自立が困難である障害

者、介護を必要としている高齢者などが被害者である場合、加害者の元を離れた後の生

活等に不安があるため、離れるという選択ができない場合もあります。障害者に対する

虐待や介護疲れによる高齢者虐待など、加害者と被害者の関係性も多様化していること

を踏まえ、庁内外の関係機関との連携を図りながらネットワークを拡充し、多様な被害

者支援を実施します。 

 

（６）ＤＶからの子どもの安全確保及び必要な支援の充実 

子どもの目の前でＤＶが行われること等、直接子どもに対して向けられた行為ではな

くても、子どもに著しい心理的外傷を与えるものであれば児童虐待に当たります。ＤＶ

の特性として、ＤＶ被害者は暴力的環境の中で生きていると自信を失い、無力感から感

受性を麻痺させることで適応しようとし、加害者が望むことを最優先して行動するよう

になってしまいます。その結果、加害者が子どもに暴力を振るっていても制止すること
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ができず、被害者が子どもへの暴力に加担してしまうことさえあります。 

また、ＤＶ被害者あるいはＤＶ家庭の経済的困窮により、ネグレクトに陥るケースも

少なくありません。児童虐待の早期発見や適切な保護のための連携を図るためにも、児

童虐待とＤＶの特性や、これらが重複して発生していることを踏まえ、他の関係機関等

も含む相互の連携協力を強化します。  

さらに、子どもについては、ＤＶを目撃したことによる心理的虐待や、転居や転校をは

じめとする生活環境の変化など、避難後も大きなストレスを受ける状況にあり、心とか

らだのケアを継続的に行うことが極めて重要となります。  

ＤＶ被害者の自立を支援するため、関係機関等は援助が必要な子どもやその家庭に関

する情報を共有し、必要に応じて、経済的・生活的な面での支援、母子保健サービスや子

育て支援サービス等の制度を利用できるよう、より一層の情報提供を行います。 
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８ 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 人権尊重・男女平等意識の啓発と調査・ 

研究 
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市
民
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人
ひ
と
り
が
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権
を
尊
重
し
あ
い 

共
に
生
き
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さ
い
た
ま
市
の
実
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２ 男女平等の国際的規範・基準の取り入れと

周知 

３ 市民・事業者との連携の推進 

４ 男女共同参画推進センター機能の充実 

１ 固定的性別役割分担意識や性差に関する 

偏見等の解消のための啓発の推進 

２ 男性にとっての男女共同参画の推進 

【重点事項１】 

３ 男女共同参画を推進する教育・学習の充実

【重点事項２】 

４ メディアにおける男女共同参画の推進 

１ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
【重点事項３】女性活躍 

２ あらゆる分野における女性の参画の拡大 

１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・ 

バランス）の推進 女性活躍 

２ 多様なライフスタイルに対応した子育て・
介護者支援策の充実 

１ 働く場における男女の均等待遇の促進 

２ 女性の経済的自立に向けた取組の推進 

【重点事項４】女性活躍 

１ 子ども・若者が安心して生活を送るための

支援 困難女性 

Ⅰ 人権を尊重しあい男女共同参画を

すすめるまちづくり 

Ⅲ 政策・方針決定過程への男女共同参

画をすすめるまちづくり 

Ⅳ 男女が仕事と家庭生活の両立を 

すすめるまちづくり 

Ⅴ 男女ともに働きやすい職場環境づ

くりと働く場における男女間格差

の解消をすすめるまちづくり 

２ ひとり親家庭等の親子が安心して暮らせる

環境の整備 困難女性 

Ⅱ 固定的性別役割分担意識や性差に

関する偏見等を解消し多様な生き

方ができるまちづくり 

Ⅵ だれもが安心して暮らせる 

まちづくり 

３ 

困難女性 

５ 男女共同参画の視点に立った防災分野にお

ける取組の推進 

２ 

 困難女性 ＤＶ 

４ ＤＶ被害者の自立支援の充実 

困難女性 ＤＶ 

女性活躍 ：女性活躍推進計画関係 

困難女性 ：困難問題女性支援計画関係 

ＤＶ   ：ＤＶ防止基本計画関係 

３ 男性の家庭生活・地域活動への参画の促進 

Ⅶ ジェンダーに基づくあらゆる暴力

のないまちづくり 

〔 施策の方向 〕 〔 目標 〕 

４ 

困難女性

５ ＤＶからの子どもの安全確保及び必要な支

援の充実【重点事項６】困難女性 ＤＶ 

６ 民間団体との連携・協働 

困難女性 ＤＶ 

１ ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶 

困難女性 ＤＶ 

３ ＤＶ被害者の安全確保と支援体制の充実 

【重点事項５】困難女性 ＤＶ 
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①被害者等に関する情報の保護  ②自立を支援する各種制度の周知と充実 

③心身の健康回復への支援  ④関係機関との連携協力体制の充実 

①被害者と子どもに対する支援の充実 ②保育・就学支援の充実 

③子どもの心のケアの充実  ④児童虐待の早期発見・通報体制の充実 

①民間団体との連携・協働 

〔 基本施策 〕 

①人権尊重・男女平等意識の啓発  ②男女共同参画に関する意識の啓発 

③男女共同参画に関する調査・研究の実施 

①国際理解・交流活動の推進  ②国際社会における男女共同参画に関する情報提供と学習機会の充実 

①市民・事業者との連携の推進 

①男女共同参画推進センター事業の充実 

①固定的性別役割分担意識や性差の解消に向けた啓発 

②公民館・団体等における推進・啓発 

①  ②男性の家庭生活・地域活動への参画に向けた啓発・教育 

③男性にもたらされる重圧への支援 

①学校教育での取組   ②家庭教育への取組 

①人権尊重と男女共同参画の視点に立った表現の浸透と意識の向上の推進 

①行政・審議会等への女性の積極的登用 ②政治分野における女性の参画拡大に向けた取組 

③事業者・団体による取組の促進 

①男女共同参画に向けた人材発掘・育成 

①仕事と生活の両立の促進  ②事業者等による取組の促進 

③育児・介護休業等への理解と取得の促進 

①子育て支援策の充実   ②子育て情報の提供と学習機会の充実 

③保育施設等の整備・充実  ④介護者支援策の充実 

①働く場における男女の均等な機会と待遇の確保の促進 

②女性の活躍推進に関する事業者の取組の促進 

①就業継続や再就職のための支援体制整備 ②起業等に対する支援 

③女性のチャレンジ支援とキャリア教育の推進 

①ひとり親家庭への支援  ②生活上の困難を有する親子等に対する支援 

①高齢者、障害者、性的少数者（性的マイノリティ）、外国人等が暮らしやすい環境の整備 

②高齢者、障害者の社会参加の促進 ③ ④

①性と生殖に関する健康と権利を中心とした正しい認識と理解についての教育・学習機会の充実 

②妊娠・出産・育児等に関する健康支援 ③からだと心に関する相談等の充実 

①男女共同参画の視点に立った防災分野における取組の推進 

①市民への意識啓発   ②学校等における人権教育等の推進 

③  ④防犯のための取組の推進 ⑤被害者に対する支援の充実 

①若年層に対する予防啓発の推進と相談体制の拡充 

②ドメスティック・バイオレンスの根絶に向けた調査研究の実施 

①男性の家庭生活・地域活動への参画の促進 

① ②若年層の仕事に関する支援 

③様々な困難を抱える若年層への支援 ④ケアラー、ヤングケアラーに対する支援 

①早期発見・通報体制の充実  ②相談体制の強化と周知 

③  ④ＤＶ被害者の安全な保護体制の充実 



52 

第３章 計画の内容 

目標Ⅰ 人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり 

男女共同参画社会は、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に

関わりなく個性と能力を発揮することのできる社会です。さいたま市をはじめ、わが国

全体として男女共同参画社会の実現に向けた取組を展開してきた中で、社会の意識や、

社会環境は変化しつつありますが、依然として社会全体として女性よりも男性の方が優

遇されているという意識及び男女間の格差が残っています。男女共同参画社会の実現の

ため、男女平等についての理解や性の多様性の更なる理解を促進し、学校、家庭、地域、

職場など社会のあらゆる分野において、教育・学習・啓発の機会の充実を図ります。 

国際連合の持続可能な開発目標（SDGs）では、ジェンダー平等及びジェンダーの視点

をあらゆる施策に反映する「ジェンダー主流化」を行うことが全ての目標の基本原則と

されており、このジェンダー主流化の視点はさいたま市の男女共同参画推進にあたって

も同様に求められるものです。引き続き、男女共同参画推進本部を中心に全庁を挙げて

総合的かつ横断的に施策を推進します。 
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施策の方向１ 人権尊重・男女平等意識の啓発と調査・研究 

あらゆる立場の人々が個性と能力を十分に発揮できる社会を目指し、人権尊重や

男女平等意識の啓発に取り組みます。あわせて、市の施策推進に際して男女共同参画

の視点が十分に取り入れられるよう、市職員に対する啓発も充実させます。 

時勢や市民ニーズに適切に対応するため、男女共同参画に関する市民意識調査をはじ

めとした調査・研究を実施します。 

 

基本施策① 人権尊重・男女平等意識の啓発 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

1 
人権についての
啓発パンフレット
作成・配布 

同和問題・女性・子ども・障害のある人・高齢
者・外国人・性的少数者などの人権課題につい
て、市民が正しく理解するための資料を作成しま
す。 

 

【指標項目】啓発冊子・パンフレットの作成・配布
数 

人権政策・
男女共同参
画課 

2 
人権啓発講演会
の開催 

各種人権課題の解消を目指し、市民の人権尊重意
識の普及・高揚を図るため、市民等を対象とした
人権啓発講演会を開催します。 

 

【指標項目】人権啓発講演会のアンケートにおけ
る、人権問題についての関心や理解が
「深まった」「少し深まった」割合 

人権政策・
男女共同参
画課 

3 
各種人権施策に
係る情報の提供 

差別を許さない市民運動強調月間・週間、講演
会・研修会、人権相談など各種人権に関する取り
組みを市報等に掲載し、市民の理解と認識を深め
るとともに、人権問題の解決を図ります。 

 

【指標項目】人権相談及び人権啓発に関する情報の
市報への掲載回数 

人権政策・
男女共同参
画課 

4 

Ⅵに 
再掲 

性の多様性への理
解の促進 

性の多様性についての理解を促進するため、講座
などの実施や、性的少数者（LGBTQ 等）への理解
を示すレインボーカラーを活用した職員名札の着
用を行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 

5 
職員ハンドブック
による啓発 

男女共同参画の視点を持って業務にあたるための
指針として、職員ハンドブックを作成し、職員へ
の意識啓発を行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 

6 

Ⅱに 
再掲 

学校における人
権教育の推進 

様々な人権問題を解決しようとする児童生徒を育
成するとともに、教職員の更なる人権意識の高揚
を図ります。このため、校内人権教育研修会・講
演会の支援、人権標語・人権作文の募集及び表
彰、さらに実践事例集や人権文集、人権ニュース
の作成等に取り組みます。 

 

【指標項目】人権教育実践事例集活用校数 

人権教育推
進室 
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基本施策② 男女共同参画に関する意識の啓発 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

7 

Ⅱに 
再掲 

男女共同参画に
関する講座・講
演会の開催 

男女共同参画に関する講座・講演会及び「パート
ナーシップさいたまフェスタ」を実施します。 

 

【指標項目】講座等受講者の満足度 

人権政策・
男女共同参
画課 

8 

Ⅱに 
再掲 

男女共同参画に
関 す る 各 種 資
料・情報の提供 

男女共同参画に関する各種資料や情報の収集・提
供を行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 

9 職員研修等の実施 
職員の男女共同参画に関する知識を深め、意識の
啓発を図るため、職員研修などを実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

10 
男女共同参画週
間の周知 

男女共同参画社会基本法の制定にちなんで全国的
に実施される男女共同参画週間の周知のため、記
念講演会の開催、広報、ホームページにおける啓
発などを行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 

11 
男女共同参画に関
する法令の周知 

男女共同参画関連の法令について、法令の趣旨や
関連する取組への理解の促進のため、ホームペー
ジや情報誌への掲載などを通じて、周知を行いま
す。 

人権政策・
男女共同参
画課 

12 

Ⅱに 
再掲 

広報誌等による情
報提供及び啓発 

男女共同参画社会情報誌「Ｙｏｕ＆Ｍｅ～夢
～」、男女共同参画推進センター広報誌「鐘の
音」、市報、ホームページなどに男女共同参画に
関する情報を掲載します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

13  
地域活動におけ
る男女共同参画
の啓発 

地域活動や交流の場を利用して男女共同参画の啓
発活動を行います。 

 

【指標項目】啓発活動実施回数 

人権政策・
男女共同参
画課 

14 
図書館資料情報
の提供 

中央図書館内「市民活動支援コーナー」に「男女
共同参画コーナー」を設け、ジェンダーや女性
論、家族や結婚・離婚に関する本などを収集し、
情報の提供を行います。 

 

【指標項目】男女共同参画コーナーに受入を行った
１年間あたりの本の冊数 

中央図書館 

資料サービ
ス課 

 

基本施策③ 男女共同参画に関する調査・研究の実施 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

15 
市民意識調査の
実施 

市民の意識や実態を把握し、今後の男女共同参画
施策の推進に向けた基礎資料とするため、市民意
識調査を実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 
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施策の方向２ 男女平等の国際的規範・基準の取り入れと周知 

男女共同参画を推進するための取組は、国連をはじめとする国際社会における取組

と密接な関係があることから、国連人権委員会の女子差別撤廃委員会や国連女性の地

位委員会における議論などの国際的な動向を注視しながら、国際的規範・基準を取り入

れます。また、国際社会における男女共同参画の進展状況及びわが国との格差や、SDGs

等の国際的な目標への理解を深めることは、男女共同参画に対する市民意識を醸成する

うえでも重要であることから、男女平等に関する国連の動向や諸外国の女性の状況等

についての情報提供や学習機会の提供に努め、市民の国際理解を深めます。 

 

基本施策① 国際理解・交流活動の推進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

16 

新規 
国際教育の推進 

すでに全ての市立学校に配置している外国語指導
助手の活用や、体験活動の充実、国際交流の実施
などを通して国際教育を推進します。このような
活動を通して、地球的視野に立って、主体的に行
動できる児童生徒を育成します。 

指導１課 

17 
国際理解・平和
に関する講座の
開催 

公民館において、国際理解・平和に関する講座を
開催します。 

生涯学習総
合センター 

 

基本施策② 国際社会における男女共同参画に関する情報提供と学習機会の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

18 

国際状況の理解
に関する情報提
供・学習機会の
提供 

男女共同参画に関する国際社会の状況及びわが国
との格差、国際的な目標等への理解を深めるため
の情報収集・提供、学習機会の提供を行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 
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施策の方向３ 市民・事業者との連携の推進 

男女共同参画社会の実現には、あらゆる分野において広範囲にわたる取組を行う必要

があることから、市だけでなく、市民や NPO、町内会、地域団体、事業者等の多様な主

体がそれぞれ果たすべき役割を担いながら連携し、協働して取組を推進していきます。

市と多様な主体が緊密に連携して取り組むため、情報提供の充実やネットワークづくり

の支援に努めます。 

 

基本施策① 市民・事業者との連携の推進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

19 
苦情処理制度の
充実 

男女共同参画に関する施策又は男女共同参画のま
ちづくりの推進に影響があると認められる施策に
対する苦情の申出を処理する制度について、広く
市民などが利用できるよう周知を図るとともに、
苦情の申出に対して適切かつ迅速に処理します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

20 
男女共同参画推
進団体の活動へ
の支援 

男女共同参画推進に関する公募型共催事業や市民
企画講座を募集・実施し、団体への支援等を行い
ます。 

 

【指標項目】実施団体の数 

人権政策・
男女共同参
画課 

21 事業者等との連携 
事業者等と連携し、男女共同参画の推進に資する
取組を実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 
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施策の方向４ 男女共同参画推進センター機能の充実 

さいたま市の男女共同参画推進の拠点施設である「男女共同参画推進センター」では、

講座や講演会の開催、情報の収集・提供、各種団体の交流支援など様々な事業を展開し

ています。今後も効果的な情報発信に努めるとともに、市民ニーズを的確にとらえた各

種事業を積極的に展開し、さらなる機能の充実を図ります。また、市民・NPO・企業等

の事業者や地域で活動する諸団体との連携の強化を通して、市民や団体等の活動支援の

充実を図ります。 

 

基本施策① 男女共同参画推進センター事業の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

22 
団体・交流支援
事業の充実 

男女共同参画推進に関わる団体への情報提供や団
体間の連携、交流に向けたネットワークづくりの
促進などの支援を充実するとともに、センターで
の活動を支援します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

23 
事業検討委員会
の設置 

男女共同参画推進センターの運営及び事業につい
て検討する委員会を設置し、市民意見を事業に反
映します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

24 
男女共同参画に
関する学習グル
ープの支援 

男女共同参画推進センターなどの活動場所及び情
報を提供することにより、男女共同参画に関する
学習グループなどを支援します。 

人権政策・
男女共同参
画課 
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目標Ⅰ計上事業にかかる数値目標 

 

No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 

（時点） 
目標値 

（達成期限） 
所管課 

1 1 
人権についての
啓発パンフレッ
ト作成・配布 

啓発冊子・パンフレ
ットの作成・配布数 

5,400 部 

（令和４年度末） 

5,600 部 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

2 2 
人権セミナー・
講座等の開催 

人権啓発講演会のア
ンケートにおける、
人権問題についての
関心や理解が「深ま
った」「少し深まっ
た」割合 

97.1％ 

（令和４年度末） 

90.0％ 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

3 3 
人権問題に関す
る情報の提供 

人権相談及び人権啓
発に関する情報の市
報への掲載回数 

14 回 

（令和４年度末） 

14 回 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

4 
6 

再Ⅱ 

学校における人
権教育の推進 

人権教育実践事例集
活用校数 

104 校 

（令和４年度末） 

105 校 

（令和 10 年度末） 

人権教育

推進室 

5 
7 

再Ⅱ 

男女共同参画に
関する講座・講
演会の開催 

講座等受講者の満足度 
93.9％ 

（令和４年度末） 

95.0％ 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

6 13 
地域活動におけ
る男女共同参画
の啓発 

啓発活動実施回数 
７回 

（令和４年度末） 

６回以上／年度 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

7 14 
図書館資料情報
の提供 

男女共同参画コーナー
に受入を行った１年間
あたりの本の冊数 

45 冊 

（令和４年度末） 

50 冊 

（令和 10 年度末） 

中央図書館

資料サービ

ス課 

8 20 
男女共同参画推
進団体の活動へ
の支援 

実施団体の数 
５団体 

（令和４年度末） 

５団体の維持 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 
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目標Ⅱ 固定的性別役割分担意識や性差に関する偏見等を解消し多様な

生き方ができるまちづくり 

私たちが目指す男女共同参画社会は、だれもが互いにその人権を尊重しつつ責任も分

かち合い、個性と能力を発揮し、多様な生き方ができる社会です。その実現のためには、

「男性は仕事、女性は家庭」といった固定的性別役割分担意識、性差に関する偏見、無

意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）等の解消と、これらに基づく社会的慣行

等の見直しが必要です。さいたま市では近年、固定的性別役割分担意識を否定的にとら

える市民が増加傾向にありますが、固定的性別役割分担意識等は女性よりも男性のほう

が、また若年層よりも高齢者のほうが強い傾向があります。 

固定的な性別役割分担意識や性差の偏見、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイ

アス）等は、個人としての能力の発揮や活動の選択を制限するものであり、男女共同参

画を阻害する要因となります。特に男性の意識改革は男性自身にとっても暮らしやすい

社会の形成につながることから、男性に向けた取組の強化を図ります。 

また、学校や家庭での教育は、人格が形成される過程において、性別による固定的な

役割分担にとらわれない意識を醸成し、男女が対等な関係を築くための基礎を築き、だ

れもが多様な生き方を選択できる力を育む上で大切なものであり、男女共同参画社会の

基盤を形成するものです。性別による固定的な役割分担にとらわれない意識が醸成され、

性差に関する偏見等が解消される社会を築くため、学校教育や家庭教育、生涯学習にお

いて、幅広い市民を対象に男女平等について学ぶ教育を進め、男女が共に生活、経済、

精神的に自立し、多様な生き方を選択できる力が身に付けられる状態を目指します。 

メディアを通じて流れる様々な情報は、人々の意識や社会に大きな影響力を与えるこ

とから、インターネット、SNS 等を含むメディアにおいても、男女共同参画の視点に立

った表現が望まれます。メディアを読み解き活用する能力（メディア・リテラシー）の

向上を図るとともに、広報や出版物などの情報発信において、男女の人権を尊重した表

現が行われるよう推進します。 
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施策の方向１ 固定的性別役割分担意識や性差に関する偏見等の解消に向けた啓発

の推進 

多様な生き方ができる男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画という概念や

意味についての十分な理解を促すとともに、男女が対等な関係を築くため、固定的な性

別役割分担意識、性差に関する偏見、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

の解消に向けて様々な媒体や機会を通じた広報・啓発活動に努めます。意識啓発はあら

ゆる世代を対象としますが、特に男性や高齢者に向けた取組を強化します。 

 

基本施策① 固定的性別役割分担意識や性差の解消に向けた啓発 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

7 

Ⅰに 
再掲 

男女共同参画に
関する講座・講
演会の開催 

男女共同参画に関する講座・講演会及び「パート
ナーシップさいたまフェスタ」を実施します。 

 

【指標項目】講座等受講者の満足度 

人権政策・
男女共同参
画課 

8 

Ⅰに 
再掲 

男女共同参画に
関 す る 各 種 資
料・情報の提供 

男女共同参画に関する各種資料や情報の収集・提
供を行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 

12 

Ⅰに 
再掲 

広報誌等による情
報提供及び啓発 

男女共同参画社会情報誌「Ｙｏｕ＆Ｍｅ～夢
～」、男女共同参画推進センター広報誌「鐘の
音」、市報、ホームページなどに男女共同参画に
関する情報を掲載します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

 

基本施策② 公民館・団体等における推進・啓発 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

25 
地域づくりにつな
がる事業の推進 

公民館において、地域づくりを推進する事業を行
います。 

生涯学習総
合センター 

26 
男女共同参画の
視点に立った講
座の企画・運営 

男女共同参画社会への理解を深めるため、男女共
同参画の視点に立った講座を企画し開催します。 

生涯学習総
合センター 
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施策の方向２ 男性にとっての男女共同参画の推進【重点事項１】 

固定的性別役割分担の解消や、男性が家事・育児や介護等の多様な経験を得ることな

どを通して、男性自身の生きづらさの解消や、多様な価値観の形成という、男性にとっ

ての男女共同参画の意義に対する理解を深めるため、男女共同参画についての理解を促

す学習機会の提供と啓発、男性の育児・家事・介護能力を高めるための支援を進めます。 

また、固定的役割分担意識を背景に男性が抱え込みがちな孤独や孤立・生きづらさの

解消のため、男性にもたらされる重圧や心身の健康問題を解決・軽減するための支援に

努めます。 

 

基本施策① 男性にとっての男女共同参画の意義の理解の促進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

27 
男性のための講
座の開催 

男性の家庭・地域生活への参加等、男性にとって
の男女共同参画の意義についての理解を促進する
ための講座を開催します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

 

基本施策② 男性の家庭生活・地域活動への参画に向けての啓発・教育 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

28 

Ⅳに 
再掲 

出産前教室 

初めて出産する妊婦とその夫やパートナー等を対
象に、妊娠・出産・産褥及び育児に関する講義や
実習等を各区役所で実施します。 

 

【指標項目】内容を理解できたと回答する参加者の
割合 

地域保健支
援課 

29 
パパサンデーなど
父親の子育て参
加の推進 

父親を対象とした家事・育児参加を促進する講
座・イベントなどを、協働や他事業との連携によ
り、開催します。 

 

【指標項目】パパサンデーの実施施設数 

子育て支援課 

30 
保育士・幼稚園教
諭等体験の推進 

父親等の子育て参加を推進するため、市内の保育
施設・幼稚園における父親等の１日保育士・幼稚
園教諭等体験事業を実施します。 

 

【指標項目】１日保育士・幼稚園教諭等体験の実施
施設数 

保育課 

31 
父子手帖の発行
及び配布 

父親の子育て参加の契機とするため、父子手帖を
発行・配布します。 

 

【指標項目】父子手帖の発行回数 

子育て支援課 
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基本施策③ 男性にもたらされる重圧への支援 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

32 
男性の悩み電話
相談の実施 

生き方、仕事、家庭、人間関係など男性が抱える
悩みについて、男性相談員が相談に対応します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

33 

新規 
男性の法律相談 

家庭、職場、近隣等で生じる解決困難な問題につ
いて、弁護士が相談に応じます。 

人権政策・
男女共同参
画課 

 

施策の方向３ 男女共同参画を推進する教育・学習の充実【重点事項２】 

性別にとらわれず男女平等意識が浸透した社会の実現のためには、子どもの頃からの

教育が重要であるため、学校や家庭、地域における様々な教育活動全体を通じて、人権

尊重意識、男女平等意識を育む取組を推進します。教育の充実のため、学校教育、家庭

教育、社会教育など教育関係者を対象とした研修を行うとともに、公民館での講座など

身近な地域における学習機会を充実させます。 

あわせて、学校においては、若者の自立の基礎となる就労について、性別にとらわれ

ない主体的な進路選択を行う力を育み、男女共同参画の視点にたった勤労観・職業観を

育む総合的なキャリア教育を推進します。 

 

基本施策① 学校教育での取組 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

6 

Ⅰに 
再掲 

学校における人
権教育の推進 

様々な人権問題を解決しようとする児童生徒を育
成するとともに、教職員の更なる人権意識の高揚
を図ります。このため、校内人権教育研修会・講
演会の支援、人権標語・人権作文の募集及び表
彰、さらに実践事例集や人権文集、人権ニュース
の作成等に取り組みます。 

 

【指標項目】人権教育実践事例集活用校数 

人権教育推
進室 

34 
キャリア教育の
推進 

生徒が主体的に進路選択できる資質を育成するた
めのワークシートの作成・配布や、中・高等学校
の教員を対象とした「さいたま市進路指導・キャ
リア教育連絡協議会」を開催するなど、各学校と
協働し、進路指導・キャリア教育を推進します。 

指導１課 

35 

さいたま市中学
生職場体験事業
「未来(みら)く
るワーク体験」 

市立中学校・特別支援学校の生徒に、勤労観、職
業観を育み、学ぶことの意義を考える機会とな
る、さいたま市中学生職場体験事業「未来(みら)
くるワーク体験」を実施します。 

 

【指標項目】生徒対象の変容調査アンケートにおいて
「仕事をすることは人の役に立つことだと
思う」の質問を活動前後に行い、「そう思
う」と回答した生徒の割合の増加数 

生涯学習振
興課 
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基本施策② 家庭教育への取組 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

36 
親の学習事業の
実施 

子育て中の親同士が自分自身や子育てについて改
めて考え、様々な学びを通して気づきを得ること
により、親として成長することを目的とした親の
学習事業を実施します。 

 

【指標項目】親の学習事業参加者の中で「満足」と
回答した人の割合 

生涯学習総
合センター 

37 
家庭教育、子育
てセミナー等の
開催 

小学校の就学時健診や中学校の入学説明会などの
機会を活用し、保護者を対象に、家庭教育に関す
る講座を開催します。 

生涯学習振
興課 

 

 

施策の方向４ メディアにおける男女共同参画の推進 

学校教育や社会教育において、市民がメディアから発信される情報を主体的に読み解

き、自己発信する能力を育成することを通して、様々なメディアにおける男女共同参画

の推進を図ります。 

また、市が作成する広報・出版物が性別による固定的なイメージや、性的側面を強調

した表現などにならないよう心がけるなど、男女共同参画の視点に留意した広報・出版

物の作成を全庁的な取組として実施し、男女共同参画の視点の趣旨を正しく理解した適

切な広報活動を行います。 

 

基本施策① 人権尊重と男女共同参画の視点に立った表現の浸透と意識の向上の推進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

38 
男女共同参画の視
点に立った広報・
出版物の作成 

人権尊重・男女共同参画の視点に立った、広報・
出版物を作成します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

全庁 

39 

メディア・リテ
ラシー向上のた
めの啓発、講座
の開催 

男女共同参画の視点からメディアを読み解き、活
用する能力（メディア・リテラシー）に関する啓
発及び講座などを実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

40 
デジタル・シテ
ィズンシップ教
育の推進 

児童生徒の情報活用能力（情報モラルを含む）を
育成できるよう、民間事業者が提供する情報モラ
ル教材（GIGAワークブック）を導入し、市立小・
中・特別支援学校において活用できるようにしま
す。 

 

【指標項目】GIGA ワークブックの導入及び市立学校
（小・中・特別支援学校）へのオンラ
イン配布率 

教育研究所 
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目標Ⅱ計上事業にかかる数値目標 

 

No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 

（時点） 
目標値 

（達成期限） 
所管課 

1 
7 

再Ⅰ 

男女共同参画に
関する講座・講
演会の開催 

講座等受講者の満足度 
93.9％ 

（令和４年度末） 

95.0％ 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

2 
28 

再Ⅳ 
出産前教室 

内容を理解できたと回
答する参加者の割合 

98.0％ 

（令和４年度末） 

95.0％ 

（令和 10 年度） 

地域保健

支援課 

3 29  
パパサンデーな
ど父親の子育て
参加の推進 

パパサンデーの実施
施設数 

10 施設 

（令和４年度末） 

10 施設 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

4 30 
保育士・幼稚園教
諭等体験の推進 

１日保育士・幼稚園
教諭等体験の実施施
設数 

88 施設 

（令和４年度末） 

98 施設 

（令和 10 年度） 
保育課 

5 31 
父子手帖の発行
及び配布 

父子手帖の発行回数 
年１回の発行

（令和４年度末） 

年１回の発行 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

6 
6 

再Ⅰ 

学校における人
権教育の推進 

人権教育実践事例集
活用校数 

104 校 

（令和４年度末） 

105 校 

（令和 10 年度末） 

人権教育

推進室 

7 35 

さいたま市中学
生職場体験事業
「未来(みら)く
るワーク体験」 

生徒対象の変容調査
アンケートにおいて
「仕事をすることは
人の役に立つことだ
と思う」の質問を活
動前後に行い、「そう
思う」と回答した生
徒の割合の増加数 

12.9 ポイント 

（令和４年度末） 

12.8 ポイント 

（令和 10 年度末） 

生涯学習

振興課 

8 36 
親の学習事業の
実施 

親の学習事業参加者
の中で「満足」と回
答した人の割合 

85.0％ 

（令和４年度） 

85.6％ 

（令和 10 年度末） 

生涯学習

総合セン

ター 

9 40 
デジタル・シテ
ィズンシップ教
育の推進 

GIGA ワークブックの
導入及び市立学校
（小・中・特別支援
学校）へのオンライ
ン配布率 

導入にむけて
検討中 

（令和４年度末） 

市立学校（小・
中・特別支援学
校）へのオンラ
イン配布 100％ 

（令和 10 年度末） 

教育研究所 
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目標Ⅲ 政策・方針決定過程への男女共同参画をすすめるまちづくり 

男女共同参画社会は、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野の活動に参画する機会が確保されなければならない社会であり、将来にわ

たり持続可能で多様性に富んだ活力ある社会を構築するためには、あらゆる分野に女性

が参画することが不可欠です。さいたま市において、市民生活に大きな影響を与える

市の施策や、男女共同参画推進の意識醸成の基盤である学校教育などの方針決定過

程に、多様な意見が公平・公正に反映されるよう、女性職員の管理職登用や審議会

等への女性の登用を推進します。 

多くの人々の多様な価値観とニーズを社会に反映させるためには、様々な分野におけ

る政策・方針決定過程への女性の参画の拡大について、市が積極的に事業者や団体など

へ働きかけを行うとともに、市が率先して女性の参画拡大に努めることが必要です。あ

らゆる機会を通じて市民及び事業者と協力して、意欲と能力のある女性が職場で活躍す

ることができるよう、積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進に努めます。

あわせて、長時間労働の解消や育児・介護等との両立支援、固定的性別役割分担意識の

解消など、女性の参画拡大を阻害する要因を解消するための取組を進めます。 
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施策の方向１ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大【重点事項３】 

あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に向け、市が率

先して審議会や行政委員会等の委員への女性の選任に取り組むとともに、特定事業

主行動計画に基づき、市の女性職員の職域拡大及び管理職等への積極的な登用に取

り組みます。 

地域や政治・経済・行政の各分野における女性の活躍を促進します。特に、「政治

分野における男女共同参画の推進に関する法律」の改正の趣旨を踏まえ、男女に開

かれた議会のための環境整備を行うとともに、有権者が政治に主体的に関わる意思

を持つための主権者教育の推進、政治分野への女性参画の重要性等についての啓発、

リーダーとなる人材の育成等を進めます。 

 

基本施策① 行政・審議会等への女性の積極的登用 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

41 
審議会等委員への
女性の登用促進 

市の政策決定方針への女性の参画の推進のため、
男女共同参画推進本部の開催、事前協議の実施、
登用計画書の作成などを通じて、審議会等への女
性登用を促進します。 

 

【指標項目】①審議会等における女性委員の割合 

②女性のいない審議会等の数 

人権政策・
男女共同参
画課 

全庁 

42 
審議会等委員の
市民公募の実施 

審議会等委員の市民公募を実施し、男女が共に市
政に参画する機会の拡大に努めます。 

 

【指標項目】公募委員登用可能な審議会等の公募委
員登用率 

総務課 

全庁 

43 
女性職員の管理
職への登用促進 

女性職員の管理職への登用を促進します。 

 

【指標項目】管理職女性登用率 

人事課 

44 
女性教職員の管理
職への登用促進 

女性教職員の管理職への登用を促進します。 

 

【指標項目】管理職女性登用率 

教職員人事課 

45 
市の女性職員の
職域拡大 

女性職員があらゆる分野で能力を発揮できるよう
職域の拡大に努めます。 

 

【指標項目】消防職の女性職員の採用割合（５年間
総採用者数 

消防職員課 

46 
市の女性職員の
職域拡大 

女性職員があらゆる分野で能力を発揮できるよう
職域の拡大に努めます。 

 

【指標項目】企業職の女性職員の配置割合 

水道総務課 
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基本施策② 政治分野における女性の参画拡大に向けた取組 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

47 

新規 
主権者教育の推進 

小・中学校において、社会の課題を主体的にとら
え、多様な人々と協働する中で納得解を導き出す
力など、社会の形成者として必要な資質・能力
（協働性・社会性等）の育成のため、児童会選
挙、生徒会選挙や模擬選挙・社会的な課題解決に
向けた話合い活動や市議会の見学や傍聴を実施し
ます。 

 

【指標項目】小・中学校の租税教室及び選挙啓発出
前講座の実施率 

指導１課 

48 

新規 
主権者教育の推進 

高等学校において、社会の形成者として必要な資
質・能力（協働性・社会性等）の育成のため、生
徒会選挙や模擬選挙・社会的な課題解決に向けた
話合い活動を実施します。 

 

【指標項目】市議会傍聴の実施率（高等・中等教育
学校） 

高等教育課 

 

基本施策③ 事業者・団体による取組の促進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

49 

Ⅴに 
再掲 

ポジティブ・ア
クションに関す
る周知・啓発 

ポジティブ・アクションに関する情報の市ホーム
ページへの掲載、国等の制度案内の周知協力など
により、ポジティブ・アクションの周知・啓発に
取り組みます。 

労働政策課 

50 

Ⅴに 
再掲 

女性技術者を雇
用している企業
への入札制度に
おける優遇措置 

建設工事競争入札参加資格審査における等級区分
において、女性技術者を雇用している「市内に本
店を有する企業」に発注者別評価点を加点しま
す。 

契約課 

51 

新規 

Ⅴに 
再掲 

女性活躍推進に
関する講座等の
開催 

企業における女性のキャリアアップ支援や、女性
活躍推進法に基づく取組の促進のため、企業を対
象に女性活躍推進に関する講座等を実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

52 

新規 

Ⅴに 
再掲 

女性の活躍推進
を支援している
企業への入札制
度における優遇
措置 

建設工事競争入札参加資格審査における等級区分
において、従業員 100 人以下の企業等で、女性の
職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ
く一般事業主行動計画を策定し、同法第８条の規
定による届出を労働局へ提出した場合、又は同法
第 12 条の規定による認定を受けている場合や従
業員 101人以上の企業等で、同法第９条又は第 12
条の規定による認定を受けている場合、「市内に
本店を有する企業」に発注者別評価点を加点しま
す。 

契約課 
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施策の方向２ あらゆる分野における女性の参画の拡大 

あらゆる分野の政策・方針決定過程に女性が参画するためには、あらゆる分野に

おいて女性が活躍し、指導的立場の女性が増えていることが前提であることから、

女性の活躍の重要性に関する理解の促進や、人材の育成の観点からのロールモデル

やキャリア形成の情報提供等を行います。また、女性人材に関する情報の収集・整

備・提供体制を充実させます。 

 

基本施策① 男女共同参画に向けた人材発掘・育成 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

53 
人材リストの作
成と活用 

埼玉県内で活躍している女性の人材情報を広く収
集し、審議会等の委員への登用や、講座や講演会
の講師選定等に活用します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

54 

新規 
女性リーダーの
育成 

次代を担う女性リーダーを育成するため、市内の
女性を対象に、女性の能力の開発・発揮のための
学習機会の提供や、ロールモデルやキャリア形成
のための情報提供などを行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 
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目標Ⅲ計上事業にかかる数値目標 

 

No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 

（時点） 
目標値 

（達成期限） 
所管課 

1 41 
審議会等委員への
女性の登用促進 

審議会等における女
性委員の割合 

34.9％ 

（令和４年度末） 

42.0％ 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

全庁 

2 41 
審議会等委員への
女性の登用促進 

女性のいない審議会
等の数 

３件 

（令和４年度末） 

０件 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

全庁 

3 42 
審議会等委員の
市民公募の実施 

公募委員登用可能な
審議会等の公募委員
登用率 

15.0％ 

（令和５年５月１日）

20％ 

（令和 10 年度末） 

総務課 

全庁 

4 43 
女性職員の管理
職への登用促進 

管理職女性登用率 
22.3％ 

（令和５年４月１日）

27％ 

（令和８年４月１日）
人事課 

5 44 
女性教職員の管理
職への登用促進 

管理職女性登用率 
19.1％ 

（令和５年４月１日）

20.0％ 

（令和８年４月１日）

教職員人

事課 

6 45 
市の女性職員の
職域拡大 

消防職の女性職員の
採用割合（５年間総
採用者数） 

10.1％ 

（令和２年度末） 

17.0％ 

（令和７年度末） 
消防職員課 

7 46 
市の女性職員の
職域拡大 

企業職の女性職員の
配置割合 

企業職 16.4％ 

（令和５年４月１日）

企業職 17.8％ 

（令和８年４月１日）
水道総務課 

8 47 主権者教育の推進 
小・中学校の租税教
室及び選挙啓発出前
講座の実施率 

61.7％ 

（令和４年度） 

80.0％ 

（令和 10 年度末） 
指導１課 

9 48 主権者教育の推進 
市議会傍聴の実施率
（高等・中等教育学校） 

75％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度末） 
高等教育課 
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目標Ⅳ 男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）は、男女がともに健康を維持し、

趣味や学習、ボランティア活動や地域活動への参画等を通じた自己実現を可能とす

るとともに、育児・介護も含め、家族が安心して暮らし、責任も果たしていく上で

大変重要なことです。ワーク・ライフ・バランスの実現は、事業所にとっても優秀

な人材の確保や生産性の向上といった意義があり、さらには社会全体の活性化にも

つながります。 

女性の就業率は上昇傾向にあり、Ｍ字カーブは解消傾向にあるものの、出産・育

児等を理由に退職した後、非正規雇用で再就職する女性が多く、半数以上の女性が

非正規雇用で働いています。この背景には、長時間労働等を前提とする「男性中心

型労働慣行」や固定的性別役割分担意識を背景に、家事・育児・介護等における女

性の負担が大きいといったことがあり、その結果として女性の仕事と家庭生活の両

立が困難になる場合が多いということが考えられます。男性の家事や育児等への参

画は、近年増加傾向にありますが、性別による固定的な役割分担意識の解消や、こ

れまでの仕事中心の生き方や長時間労働の見直しなど、社会全体の意識改革を進め

ることを通して、長時間労働を前提とした従来の男性中心型の働き方を見直し、男

女ともあらゆる世代の人がワーク・ライフ・バランスを実現できる社会を目指しま

す。 

また、男女がともに育児や介護などに取り組み、家庭生活や地域社会への参画を

図りながら働き続けることができるよう、ライフスタイルに応じた多様な働き方の

啓発や子育て支援・介護サービスの充実に努めます。さらに、男性の家事・子育

て・介護、地域活動への積極的な参加を促す取組を進めます。 

なお、施策の推進にあたっては、育児・介護の有無に関わらず、すべての人にと

ってワーク・ライフ・バランスの実現は重要であることを意識し、育児・介護のな

い家庭が置き去りとならないように留意します。 
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施策の方向１ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

家庭生活への参加や就業の継続を困難にする長時間労働を前提とした働き方の見直し

や、労働生産性の向上、男性の育児休業の取得促進、テレワークやオンラインの活用な

どライフスタイルに対応した多様で柔軟な働き方の導入の重要性等について、関係機関

と連携して企業等に周知します。あわせて、労働基準法や育児・介護休業法に基づく制

度の定着と活用を促進するため、企業等におけるワーク・ライフ・バランスの実現に資

する取組が推進されるよう支援を行います。 

 

基本施策① 仕事と生活の両立の促進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

55 
ワ ー ク ・ ラ イ
フ・バランス出
前講座の開催 

事業所等を対象に、ワーク・ライフ・バランスの
考え方や実践的な取り組みなど、「働きやすい職
場」についての講座を開催します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

56 

仕事と生活の調
和（ワーク・ラ
イ フ ・ バ ラ ン
ス）に関する講
座の開催 

男女共同参画推進センター及び事業所などにおい
て、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラン
ス)に関する講座・講演会を開催します。 

 

【指標項目】ワーク・ライフ・バランスの必要性を
意識した受講生の割合 

人権政策・
男女共同参
画課 

 

基本施策② 事業者等による取組の促進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

57 

子育てを支援し
ている企業への
入札制度におけ
る優遇措置 

建設工事競争入札参加資格審査における等級区分
において、従業員 100 人以下の企業等で、次世代
育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
を策定し、同法第 12 条の規定による届出を労働
局へ提出した場合、又は同法第 15 条の２の規定
による認定を受けている場合や従業員 101 人以上
の企業等で、同法第 13 条又は第 15 条の２の規定
による認定を受けている場合、「市内に本店を有
する企業」に発注者別評価点を加点します。 

契約課 

58 

Ⅳ-2 
に再掲 

事業所内保育事
業推進事業 

企業等が、既存の事業所内保育施設において地域
の児童の受入枠を設ける場合、または新規に事業
所内保育事業を実施する場合、事業実施に係る支
援、運営費の補助を行います。 

のびのび安
心子育て課 

59 
「働き方改革」
の周知・啓発 

働く上で最低限身に付けておくべき法令や制度の
基礎知識等を掲載した「働く人の支援ガイド」を
作成・配布します。また、働く方々が個々の事情
に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できる
ようにするため、「働き方改革」の推進に関連す
る国や県等の施策や事例について市ホームページ
に掲載するなどして、「働き方改革」の周知・啓
発に取り組みます。 

労働政策課 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

60 
労働法等に係る
講座の実施 

労働に関する法制度や社会情勢を踏まえた時事的
な問題を扱う講座を実施し、労働法等に関する理
解を深めるとともに職場や雇用環境の改善を図り
ます。 

 

【指標項目】労働法等に係る講座の参加者満足度 

労働政策課 

61 

新規 
テレワークの推進 

企業における多様な働き方の創出を促すテレワー
ク環境の整備を支援します。 

 

【指標項目】テレワーク環境支援整備支援件数 

経済政策課 

62 

新規 
ＳＤＧｓ企業認
証制度 

ＳＤＧｓ認証企業に対して、ワーク・ライフ・バ
ランスの推進をはじめとするＳＤＧｓ経営に向け
た支援をします。 

 

【指標項目】ＳＤＧｓ企業認証数 

経済政策課 

 

基本施策③ 育児・介護休業等への理解と取得の促進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

63 

Ⅳ-3
に再掲 

育児休業・介護
休暇取得の促進 

さいたま市職員の育児休業、介護休暇等の取得を
促進します。 

 

【指標項目】男性の育児休業取得率 ※教職員除く 

人事課 

64 

Ⅳ‐3、 

Ⅴに
再掲 

育児・介護休業制
度の周知・啓発 

働く上で最低限身に付けておくべき法令や制度の
基礎知識等を掲載した「働く人の支援ガイド」を
作成・配布するほか、制度等の市ホームページへ
の掲載、国や県等が実施するセミナー等の周知協
力などにより、育児・介護休業制度の周知・啓発
に取り組みます。 

労働政策課 
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施策の方向２ 多様なライフスタイルに対応した子育て・介護者支援策の充実 

子育てに関する不安や負担感を解消し、男女がともに子育てと仕事や地域活動などを

調和させることができるよう、妊娠期からの出産・育児に関する情報提供や、多様なラ

イフスタイルに対応した子育て支援策の充実を図り、安心して子どもを産み育てられる

環境整備を推進します。 

高齢者人口の増加に伴い要介護者数が増加し、現役世代の介護負担が重くなっている

中で、介護を社会的に支援するため、介護の担い手への支援や介護サービスの供給量の

確保とともに、孤立した介護生活の防止、長期にわたる介護による心身のストレスの軽

減など、多様なライフスタイルに対応した介護者に向けた支援の充実など、介護支援策

の強化を図ります。 

 

基本施策① 子育て支援策の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

28 

Ⅱに 
再掲 

出産前教室 

初めて出産する妊婦とその夫やパートナー等を対
象に、妊娠・出産・産褥及び育児に関する講義や
実習等を各区役所で実施します。 

 

【指標項目】内容を理解できたと回答する参加者の
割合 

地域保健支
援課 

65 育児学級の開催 

おおむね生後２～３か月の児とその保護者を対象
に、育児について学び、親子のふれあいや親同士
が交流する場を提供し、子どもの発育・発達や愛
着形成などの情報を発信するとともに、育児不安
の軽減を図るため「育児学級」を各区役所で実施
します。 

 

【指標項目】育児不安軽減者の割合 

地域保健支
援課 

66 
ファミリー・サ
ポート・センタ
ーの充実 

育児の援助を受けたい方（依頼会員）と育児の援
助を行いたい方（提供会員）からなる会員組織
で、会員による相互援助活動の調整などをアドバ
イザーが行います。 

子育て支援課 

67 
子育てヘルパー
派遣事業 

妊娠中の方、１歳未満のお子さんを養育する保護
者などで、日中、育児等を行う方が他にいない場
合に、ホームヘルパーを派遣し、家事・育児支援
を行います。 

子育て支援課 

68 

Ⅶに 

再掲 

子どもショート
ステイ事業 

疾病、疲労、怪我、看護、冠婚葬祭、出張、災害
などの理由により、家庭においての養育が一時的
に困難になったとき、児童養護施設などに空きが
ある場合、児童を短期間預かります。 

 

【指標項目】契約施設数 

子ども家庭
支援課 

69 
小児救急医療体
制の充実 

子どもが急病のときに看護師などがアドバイスを
行う「さいたま市子ども急患電話相談」を実施し
ます。 

地域医療課 



74 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

70 
子育て支援拠点
施設整備・運営
事業 

３歳未満の児童及びその保護者が、気軽に集い交
流を図れる場を提供するとともに、保護者に対し
育児不安などについての相談指導を実施します。 

 

【指標項目】単独型子育て支援センターの運営施設
数 

子育て支援課 

71 

新規 

Ⅵに
再掲 

ヤングケアラー
訪問支援事業 

ヤングケアラーがいる家庭を、支援員が訪問し、
抱える不安や悩みを傾聴することや、家事・育児
等の支援を実施することにより、家庭や養育環境
を整え、ヤングケアラーの日常生活における負担
を軽減します。 

 

【指標項目】負担が軽減したと回答した対象家庭の
割合 

子ども家庭
支援課 

 

基本施策② 子育て情報の提供と学習機会の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

72 子育て情報の提供 

子育て応援ダイヤルの実施、子育て応援ブックな
どの情報誌の発行、子育て専用のホームページ
「さいたま子育てＷＥＢ」の運営など、市内の子
育てに関する情報を集約し、広く提供します。 

 

【指標項目】子育て応援ブックの発行回数 

子育て支援課 

73 
子育て支援ネッ
トワークの充実 

市民サービスの向上を図るため、子育て支援関係
機関、団体等が連携し、子育て支援に係る様々な
課題について情報を共有し、意見交換を行いま
す。 

 

【指標項目】ネットワーク会議の開催回数 

子育て支援課 

74 親子教室の開催 
児童センターの自主事業として保健師による健康
の話、赤ちゃん体操や手遊び、絵本の読み聞か
せ、工作など様々な教室を開催します。 

子ども政策課 

75 

Ⅵに 
再掲 

ふれあい親子支
援事業 

子育てに関する悩みを抱える母親同士が、話し合
いを通して不安を解決できるよう支援を行い、虐
待の防止や早期発見に取り組みます。 

 

【指標項目】自分の気持ちを話せる母親の割合 

地域保健支
援課 

 

基本施策③ 保育施設等の整備・充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

58 

Ⅳ-1 
に再掲 

事業所内保育事
業推進事業 

企業等が、既存の事業所内保育施設において地域
の児童の受入枠を設ける場合、または新規に事業
所内保育事業を実施する場合、事業実施に係る支
援、運営費の補助を行います。 

のびのび安
心子育て課 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

76 
認可保育所の延
長保育・一時預
かり事業 

子育てと仕事の両立を支援するため認可保育所に
おける延長保育を、一時的に家庭での育児が困難
な場合や保護者の育児疲労の解消に対応するため
一時預かり事業を継続します。 

 

【指標項目】①延長保育を実施する認可保育所数 

②一時預かり事業を実施する認可保育
所数 

保育課・ 

保育施設支
援課 

77 病児保育室の拡充 

保育所などを利用中の児童が、病気又は病気回復
期のため集団保育が困難な時期に、病院又は保育
所などの専用スペースで一時的に預かる「病児保
育」の実施施設を拡充します。 

 

【指標項目】病児保育室施設数 

のびのび安
心子育て課 

78 
認可保育所等の
拡充 

民間活力を利用した認可保育所等の設置や、 年
間を通じて長時間の預かり保育を実施する「子育
て支援型幼稚園」の利用を促進するなど、多様な
保育の受け皿確保に取り組むことで、保育所等利
用待機児童ゼロを維持します。 

 

【指標項目】保育所等利用待機児童数 

のびのび安
心子育て課 

79 
私立幼稚園預かり
保育事業の充実 

私立幼稚園の正規の教育時間の前後に実施する
「預かり保育事業」に対して補助金を交付しま
す。 

また、一定の要件を満たす幼稚園（「子育て支援
型幼稚園」）の認定制度の普及を促進します。 

 

【指標項目】子育て支援枠の人数（翌年４月１日時
点の数値） 

幼児・放課
後児童課 

80 
放課後児童健全
育成事業 

児童福祉法に基づき、公設及び民設の放課後児童
クラブにおいて、就労などにより保護者が昼間家
庭にいない小学生に適切な遊びや生活の場を提供
し、健全な育成・指導を行います。 

 

【指標項目】利用ニーズに対する入所者の割合 

幼児・放課
後児童課 

81 障害児保育の充実 

障害のある子どもを幅広く認可保育所で受け入
れ、集団保育の中での健全な成長・発達を促しま
す。 

 

【指標項目】障害のある子どもを受け入れた認可保
育所数 

保育課・ 

保育施設支
援課 

82 

新規 

保育コンシェル
ジュによる相談
支援 

個別の事情に応じた施設の利用を促すため、保育
コンシェルジュによる相談支援等を実施します。 

 

【指標項目】保育コンシェルジュの配置状況 

保育施設支
援課 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

83 

新規 

医療的ケア児保
育支援センター
運営事業 

令和５年度に「医療的ケア児保育支援センター」
を開設し、医療的ケア児や保護者、保育施設に対
し、相談支援、保育所入所支援、一時預かり事業
等を実施します。 

 

【指標項目】医療的ケア児への保育を提供する施設
を配置した区の数 

保育課 

84 

新規 

保育人材確保対
策の強化（保育
人材確保対策事
業） 

本市では待機児童の解消を目指し、保育の受け皿
確保のため積極的な保育所整備を進めています。
施設の量的拡大に伴い、保育の担い手である保育
士の雇用促進・就業継続の支援に関する様々な施
策を実施します。 

 

【指標項目】保育所等利用待機児童数 

保育課 

保育施設支
援課 

85 

新規 

保育人材確保対
策の強化（保育
士資格取得支援
事業） 

各保育施設の安定的な運営を支援するため、指定
保育士養成施設の卒業、保育士試験又は幼稚園教
諭免許状所有者の特例制度で保育士資格を取得
し、市内の保育園などに勤務する方に、養成施設
や試験対策講座の費用の一部を補助します。 

 

【指標項目】保育士資格取得支援事業を利用し、保
育士資格を取得した人数／年度 

保育施設支
援課 

 

基本施策④ 介護者支援策の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

86 
介護に関する情
報提供と相談の
充実 

介護保険事業等に関する情報提供を実施します。
また、各区役所に介護保険相談員を配置し、介護
相談を行います。 

介護保険課 

87 
認知症サポータ
ー養成事業 

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で
認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助
けする「認知症サポーター」を養成し、認知症高
齢者等にやさしい地域づくりを行います。 

 

【指標項目】認知症サポーター養成数 

いきいき長
寿推進課 

88 

地域包括支援セ
ンターの認知度
向上（介護者支
援 体 制 充 実 事
業） 

介護者支援体制を充実させるためには、まずは介
護をしている人が悩みや疑問を語り合う場である
介護者サロン等を実施している地域包括支援セン
ター自体を広く周知することが重要であり、その
認知度の向上に取り組みます。 

 

【指標項目】地域包括支援センターの認知度 

いきいき長
寿推進課 

89 
介護保険関連施
設等の整備促進 

在宅での介護が困難な高齢者が必要なサービスを
受けられるよう、民間事業者による整備の促進を
図るため、施設建設費等の一部助成などを行いま
す。 

 

【指標項目】介護保険施設等の公募数に対する採択
数の割合 

介護保険課 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

90 
生活支援ショー
トステイの実施 

介護保険制度によるサービスを受けられない場合
などを対象に、養護老人ホーム・特別養護老人ホ
ーム・介護老人保健施設への短期入所サービスを
実施します。 

 

【指標項目】実利用者数 

高齢福祉課 

91 
知的障害児（者）
等短期入所事業 

在宅の知的障害児（者）を介護している家族等
が、疾病等の理由により、居宅における介護がで
きない場合に、障害者を一時的に社会福祉施設等
に入所させ、知的障害児（者）及びその家族の福
祉の向上を図ります。 

障害福祉課 

92 

新規 

Ⅵに
再掲 

ケアラー・ヤン
グケアラー支援
の推進 

専門的な知識を備えた相談員が、ケアラーからの
相談に応じ、傾聴、助言、制度の案内、関係機関
との連携等を行うことにより、ケアラーに係る負
担の軽減又は解消を図ります。 

いきいき長
寿推進課 

 

 

施策の方向３ 男性の家庭生活・地域活動への参加の促進 

男性が家庭生活・地域活動へ参加することの意義を周知するとともに、機会を捉えて

男性の家庭生活・地域活動への参加を促します。また、男性が育児休業や介護休業を躊

躇せずに取得できるようにするため、幅広い世代の市民に対する啓発を進めるとともに、

単に休業を取得することだけではなく、十分な期間を取得することを可能とするための

社会的気運の醸成に取り組んでいきます。 

 

基本施策① 男性の家庭生活・地域活動への参画の促進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

63 

Ⅳ-1
に再掲 

育児休業・介護
休暇取得の促進 

さいたま市職員の育児休業、介護休暇等の取得を
促進します。 

 

【指標項目】男性の育児休業取得率 ※教職員除く 

人事課 

64 

Ⅳ-1、
Ⅴに
再掲 

育児・介護休業制
度の周知・啓発 

働く上で最低限身に付けておくべき法令や制度の
基礎知識等を掲載した「働く人の支援ガイド」を
作成・配布するほか、制度等の市ホームページへ
の掲載、国や県等が実施するセミナー等の周知協
力などにより、育児・介護休業制度の周知・啓発
に取り組みます。 

労働政策課 
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目標Ⅳ計上事業にかかる数値目標 

 

No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 

（時点） 
目標値 

（達成期限） 
所管課 

1 56 

仕事と生活の調
和（ワーク・ラ
イ フ ・ バ ラ ン
ス）に関する講
座の開催 

ワーク・ライフ・バ
ランスの必要性を意
識した受講生の割合 

92.7％ 

（令和４年度末） 

95％ 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

2 60 
労働法等に係る
講座の実施 

労働法等に係る講座
の参加者満足度 

100％ 

（令和４年度末） 

90％ 

（令和７年度末） 
労働政策課 

3 61 テレワークの推進 
テレワーク環境支援
整備支援件数 

10 件 

（令和４年度末） 

20 件 

（令和７年度末） 
経済政策課 

4 62 
ＳＤＧｓ企業認
証制度 

ＳＤＧｓ企業認証数 
196 社 

（令和４年度末） 

40 社増 

（令和７年度） 
経済政策課 

5 63 
育児休業・介護
休暇取得の促進 

男性の育児休業取得
率 ※教職員除く 

61.8％ 

（令和４年度末） 

30.0％ 

（令和７年度末） 
人事課 

6 
28 

再Ⅱ 
出産前教室 

内容を理解できたと回
答する参加者の割合 

98.0％ 

（令和４年度末） 

95.0％ 

（令和 10 年度） 

地域保健

支援課 

7 65 育児学級の開催 育児不安軽減者の割合 
81.5％ 

（令和 4 年度末） 

85％ 

（令和 10 年度） 

地域保健支

援課 

8 
68 

再Ⅶ 

子どもショート
ステイ事業 

契約施設数 

６施設（毎年
度契約） 

（令和４年度末） 

９施設（毎年
度契約） 

（令和 10 年度末） 

子ども家

庭支援課 

9 70 
子育て支援拠点
施設整備・運営
事業 

単独型子育て支援セ
ンターの運営施設数 

10 施設 

（令和４年度末） 

10 施設 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

10 
71 

再Ⅵ 

ヤングケアラー
訪問支援事業 

負担が軽減したと回答
した対象家庭の割合 

80.0％ 

（令和４年度末） 

85％以上 

（令和 10 年度末） 

子ども家

庭支援課 

11 72 子育て情報の提供 
子育て応援ブックの
発行回数 

年１回の発行 

（令和４年度末） 

年１回の発行 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

12 73 
子育て支援ネッ
トワークの充実 

ネットワーク会議の
開催数 

年１回の開催 

（令和４年度末） 

年１回の開催 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

13 
75 

再Ⅵ 

ふれあい親子支
援事業 

自分の気持ちを話せ
る母親の割合 

100％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度末） 

地域保健

支援課 

14 76 
認可保育所の延
長保育・一時預
かり事業 

延長保育を実施する
認可保育所数 

317 施設 

（令和４年度末） 

370 施設 

（令和 10 年度） 

保育課・ 

保育施設

支援課 

15 76 
認可保育所の延
長保育・一時預
かり事業 

一時預かり事業を実
施する認可保育所数 

112 施設 

（令和４年度末） 

118 施設 

（令和 10 年度） 

保育課・ 

保育施設

支援課 

16 77 病児保育室の拡充 病児保育室施設数 
11 施設 

（令和５年度） 

15 施設 

（令和 10 年度） 

のびのび安

心子育て課 

17 78 
認可保育所等の
拡充 

保育所等利用待機児
童数 

０人 

（令和５年度） 

０人 

（令和 10 年度） 

のびのび安

心子育て課 
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No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 

（時点） 
目標値 

（達成期限） 
所管課 

18 79 
私立幼稚園預かり
保育事業の充実 

子育て支援枠の人数
（翌年４月１日時点
の数値） 

1,886 人 

（令和５年４月１日）

2,159 人 

（令和７年度） 

幼児・放課

後児童課 

19 80 
放課後児童健全
育成事業 

利用ニーズに対する
入所者の割合 

97.3％ 

（令和５年４月１日）

100％ 

（令和７年度） 

幼児・放課

後児童課 

20 81 障害児保育の充実 
障害のある子どもを
受け入れた認可保育
所数 

230 施設 

（令和４年度末） 

300 施設 

（令和 10 年度） 

保育課・ 

保育施設

支援課 

21 82 
保育コンシェル
ジュによる相談
支援 

保育コンシェルジュ
の配置状況 

10 区に配置 

（令和４年度末） 

10 区に配置 

（令和 10 年度末） 

保育施設

支援課 

22 83 
医療的ケア児保
育支援センター
運営事業 

医療的ケア児への保
育を提供する施設を
配置した区の数 

５区 

（令和４年度末） 

10 区 

（令和 10 年度末） 
保育課 

23 84 

保育人材確保対
策の強化（保育
人材確保対策事
業） 

保育所等利用待機児
童数 

０人 

（令和４年度末） 

０人 

（令和 10 年度末） 

保育課 

保育施設

支援課 

24 85 

保育人材確保対
策の強化（保育
士資格取得支援
事業） 

保育士資格取得支援
事業を利用し、保育
士資格を取得した人
数／年度 

７人 

（令和４年度末） 

15 人 

（令和 10 年度末） 

保育施設

支援課 

25 87 
認知症サポータ
ー養成事業 

認知症サポーター養
成数 

7,608 人 

（令和２～４年度
累計） 

27,300 人養成 

（令和５～７年度
累計） 

いきいき長

寿推進課 

26 88 

地域包括支援セ
ンターの認知度
向上（介護者支
援 体 制 充 実 事
業） 

地域包括支援センタ
ーの認知度 

55％ 

（令和４年度末） 

65％ 

（令和７年度末） 

いきいき長

寿推進課 

27 89 
介護保険関連施
設等の整備促進 

介護保険施設等の公
募数に対する採択数
の割合 

75.9％ 

（令和４年度末） 

90％ 

（令和７年度末） 
介護保険課 

28 90 
生活支援ショー
トステイの実施 

実利用者数 
139 人 

（令和４年度末） 

140 人 

（令和 10 年度末） 
高齢福祉課 
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目標Ⅴ 男女ともに働きやすい職場環境づくりと働く場における男女間

格差の解消をすすめるまちづくり 

女性も男性も働きたい人全てが、仕事と子育て・介護・社会活動等を含む生活との二

者択一を迫られることなく働き続け、職業能力開発やキャリア形成の機会を得ながらそ

の能力を十分に発揮できるまちづくりは、個人の経済的自立や自己実現のほか、企業の

生産性向上、社会経済の活性化の観点からも大変重要なことです。その実現のためには、

雇用の場における男女の均等な機会及び待遇の確保が不可欠な前提となっています。女

性の年齢階級別労働力率のＭ字の状態が解消に向かいつつあるものの、非正規雇用で働

く労働者の比率は年代とともに増加している実態があることから、正規雇用の女性が出

産・育児等を理由として退職後に非正規雇用で再就職しているケースが多いことがうか

がえます。また、市民の間には、職場における男女の地位について、昇進や昇格、管理

職への登用といったことを中心に、依然として女性に比べ男性が優遇されているという

意識がみられます。これらの出産・育児等を理由とした離職や男女間の格差は、女性の

経済的自立にとっての障壁となっています。 

雇用の場における男女の均等な機会及び待遇の確保、女性の経済的自立を図るため、

男女が出産・育児後も離職することなく働き続けられるよう、ワーク・ライフ・バラン

スを推進するとともに、非正規雇用の処遇改善、性別による固定的な業務分担や人員配

置等の見直し、能力開発の十分な機会の提供による女性のキャリア形成支援といった取

組の実施を企業等に促し、男女ともに働きやすい職場環境づくりを進めます。 
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施策の方向１ 働く場における男女の均等待遇の促進 

働く場において社会的・構造的な理由により生じている男女格差を解消するため、積

極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進や、女性活躍に関する数値目標の設定、

管理職に占める女性労働者の割合や男女の賃金の差異などの女性活躍状況に関する情報

の公表、女性のキャリアアップ支援など、女性活躍推進法に基づいた取組を推進します。

また、安心して働くことのできる就労環境を整備する観点から、セクシュアル・ハラス

メント、妊娠・出産・育児休業等のハラスメント等の各種ハラスメントの根絶に向けた

取組を進めます。 

 

基本施策① 働く場における男女の均等な機会と待遇の確保の促進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

93 

職務・職場の固
定的性別役割分
担意識の見直し
の推進 

職員研修の開催、男女共同参画職員ハンドブック
による啓発などにより、職務・職場における固定
的な性別役割分担意識の見直しを促進します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

全庁 

94 

雇用における男
女の均等な機会
と待遇の確保に
関する情報の周
知・啓発 

働く上で最低限身に付けておくべき法令や制度の
基礎知識等を掲載した「働く人の支援ガイド」を
作成・配布するほか、市ホームページへの掲載や
国等の取組への広報協力などにより、労働者が性
別により差別されることなく、また、働く女性が
母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むこ
とができる職場環境を整備するための周知・啓発
に取り組みます。 

労働政策課 

95 
パートタイム・
有期雇用労働法
の周知・啓発 

働く上で最低限身に付けておくべき法令や制度の
基礎知識等を掲載した「働く人の支援ガイド」を
作成・配布するほか、制度等の市ホームページへ
の掲載などにより、パートタイム・有期雇用労働
法の周知・啓発に取り組みます。 

労働政策課 

96 農業者の育成 

農業後継者の確保・育成のため、関係機関と連携
し就農相談に対応します。また、就農後の自立経
営の確立に必要な研修や機械・施設の導入等の支
援を行います。 

農業政策課 

 

基本施策② 女性の活躍推進に関する事業者の取組の促進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

49 

Ⅲに 
再掲 

ポジティブ・ア
クションに関す
る周知・啓発 

ポジティブ・アクションに関する情報の市ホーム
ページへの掲載、国等の制度案内の周知協力など
により、ポジティブ・アクションの周知・啓発に
取り組みます。 

労働政策課 

50 

Ⅲに 
再掲 

女性技術者を雇
用している企業
への入札制度に
おける優遇措置 

建設工事競争入札参加資格審査における等級区分
において、女性技術者を雇用している「市内に本
店を有する企業」に発注者別評価点を加点しま
す。 

契約課 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

51 

新規 

Ⅲに 
再掲 

女性活躍推進に
関する講座等の
開催 

企業における女性のキャリアアップ支援や、女性
活躍推進法に基づく取組の促進のため、企業を対
象に女性活躍推進に関する講座等を実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

52 

新規 

Ⅲに 
再掲 

女性の活躍推進
を支援している
企業への入札制
度における優遇
措置 

建設工事競争入札参加資格審査における等級区分
において、従業員 100 人以下の企業等で、女性の
職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ
く一般事業主行動計画を策定し、同法第８条の規
定による届出を労働局へ提出した場合、又は同法
第 12 条の規定による認定を受けている場合や従
業員 101人以上の企業等で、同法第９条又は第 12
条の規定による認定を受けている場合、「市内に
本店を有する企業」に発注者別評価点を加点しま
す。 

契約課 

97 

Ⅶに
再掲 

セクシュアル・ハ
ラスメント等防止
に関する情報提
供・意識啓発 

セクシュアル・ハラスメント等防止に関する図
書、ＤＶＤなどを収集し、市民・市内事業者等に
提供し、ハラスメント防止に関する意識の啓発を
図ります。 

人権政策・
男女共同参
画課 

98 

Ⅶに
再掲 

職場のハラスメ
ント防止に関す
る周知・啓発 

働く上で最低限身に付けておくべき法令や制度の
基礎知識等を掲載した「働く人の支援ガイド」を
作成・配布します。また、ハラスメント防止に関
する情報の市ホームページへの掲載、国等の制度
案内の周知協力などにより、職場のハラスメント
防止に向けた周知・啓発に取り組みます。 

労働政策課 
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施策の方向２ 女性の経済的自立に向けた取組の推進【重点事項４】 

働きたい女性が仕事と出産・子育て・介護等の二者択一を迫られることなく、自己選

択・自己決定を行い、能力を十分に発揮していきいきと働き続けることができるよう、

女性のキャリアアップ・能力向上のための研修や相談機会の提供、労働関係の情報提供

などを行います。 

また、子育てや介護等により離職した人への再就職支援や、起業等の雇用によらない

働き方へのチャレンジ支援、理工系分野やデジタル分野など、従来女性の参画が少なか

った分野におけるチャレンジ支援などを行い、女性の就業機会の拡大に取り組みます。 

 

基本施策① 就業継続や再就職のための支援体制整備 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

99 

Ⅵに 
再掲 

女性労働に関す
る情報の収集・
提供 

女性の労働に関する図書やチラシなどの情報を収
集するとともに、貸出し・提供します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

100 
再就職支援のため
の講座等の開催 

女性の再就職支援をテーマとした講座・講演会を
開催します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

101 

Ⅵに 
再掲 

ワークステーシ
ョンさいたまに
おける就労支援 

国と協働で運営する就労支援施設「ワークステー
ションさいたま」において、職業紹介・相談、キ
ャリアコンサルタントによる適性・適職診断、応
募書類添削・面接対策指導などの支援を行いま
す。また、子育て世代を始めとする就職に関する
多様なニーズに応える相談やセミナー等を実施し
ます。 

 

【指標項目】「ワークステーションさいたま」施設
利用者数 

労働政策課 

64 

Ⅳに
再掲 

育児・介護休業制
度の周知・啓発 

働く上で最低限身に付けておくべき法令や制度の
基礎知識等を掲載した「働く人の支援ガイド」を
作成・配布するほか、制度等の市ホームページへ
の掲載、国や県等が実施するセミナー等の周知協
力などにより、育児・介護休業制度の周知・啓発
に取り組みます。 

労働政策課 

 

基本施策② 起業等に対する支援 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

102 

Ⅵに 
再掲 

創業・副業支援
事業 

窓口相談・専門家派遣の実施、セミナーの開催な
どを通じて、総合的な創業・副業支援を実施しま
す。 

 

【指標項目】創業件数及び副業開始件数 

経済政策課 

103 
関連機関と連携
したビジネス支
援事業の開催 

関連機関と連携し、創業を目指す女性を対象にし
た個別相談会等、ビジネス相談会やセミナーを開
催します。 

中央図書館
資料サービ
ス課 
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基本施策③ 女性のチャレンジ支援とキャリア教育の推進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

104 
従来女性が少な
かった分野への
チャレンジ支援 

従来女性が少なかった分野への女性のチャレンジ
を支援するための情報提供及び講座を開催しま
す。 

人権政策・
男女共同参
画課 

105 
早期起業家教育
事業の実施 

市内小・中学生に対し、地域に根付いた一連の実
践的なビジネス体験プログラムを提供することに
より、起業家精神（アントレプレナーシップ）の
醸成及び将来の地域経済を担う人材の育成を図り
ます。 

 

【指標項目】早期起業家教育事業満足度 

労働政策課 

106 

新規 
理工系分野への
進路選択の促進 

女子中高生等の理工系分野への進路選択の促進の
ため、理工系分野で活躍することの魅力の発信
や、ロールモデルの紹介等を行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 

107 

新規 
さいたま STEAMS
教育の推進 

「さいたま STEAMS 教育」モデル校による先行実
施を踏まえ、教科横断的なプロジェクト型学習
「STEAMS TIME」を着実に実施します。 

 

【指標項目】さいたま市学習状況調査「授業で学ん
だことを、ほかの学習で生かしていま
すか」の項目に対して肯定的な回答率 

指導１課 
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目標Ⅴ計上事業にかかる数値目標 

 

No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 

（時点） 
目標値 

（達成期限） 
所管課 

1 
101 

再Ⅵ 

ワークステーシ
ョンさいたまに
おける就労支援 

「ワークステーショ
ンさいたま」施設利
用者数 

10,543 人 

（令和４年度末） 

10,300 人 

（令和７年度末） 
労働政策課 

2 
102 

再Ⅵ 

創業・副業支援
事業 

創業件数及び副業開
始件数 

88 件 

（令和４年度末） 

136 件 

（令和７年度） 
経済政策課 

3 105 
早期起業家教育
事業の実施 

早期起業家教育事業
満足度 

97.4％ 

（令和４年度末） 

95％ 

（令和７年度末） 
労働政策課 

4 107 
さいたま STEAMS
教育の推進 

さいたま市学習状況
調査「授業で学んだ
ことを、ほかの学習
で生かしています
か」の項目に対して
肯定的な回答率 

84.5％ 

（令和 4 年度） 

86％ 

（令和７年度末） 
指導１課 
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目標Ⅵ だれもが安心して暮らせるまちづくり 

ひとり親家庭や単身・高齢世帯の増加、雇用・就業をめぐる環境の変化等により、

今日のわが国では、貧困や地域社会からの孤立など、様々な困難を抱える人が増加

しています。特に女性は、社会的・経済的な格差や平均寿命が男性よりも長いこと

等を背景に、男性よりも貧困等の生活上の困難に直面しやすい傾向にあります。 

ひとり親家庭、高齢者、障害者、外国人、性的少数者（性的マイノリティ）等が

抱える生活上の様々な困難は、固定的性別役割分担意識や性差に関する偏見等を背

景に、複合的でより複雑化している場合があります。これらの困難な状況の解決を

図るため、困難の特性を十分に把握して、人権尊重の観点からの配慮、多様性を認

め合う社会づくりに向けた理解を促進するとともに、多様なニーズに対応したきめ

細かい生活支援や社会参画の促進につなげます。 

令和４年５月に成立した「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」では、

性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活

または社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性や、そのおそれのある女

性への多様な支援を、民間団体等との協働により包括的に提供する体制の整備が求

められています。さいたま市では、この法律の趣旨を踏まえ、本計画の一部（目標

Ⅵの施策の方向１～４、目標Ⅶ）を同法に基づく「市町村基本計画」として位置付

けて、困難な問題を抱える女性の支援に関する教育・啓発、様々な関係機関・民間

団体等との緊密な連携による発見、相談、自立して生活するまでの切れ目のない支

援、民間団体との協働、人材の確保や資質の向上を図ります。 

男女が互いの身体的性差を十分に理解しあい、人権を尊重しつつ、相手に対する

思いやりをもって生きていくことは、男女共同参画社会の形成にあたっての前提と

いえます。性別により、特有の疾患や健康に影響を及ぼす社会的要因の違いがある

ことを踏まえ、男女が互いに性差に応じた理解を深め、性差に応じた健康を支援す

るための取組を行います。 

また、大規模災害の発生は、全ての人の生活を脅かすと同時に、男女に異なる影

響をもたらし、女性や子ども、性的少数者（性的マイノリティ）、避難において支援

を要する人々がより深刻な影響を受けることが懸念されます。平常時の備え、初動

段階、避難生活、復旧・復興の各段階において、男女共同参画の視点を取り入れた

取組を進めます。 
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施策の方向１ 子ども・若者が安心して生活を送るための支援 

女性は、男性に比べ、性差に起因して社会的に様々な困難な問題に直面する場面が多

く、このことによって、心身面及び社会的な面で複合的な課題を抱えることが多い状況

です。特に、若年女性は、従来の支援体制になじまず、安全に暮らせる場所や回復に向

けた支援に至らないという課題を踏まえ、新たな支援の枠組みが必要であったことから、

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が策定されました。様々な複合的な

困難を抱える女性を支援するため、女性を対象とした各種相談や、相談にあたる職員等

に対する研修、支援調整会議等の取組を行います。 

また、ニートやひきこもりなど、社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者が安

心して暮らし続けられるようにするため、子ども・若者の支援機関と連携しながら、個

人の状態に合わせた支援を行います。また、若者が充実した職業人生を歩んでいけるよ

う、職業的自立に向けた支援等を行います。 

いわゆるヤングケアラーの問題に対応するため、家族の介護等を行っている子どもの

実態を把握し、家庭の状況に応じた支援を行います。 

 

基本施策① 困難な問題を抱える女性に向けた対応の強化 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

108 
女性の悩み相談
の実施 

様々な悩みや複合的な困難を抱えている女性から
の相談を受け、自分らしく生きていけるように、
必要な支援に繋ぎます。 

人権政策・
男女共同参
画課 

109 

Ⅶに
再掲 

女性相談支援員
研修の実施 

相談の質の確保と女性相談支援員の不安や負担の
軽減のため、女性相談・ＤＶ相談や、女性支援・
ＤＶ被害者支援に関する専門家を講師に招き、研
修及びスーパービジョンを実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

110 

Ⅶに
再掲 

調査研究の推進 
ＤＶや女性が抱える困難等に関する調査の実施、
国の調査・研究の活用、他自治体の取組について
の調査・研究により、必要な施策を検討します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

111 

新規 
女性の法律相談
の実施 

家庭、職場、近隣等で生じる解決困難な問題につ
いて、弁護士が相談に応じます。 

人権政策・
男女共同参
画課 

112 

新規 
支援調整会議の
実施 

困難な問題を抱える女性へ支援を適切かつ円滑に
行うため、関係機関等を構成員とする支援調整会
議を実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

113 

新規 
同行支援の実施 

困難な問題を抱える女性へ支援を適切かつ円滑に
行うため、必要に応じて、各種福祉サービスへ同
行支援を行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 

114 

新規 
アフターケアの
実施 

女性支援施設等の退所後、地域での生活再建を支
えるアフターケアを行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 

115 

新規 
相談室会議の実施 

ケース検討、必要な知識の習得、情報等の共有を
行い、より良い連携と円滑な相談事業を推進する
ため、相談室会議を実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

116 

新規 

Ⅶに
再掲 

民間団体等との
協働による取組 

専門的で柔軟な支援を行う民間団体等と繋がり、
相談者の意向を勘案した支援に向けての取組を、
検討、実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

 

基本施策② 若年層の仕事に関する支援 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

102 

Ⅴに 
再掲 

創業・副業支援
事業 

窓口相談・専門家派遣の実施、セミナーの開催な
どを通じて、総合的な創業・副業支援を実施しま
す。 

 

【指標項目】創業件数及び副業開始件数 

経済政策課 

117 

地域若者サポー
トステーション
さいたまにおけ
る就労支援 

働くことに悩みを抱える 15 歳から 49 歳までの方
及びその家族を対象に、国と協働運営している
「地域若者サポートステーションさいたま」にお
いて就労・自立に向けた支援を実施します。 

 

【指標項目】地域若者サポートステーションにおけ
る就職等進路決定者数 

労働政策課 

 

基本施策③ 様々な困難を抱える若年層への支援 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

118 
さいたま市子ど
も・若者支援ネ
ットワーク 

子ども・若者育成支援推進法に基づき、社会生活
を営む上での困難を有する子ども・若者に対する
支援を効果的に実施するためにネットワーク会議
を開催します。 

子ども政策課 

119 
さいたま市若者
自立支援ルーム 

社会生活を営む上で困難を有する若者を対象に、
個人の状態にあわせた自立支援プログラムを実施
し、円滑な自立を果たせるよう支援します。 

子ども政策課 

120 

Ⅶに
再掲 

教育相談推進事業 

市立学校や市立教育相談室にスクールカウンセラ
ーやスクールソーシャルワーカーをはじめとする
専門の相談員等を配置するとともに、電話やＳＮ
Ｓを活用した相談窓口を設置することで、児童生
徒、保護者及び教職員に対する教育相談体制の充
実を図ります。また、複雑化、多様化する子ども
の状況への対応を強化するため、教員やスクール
ソーシャルワーカーを対象にした研修を実施し、
支援の質の向上を図ります。 

 

【指標項目】スクールソーシャルワーカーを対象に
した研修等の実施 

総合教育相
談室 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

121 

新規 

不登校等児童生徒
への支援の充実 

不登校等児童生徒への教育相談体制や教員研修を
強化し、教育相談室・教育支援センター等と学校
が連携して、不登校等児童生徒への相談支援の充
実を図ります。対面や電話相談に加えて訪問型支
援（アウトリーチ）等を実施し、学校外での相
談・支援の充実を図ります。「子育て学習会」を
開催し、不登校等で悩む保護者を支援します。 

 

【指標項目】①訪問型支援等の延べ件数 

②子育て学習会の実施回数 

総合教育相
談室 

122 

新規 

地域の支援者研
修（ひきこもり
対策） 

区役所職員や地域の関係機関で相談業務に携わる
職員等を対象とし、ひきこもり対策に必要な基礎
知識、専門的知識等に関する研修会を実施しま
す。 

 

【指標項目】支援者研修受講者へのアンケートにお
ける理解度 

こころの健
康センター 

 

基本施策④ ケアラー、ヤングケアラーに対する支援 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

71 

新規 

Ⅳに
再掲 

ヤングケアラー
訪問支援事業 

ヤングケアラーがいる家庭を、支援員が訪問し、
抱える不安や悩みを傾聴することや、家事・育児
等の支援を実施することにより、家庭や養育環境
を整え、ヤングケアラーの日常生活における負担
を軽減します。 

 

【指標項目】負担が軽減したと回答した対象家庭の
割合 

子ども家庭
支援課 

92 

新規 

Ⅳに
再掲 

ケアラー・ヤン
グケアラー支援
の推進 

専門的な知識を備えた相談員が、ケアラーからの
相談に応じ、傾聴、助言、制度の案内、関係機関
との連携等を行うことにより、ケアラーに係る負
担の軽減又は解消を図ります。 

いきいき長
寿推進課 
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施策の方向２ ひとり親家庭等の親子が安心して暮らせる環境の整備 

ひとり親家庭に対する子育て支援や就業支援など、それぞれの家庭の状況に対応した

支援を行います。特に、経済的に不安定なひとり親家庭等に対し、安心して子育てをし

ながら生活できる環境を整備するための取組の充実を図るとともに、家庭の経済状況に

よって子どもの教育に格差が生じないよう、学習支援の充実を図ります。 

 

基本施策① ひとり親家庭への支援 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

99 

Ⅴに 
再掲 

女性労働に関す
る情報の収集・
提供 

女性の労働に関する図書やチラシなどの情報を収
集するとともに、貸出し・提供します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

123 

Ⅶに
再掲 

ひとり親家庭相談 

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、ひとり
親家庭の母等の自立支援を図るため、母子・父子
自立支援員等が就業についての相談や生活相談に
応じます。 

 

【指標項目】母子・父子自立支援員等の生活相談件
数 

子育て支援課 

124 

Ⅶに
再掲 

ひとり親家庭等
就業・自立支援
センター事業 

ひとり親家庭の母等の就業・自立をより効果的に
促進するため、相談から情報提供までの一貫した
就業支援サービスを提供するとともに、生活安定
のための専門家による相談等を行います。 

 

【指標項目】ひとり親家庭等医療事務講座の修了者
数 

子育て支援課 

125 

Ⅶに
再掲 

母子父子寡婦福
祉資金貸付事業 

経済的自立や扶養している子どもの福祉増進のた
めに、技能習得資金や修学資金の貸付けを行いま
す。 

 

【指標項目】母子父子寡婦福祉資金貸付件数 

子育て支援課 

126 
ひとり親家庭等
医療費支給事業 

母子家庭、父子家庭、父または母が障害者である
家庭などの生活の安定と自立を支援し、ひとり親
家庭等の福祉の増進を図るため、医療費の一部負
担金を支給します。 

子育て支援課 

 

基本施策② 生活上の困難を有する親子等に対する支援 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

127 

新規 
生活困窮世帯への
就労支援の実施 

生活困窮者の経済的自立を図るため、就労・増収
に向けた相談・助言、求人開拓による就労支援を
効果的に行います。 

 

【指標項目】支援を行った生活困窮者のうち、就
労・増収に至った割合 

生活福祉課 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

128 

新規 
生活困窮世帯への
学習支援の実施 

生活困窮世帯の子どもに対して基礎学力や学習習
慣の定着、大人と触れ合う居場所の提供等の総合
的な学習支援を実施します。 

 

【指標項目】教室参加者の生活保護受給世帯に属す
る中学生の高校等進学率 

生活福祉課 
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施策の方向３ 高齢者、障害者、性的少数者（性的マイノリティ）、外国人等が安心

して暮らせる環境の整備 

高齢者や障害者、性的少数者（性的マイノリティ）等、様々な困難を抱える人々が、

社会を支える重要な一員として、安心して暮らすことのできる環境の整備に取り組むと

ともに、市民の理解を深めるために啓発等に取り組みます。 

また、外国人が安心して暮らすことができるよう、情報提供や学習機会の充実を図る

とともに、外国人の地域活動への参画促進などに努め、多文化共生意識の高揚を図り、

多様性を認め合う社会の形成に取り組みます。 

 

基本施策① 高齢者、障害者、性的少数者（性的マイノリティ）、外国人等が暮ら

しやすい環境の整備 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

129 居住環境の整備 

日常生活において介助を必要とする高齢者の居宅
の改善（居宅の老朽化に伴う補修などを除く）を
するための経費の補助を行います。 

 

【指標項目】居宅改善費補助金の交付申請件数 

高齢福祉課 

130 居住環境の整備 
肢体不自由の方の自立した生活を支援するため、
居室、浴室、トイレなどの住居の一部を改善する
整備費に対して、経費の補助を行います。 

障害福祉課 

131 居住環境の整備 
市営住宅入居者の募集手続きにおいて、ひとり親
家庭・高齢者・障害のある人等に対する優遇措置
を行います。 

住宅政策課 

132 
高齢者の見守り
活動の支援 

補助金の交付により、地区社会福祉協議会が主体
となった見守り活動等を支援します。 

 

【指標項目】見守り活動を行う地区社会福祉協議会数 

高齢福祉課 

133 
緊急通報・相談
等事業の推進 

常時注意を要するひとり暮らし高齢者に対しペン
ダント型発信機及び緊急通報電話機を貸与し、利
用対象者が緊急時又は日常生活上において不安感
若しくは孤独感を持った時に、いつでも通報また
は相談ができるような体制をとります。希望者に
は電話による安否確認を行います。 

 

【指標項目】緊急通報機器利用者数 

高齢福祉課 

134 
だれもが住みよ
い福祉のまちづ
くり推進事業 

小・中学校を中心とした地区で「モデル地区」を
設定し、障害のある方や市福祉関係団体、保護者
等の協力を得て、児童生徒と地域ぐるみで福祉の
まちづくりをともに学びあう「モデル地区推進事
業」を実施します。 

 

【指標項目】モデル地区推進事業参加者アンケート
による理解度 

福祉総務課 

135 
交通バリアフリ
ーの推進 

高齢者や障害者等の移動等の円滑化を図るため、
さいたま市バリアフリー基本構想に位置づけられ
た重点整備地区において、各特定事業者と協議・
調整を図りながらバリアフリー化を推進します。 

交通政策課 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

136 

Ⅶに
再掲 

民間賃貸住宅へ
の入居支援 

高齢者、障害者、外国人、ＤＶ被害者等の住宅確
保要配慮者に対し、賃貸住宅に関する情報提供を
行うとともに、賃貸人への入居促進に向けた啓発
を図ることにより、民間賃貸住宅への入居を支援
します。 

住宅政策課 

137 

新規 
虐待防止、早期発
見、対応の推進 

高齢者への虐待被害を深刻化させないために、虐
待通報及び相談への早期発見早期対応による適切
な対応を行います。 

 

【指標項目】広報・普及活動を実施する関係機関数 

高齢福祉課 

138 

新規 
障害者の権利の
擁護の推進 

障害のある方が、自らの主体性をもって安心した
生活を送ることができるよう、民間事業所等に対
し、障害者への差別の解消や合理的配慮を推進す
るための取組を実施するとともに、障害福祉サー
ビス事業所等を対象とした、障害者への差別の解
消、虐待の防止に関する研修を実施します。 

 

【指標項目】差別の解消等の研修アンケートにおい
て「役に立った」と回答した事業所職
員の割合 

障害政策課 

139 

新規 
障害者の権利の
擁護の推進 

障害福祉サービス事業所従事者等を対象とした障
害者虐待防止研修を実施します。また、虐待によ
り緊急に分離保護が必要な障害者の保護及び身の
安全確保を迅速かつ適切に行います。 

 

【指標項目】①虐待防止研修参加者のアンケートに
おいて「役に立った」と回答した事
業所職員の割合 

②保護が必要な虐待事案の保護率 

障害福祉課 

140 

新規 
高齢者等の移動
支援事業 

高齢者等の日常生活に必要な買い物や通院等の外
出を支援するため、社会福祉法人や地域住民等が
主体となり実施する移動支援事業に対し、補助金
を交付します。 

 

【指標項目】移動支援事業実施地区数 

高齢福祉課 

141 

新規 
地域 ICT活用支援
事業 

地域の情報化の推進・相談役である地域 ICT リー
ダの養成・育成を行うことで市内の情報格差の解
消を行います。また、企業と連携してスマホ教室
やイベントなどを開催し、情報格差の解消を推進
します。 

 

【指標項目】市民向けスマホ講座等の理解度 

デジタル改
革推進部 
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基本施策② 高齢者、障害者の社会参加の促進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

142 一般介護予防事業 

介護が必要となる更に前の段階からの予防を行
い、高齢者の健康と暮らしの向上を目指すため、
介護予防教室の開催や体操活動を中心とした通い
の場の支援などを行います。 

 

【指標項目】①「通いの場」への高齢者の参加者数 

②いきいきサポーター養成講座参加者
が講座内容について「とても満足」
と回答した割合 

いきいき長
寿推進課 

143 

セカンドライフ
の充実（アクテ
ィブチケット交
付事業） 

セカンドライフの充実のため、さいたま市の住民
基本台帳に記録されている 75 歳以上の方や、シ
ルバーポイント事業のポイント交換者、一般介護
予防事業に参加した 65 歳以上の方からの申請に
基づき、市内にある公共施設等が無料又は割引料
金で利用できるアクティブチケットを交付しま
す。 

高齢福祉課 

144 
公民館における
介護予防普及事
業の充実 

高齢者の生きがいづくり・仲間づくりなどを目的
として、介護予防普及啓発事業と連携して、「生
きがい健康づくり教室」・「ますます元気教室」を
公民館で実施します。 

生涯学習総
合センター 

145 
セカンドライフ
の充実（セカンド
ライフ支援事業） 

中高年齢層の市民が継続して社会参加することを
支援し、その活力の地域社会への還元促進を目的
として、ボランティア、就労、生涯学習等の情報
を集約して発信するセカンドライフ支援センター
を運営します。 

高齢福祉課 

146 

セカンドライフ
の充実（シルバ
ー人材センター
事業） 

就業する意欲と能力のある高齢者に対し、就業の
機会を提供する（公社）さいたま市シルバー人材
センターの支援を行います。 

高齢福祉課 

101 

Ⅴに 
再掲 

ワークステーシ
ョンさいたまに
おける就労支援 

国と協働で運営する就労支援施設「ワークステー
ションさいたま」において、職業紹介・相談、キ
ャリアコンサルタントによる適性・適職診断、応
募書類添削・面接対策指導などの支援を行いま
す。また、子育て世代を始めとする就職に関する
多様なニーズに応える相談やセミナー等を実施し
ます。 

 

【指標項目】「ワークステーションさいたま」施設
利用者数 

労働政策課 

147 
障害福祉サービ
ス事業所等の整
備促進事業 

障害者施設の整備を通じて、利用者の安全を確保
するとともに、安定的な障害福祉サービスの提供
を図ります。 

 

【指標項目】国庫補助金を活用した障害福祉サービ
ス事業所等の整備人数 

障害政策課 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

148 
障害者の就職相
談の充実 

障害のある人を対象に就労に係る相談を受け、職
場実習やジョブコーチの派遣など必要に応じた就
労支援を行います。障害のある人が地域で安心し
て自立した生活を営むことができるよう、就労促
進を図ります。 

 

【指標項目】①障害者総合支援センター登録者の就
労増員数 

②受入協力企業での実習件数 

障害者総合支
援センター 

 

基本施策③ 性的少数者（性的マイノリティ）の方への支援 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

4 

Ⅰに 
再掲 

性の多様性への理
解の促進 

性の多様性についての理解を促進するため、講座
などの実施や、性的少数者（LGBTQ 等）への理解
を示すレインボーカラーを活用した職員名札の着
用を行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 

149  
性的少数者出前
講座の実施 

事業所等を対象に性的少数者（LGBTQ 等）への差
別や偏見をなくし、性の多様性に関する理解を促
進するため、出前講座を実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

150  
性的少数者への
支援 

性的少数者（LGBT等）のための制度であるパート
ナーシップ宣誓制度について、必要とする人が制
度の存在を知り、宣誓することができるよう、庁
内外において情報発信を行います。 

 

【指標項目】庁内外での制度の周知回数 

人権政策・
男女共同参
画課 

151  職員への啓発 

性的少数者（LGBTQ 等）に対する理解を促進する
ため、職員への研修や職員用対応ガイドラインの
周知、レインボーカラーを活用した職員名札の一
斉着用を行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 

 

基本施策④ 外国人のための生活支援策の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

152 
多言語による情
報発信の拡充 

外国人市民や訪日外国人に向けて、ホームページ
を始めとする多様な媒体を活用し、暮らしや災害
の情報を、英語、やさしい日本語等で発信しま
す。 

観光国際課 

153 
市が作成する案
内板・看板・標
識等の多言語化 

市の施設の案内板や看板等について、外国人市民
や海外からの来訪者にもわかりやすい表示による
多言語化を推進します。 

観光国際課 

154 

Ⅶに
再掲 

通訳・翻訳ボラ
ンティアとイベ
ントボランティ
アの充実 

各国語の通訳・翻訳ボランティアを登録し、公共
の場面での必要性に応じて派遣します。 

観光国際課 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

155 

Ⅶに
再掲 

外国人のための
生活相談 

大宮区役所において、婚姻、国籍、労働、消費生
活、在留などに問題を抱えるさいたま市在住の外
国人に対し、日本の行政事務を熟知している在日
外国人相談員が日常生活を営む上で必要なアドバ
イスを行います。（言語は、英語、中国語、タガ
ログ語、韓国・朝鮮語、ベトナム語。） 

市民生活安
全課 

156 
国際交流の機会
増加及び多文化
共生意識の醸成 

公益社団法人さいたま観光国際協会等と連携しな
がら、多言語生活相談や日本語教室等を実施しま
す。 

観光国際課 

157 日本語学習の支援 

外国人向けの日本語講座を開催する市民団体に対
して、施設の貸出しを行います。また、外国人の
ための日本語教室や自主学習・交流事業の会場を
提供します。 

生涯学習総
合センター 
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施策の方向４ 性と生殖に関する健康と権利についての理解・尊重の取組の推進と

生涯にわたる健康づくり 

多くの市民が「性と生殖に関する健康と権利」について関心を持ち、正しい知識を得

て認識を深めるための取組を行います。HIV／エイズや、性感染症、薬物乱用などの健

康を脅かす問題について、男女がともに正しく理解できるよう、性感染症などに対する

知識の普及・啓発や相談体制の整備などに取り組みます。 

男女がともに自らの身体について正しい情報を持ち、生涯を通じて、思春期、妊娠・

出産期、更年期、高齢期等ライフステージに応じた身体と心の健康管理・保持増進を支

援する取組の充実を図ります。特に女性は、妊娠や出産の可能性もあり、ライフサイク

ルを通じて男性とは異なる健康上の問題に直面することに留意した取組を行います。 

 

基本施策① 性と生殖に関する健康と権利を中心とした正しい認識と理解につい

ての教育・学習機会の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

158 

女性の性と生殖
に関する健康／
権利（リプロダ
クティブ・ヘル
ス／ライツ）の
啓発 

女性の性と生殖に関する健康／権利（リプロダク
ティブ・ヘルス／ライツ）をテーマとした講座・
講演会を開催します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

159 
性に関する教育
の充実 

児童生徒の発達段階に応じた性に関する教育を実
施するため、啓発教材の貸出しを行います。 

健康教育課 

160 
ＨＩＶ/エイズに
関する正しい知
識の普及・啓発 

男女が互いの性を理解・尊重し、性に関し適切な
意思決定や行動選択ができるよう、ＨＩＶ/エイ
ズに関する正しい知識の普及・啓発に努めます。 

疾病対策課 

161 
ＨＩＶ/エイズ・
性感染症の健康
教育の推進 

養護教諭などが行うＨＩＶ/エイズ・性感染症に
関する健康教育に必要な資料などの提供を行いま
す。 

疾病対策課 

162 
薬物・喫煙・飲
酒に関する健康
教育の推進 

市立小・中・中等教育・高等学校において、「薬
物乱用防止教室」を開催し、児童生徒が薬物など
の有害性について正しい知識を身に付けることが
できるようにします。 

 

【指標項目】市立中・中等教育・高等学校における
薬物乱用防止教室開催数 

健康教育課 
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基本施策② 妊娠・出産・育児等に関する健康支援 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

163 
妊婦・乳幼児健
康診査の充実 

妊娠した方に対して、経済的負担を軽減するた
め、妊婦健康診査を一部公費負担します。また、
児の疾病の早期発見、健全育成及び保護者への育
児支援を図るため、乳幼児健康診査を実施しま
す。 

地域保健支
援課 

164 
周産期母子医療
センター体制の
充実 

妊産婦、胎児から新生児へ一貫した高度の医療を
提供できる地域の中心的役割を果たす施設を維持
します。 

市立病院病
院総務課 

165 不妊治療支援事業 

不妊カウンセラーによる不妊専門相談（面接）
や、不妊相談専用電話において、不妊・不育の相
談を行います。また、早期不妊検査費、不育症検
査検査費の一部助成を行います。 

地域保健支
援課 

75 

Ⅳに 
再掲 

ふれあい親子支
援事業 

子育てに関する悩みを抱える母親同士が、話し合
いを通して不安を解決できるよう支援を行い、虐
待の防止や早期発見に取り組みます。 

 

【指標項目】自分の気持ちを話せる母親の割合 

地域保健支
援課 

166 
乳がん・子宮がん
等の検診の実施 

乳がん検診（40歳以上の女性で前年度未受診の方
が対象）や子宮がん検診（20 歳以上の女性（40
歳以上は前年度未受診の方）が対象）などの各種
がん検診を実施します。 

 

【指標項目】乳がん検診、子宮がん検診の受診率 

（国民生活基礎調査による推計値） 

地域保健支
援課 

 

基本施策③ からだと心に関する相談等の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

167 
女性のための心
の健康相談 

心に様々な悩みを抱えた女性を対象に、心療内科
医による健康相談を実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

168 
心の健康に関す
る普及啓発 

心の健康に関する講演会を開催し、精神保健福祉
に関する適切な知識の普及啓発を図ります。 

 

【指標項目】講演会受講者へのアンケートによる満
足度の割合 

こころの健
康センター 

169 

Ⅶに
再掲 

子どもの精神保
健相談室 

小学４年生から中学生の子どもやその家族等を対
象に、子どもの心の問題に関する電話・面接相談
を実施します。また、相談員等の知識・技術の向
上を目的とした支援者研修を実施します。 

 

【指標項目】支援者研修参加者のアンケートによる
理解度の割合 

こころの健
康センター 

170 
性感染症に関す
る情報提供・相
談事業 

市民からの性感染症に関する相談に対応し、適切
な情報提供を行います。 

疾病対策課 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

171 

新規 

「ＳＯＳの出し
方 に 関 す る 教
育」推進事業 

「『いのちの支え合い』を学ぶ授業」を核とし

て、相談窓口の周知や教員対象のゲートキーパー

研修を系統づけ、児童生徒がＳＯＳを出すことが

できる態度やスキルを育成します。 

総合教育相
談室 

172 

新規 
地域の支援者研修
（自殺予防対策） 

区役所職員や地域の関係機関で相談業務に携わる

職員等を対象とし、自殺予防対策に必要な基礎知

識、専門的知識等に関する研修会を実施します。 

 

【指標項目】地域支援者の養成者数 

こころの健
康センター 

173 

新規 
地域の支援者研修
（依存症対策） 

区役所職員や地域の関係機関で相談業務に携わる
職員等を対象とし、依存症対策に必要な基礎知
識、専門的知識等に関する研修会を実施します。 

 

【指標項目】支援者研修受講者へのアンケートにお

ける理解度 

こころの健
康センター 
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施策の方向５ 男女共同参画の視点に立った防災分野における取組の推進 

地震や台風など、過去の災害経験から、女性と男性が災害から受ける影響や災害時の

支援のニーズの違い、性別や年齢等による避難所での役割の固定化、高齢者、障害者、

子ども、外国人、性的少数者（性的マイノリティ）など地域社会を構成する方々の多様

性への配慮の問題が明らかになりました。台風や豪雨等の自然災害、首都直下型地震等

の大規模な地震の発生が懸念される中で、災害に強い社会の実現のためには、女性の視

点からの災害対応が行われることが重要であることから、防災に関する政策・方針決定

過程及び防災の現場における女性の参画を促進するとともに、男女共同参画の視点を取

り入れた防災体制の確立を推進します。 

 

基本施策① 男女共同参画の視点に立った防災分野における取組の推進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

174 
自主防災活動の
推進 

地域における自主防災組織の結成を促進します。 防災課 

175 
女性消防団員の
入団促進 

消防団員の確保及び昼間消防力低下対策の一環と
して、女性消防団員の入団を促進します。 

 

【指標項目】女性消防団員数 

消防団活躍
推進室 

176 
避難所運営にお
ける男女共同参
画の推進 

避難所運営マニュアル及び避難所担当職員活動要
領などに、災害時における男女のニーズの違いに
配慮する旨の内容を盛り込み、周知を図ります。 

防災課 

177 
自主防災組織にお
ける女性役員登用
の促進・啓発 

自主防災組織の結成を促進するにあたり、出前講
座などを通じ、女性役員の登用を啓発します。 

防災課 

178 

新規 

防災分野と男女
共同参画分野の
連携 

防災分野と男女共同参画分野の連携として、男女
共同参画の視点に立った避難所運営等について、
避難所運営に関わる職員や自主防災組織への情報
提供を行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 
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目標Ⅵ計上事業にかかる数値目標 

 

No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 
（時点） 

目標値 
（達成期限） 

所管課 

1 
102 

再Ⅴ 

創業・副業支援
事業 

創業件数及び副業開
始件数 

88 件 

（令和４年度末） 

136 件 

（令和７年度） 
経済政策課 

2 117 

地域若者サポー
トステーション
さいたまにおけ
る就労支援 

地域若者サポートス
テーションにおける
就職等進路決定者数 

143 人 

（令和４年度末） 

96 人 

（令和７年度末） 
労働政策課 

3 120 教育相談推進事業 
スクールソーシャル
ワーカーを対象にし
た研修等の実施 

６回 

（令和４年度末） 

８回 

（令和７年度末） 

総合教育

相談室 

4 121 
不登校等児童生徒
への支援の充実 

訪問型支援等の延べ
件数 

799 件 

（令和４年度末） 

700 件 

（令和７年度末） 

総合教育

相談室 

5 121 
不登校等児童生徒
への支援の充実 

子育て学習会の実施
回数 

16 回 

（令和４年度末） 

18 回 

（令和７年度末） 

総合教育

相談室 

6 122 
地域の支援者研
修（ひきこもり
対策） 

支援者研修受講者へ
のアンケートにおけ
る理解度 

100％ 

（令和４年度末） 

95％ 

（令和 10 年度末） 

こころの健

康センター 

7 
71 

再Ⅳ 

ヤングケアラー
訪問支援事業 

負担が軽減したと回答
した対象家庭の割合 

80.0％ 

（令和４年度末） 

85％以上 

（令和 10 年度末） 

子ども家

庭支援課 

8 
123 

再Ⅶ 
ひとり親家庭相談 

母子・父子自立支援
員等の生活相談件数 

1,868 件 

（令和４年度末） 

1,868 件 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

9 
124 

再Ⅶ 

ひとり親家庭等
就業・自立支援
センター事業 

ひとり親家庭等医療
事務講座の修了者数 

９人 

（令和４年度末） 

13 人/年度 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

10 
125 

再Ⅶ 

母子父子寡婦福
祉資金貸付事業 

母子父子寡婦福祉資
金貸付件数 

25 件/年度 

（令和４年度末） 

30 件/年度 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

11 127 
生活困窮世帯への
就労支援の実施 

支援を行った生活困
窮者のうち、就労・
増収に至った割合 

63％ 

（令和４年度末） 

70％ 

（令和 10 年度末） 
生活福祉課 

12 128 
生活困窮世帯への
学習支援の実施 

教室参加者の生活保護
受給世帯に属する中学
生の高校等進学率 

100％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度末） 
生活福祉課 

13 129 居住環境の整備 
居宅改善費補助金の
交付申請件数 

４件 

（令和４年度末） 

４件 

（令和９年度末） 
高齢福祉課 

14 132 
高齢者の見守り
活動の支援 

見守り活動を行う地
区社会福祉協議会数 

49 地区 

（令和４年度末） 

49 地区 

（令和 10 年度末） 
高齢福祉課 

15 133 
緊急通報・相談
等事業の推進 

緊急通報機器利用者数 
1,694 人 

（令和４年度末） 

1,700 人 

（令和 10 年度末） 
高齢福祉課 

16 134 
だれもが住みよ
い福祉のまちづ
くり推進事業 

モデル地区推進事業
参加者アンケートに
よる理解度 

98.3％ 

（令和４年度末） 

90％ 

（令和 10 年度まで
90％を維持） 

福祉総務課 

17 137 
虐待防止、早期発
見、対応の推進 

広報・普及活動を実
施する関係機関数 

４件 

（令和４年度末） 

４件 

（令和 10 年度末） 
高齢福祉課 
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No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 
（時点） 

目標値 
（達成期限） 

所管課 

18 138 
障害者の権利の
擁護の推進 

差別の解消等の研修
アンケートにおいて
「役に立った」と回
答した事業所職員の
割合 

100％ 

（令和４年度末） 

90％ 

（令和７年度末） 
障害政策課 

19 139 
障害者の権利の
擁護の推進 

虐待防止研修参加者
のアンケートにおい
て「役に立った」と
回答した事業所職員
の割合 

98％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度ま
で維持） 

障害福祉課 

20 139 
障害者の権利の
擁護の推進 

保護が必要な虐待事
案の保護率 

100％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度ま
で維持） 

障害福祉課 

21 140 
高齢者等の移動
支援事業 

移動支援事業実施地
区数 

５地区 

（令和４年度末） 
未定 高齢福祉課 

22 141 
地域 ICT 活用支
援事業 

市民向けスマホ講座
等の理解度 

94.7％ 

（令和４年度末） 

90％ 

（令和７年度末） 

デジタル改

革推進部 

23 142 一般介護予防事業 
「通いの場」への高
齢者の参加者数 

17,129 人 

（令和４年度末） 

18,000 人（改訂
の可能性あり）
（令和７年度末） 

いきいき長

寿推進課 

24 142 一般介護予防事業 

いきいきサポーター養
成講座参加者が講座内
容について「とても満
足」と回答した割合 

93％ 

（令和４年度末） 

60％ 

（令和７年度末） 

いきいき長

寿推進課 

25 
101 

再Ⅴ 

ワークステーシ
ョンさいたまに
おける就労支援 

「ワークステーショ
ンさいたま」施設利
用者数 

10,543 人 

（令和４年度末） 

10,300 人 

（令和７年度末） 
労働政策課 

26 147 
障害福祉サービ
ス事業所等の整
備促進事業 

国庫補助金を活用し
た障害福祉サービス
事業所等の整備人数 

０人 

（令和４年度末） 

40 人 

（令和 10 年度末） 
障害政策課 

27 148 
障害者の就職相
談の充実 

障害者総合支援セン
ター登録者の就労増
員数 

74 人 

（令和４年度末） 

94 人 

（令和７年度末） 

障害者総

合支援セ

ンター 

28 148 
障害者の就職相
談の充実 

受入協力企業での実
習件数 

35 件 

（令和４年度末） 

49 件 

（令和７年度末） 

障害者総

合支援セ

ンター 

29 150  
性的少数者への
支援 

庁内外での制度の周
知回数 

実績なし 

（令和４年度末） 

35 回 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

30 162 
薬物・喫煙・飲
酒に関する健康
教育の推進 

市立中・中等教育・
高等学校における薬
物乱用防止教室開催
数 

62 校 

（令和４年度末） 

62 校 

（令和 10 年度末） 
健康教育課 

31 
75 

再Ⅳ 

ふれあい親子支
援事業 

自分の気持ちを話せ
る母親の割合 

100％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度末） 

地域保健

支援課 

32 166 
乳がん・子宮が
ん等の検診の実
施 

乳がん検診、子宮が
ん検診の受診率 

（国民生活基礎調査
による推計値） 

乳がん検診 47.3％ 

子宮がん検診 40.7％ 

（令和４年） 

乳がん検診 60％ 

子宮がん検診 60％ 

（令和 10 年） 

地域保健

支援課 
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No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 
（時点） 

目標値 
（達成期限） 

所管課 

33 168 
心の健康に関す
る普及啓発 

講演会受講者へのア
ンケートによる満足
度の割合 

95％ 

（令和４年度末） 

80％ 

（令和 10 年度末） 

こころの健

康センター 

34 
169 

再Ⅶ 

子どもの精神保
健相談室 

支援者研修参加者の
アンケートによる理
解度の割合 

98.4％ 

（令和４年度末） 

80％ 

（令和 10 年度末） 

こころの健

康センター 

35 172 
地域の支援者研修
（自殺予防対策） 

地域支援者の養成者数 
205 人 

（令和４年度末） 

220 人 

（令和 10 年度末） 

こころの健

康センター 

36 173 
地域の支援者研修
（依存症対策） 

支援者研修受講者へ
のアンケートにおけ
る理解度 

95％ 

（令和４年度末） 

95％ 

（令和 10 年度末） 

こころの健

康センター 

37 175 
女性消防団員の
入団促進 

女性消防団員数 
102 人 

（令和５年４月１日）

140 人 

（令和 10 年度末） 

消防団活

躍推進室 
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目標Ⅶ ジェンダーに基づくあらゆる暴力のないまちづくり 

配偶者等からの暴力（ＤＶ）、性犯罪などのジェンダーに基づくあらゆる暴力は、

犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、男女共同参画社会の形成を大きく

阻害するものです。 

さいたま市では、配偶者等から身体的暴力を受けたことがあるという女性の割合

が１割強であり、ＤＶの問題は少数の限られた人だけの問題ではないことがわかり

ます。被害者は女性が圧倒的多数であるものの、男性の被害者の存在も明らかにな

っています。女性に対する支援体制の充実とあわせ、問題が表面化しにくい男性被

害者にとって相談しやすい環境整備も必要です。 

ＤＶは潜在化しやすいという特徴があることから、被害者の早期発見のためにも、

配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所、保健センター、警察、民間団体等の関

係機関がさらに連携を強化し、相談、保護から自立に至る切れ目のない支援を行い

ます。また、ＤＶの問題は被害者のみならず、その子どもにも悪影響を与えること

から、暴力を容認しない社会環境の整備、若年層を対象とする予防啓発、教育・学

習の充実にも積極的に取り組みます。 

また、性犯罪は被害者の尊厳を著しく傷つける重大な人権侵害であり、その影響

が長期にわたることから、根絶と二次被害の防止に向けて、被害者に寄り添った形

で支援を充実させます。セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント、マ

タニティ・ハラスメントといった各種ハラスメントについても、早期に根絶を図る

ための取組の強化を図ります。 
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施策の方向１ ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶 

ジェンダーに基づく暴力は、被害者の人権を踏みにじるもので決して許されるもので

はなく、それが社会的な問題であるという認識を広く浸透、徹底させるため、暴力の根

絶と予防に向けた教育・啓発を行います。 

職場や教育現場、地域活動の場など様々な場におけるセクシュアル・ハラスメントや

マタニティ・ハラスメント等を防止するため、相談窓口の周知や対応策の情報提供を行

うとともに、企業や市民に対する啓発活動を進めます。また、相談や支援にかかわる職

員の専門性の向上を図り、被害者の立場に立った相談対応に努めます。 

 

基本施策① 市民への意識啓発 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

179 
女性に対する暴
力防止に関する
啓発事業の実施 

「女性に対する暴力をなくす運動」（毎年11月 12
日～25 日）を周知します。 

また、パンフレット・HP等を活用し、相談窓口を
周知します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

180 
女性に対する暴
力防止に関する
講座等の実施 

女性に対する暴力防止、性犯罪防止をテーマに、
講座・講演会を開催し、広報誌に啓発記事の掲載
をします。 

人権政策・
男女共同参
画課 

181 
女性に対する暴
力防止のための
情報提供 

女性に対する暴力防止に関する各種資料や情報の
収集・提供を行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 

 

基本施策② 学校等における人権教育等の推進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

182 人権教育の推進 

市立各学校では、教育活動全体を通じて人権の尊
重を基盤として、男女平等の重要性、男女の相互
理解と協力など、男女共同参画の視点に立った教
育を推進しています。また、豊かな人権感覚を育
み、自他の人権を守るための実践行動がとれるよ
う、「第３版人権教育指導プラン〈教師用〉」を活
用した人権教育の充実を目指します。 

 

【指標項目】第３版教育指導プランの活用校数 

人権教育推
進室 

183 
各種人権教育研
修会の実施 

市立学校における児童生徒、教職員、保護者の人
権意識の高揚及び人権教育の推進を図るために、
ＤＶを含む人権教育研修会・講演会などを開催し
ます。 

 

【指標項目】デートＤＶ防止研修会の参加校数 

人権教育推
進室 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

184 
さいたま市教職員
行動指針の促進 

教職員としてのあるべき姿、学校現場や社会等さ
まざまな場面で求められる教職員の行動が具体的
に記してあり、教職員が常に意識すべき行動指針
として定めたものです。この指針をもとに、全て
の教職員がこれまでの行動を改めて見直し、共通
の認識のもと、使命感を持って教育活動をすすめ
ることができるようになることを目指します。 

 

【指標項目】校内研修の実施率 

教職員人事課 

185 
非行防止に向け
た取組 

児童生徒の発達段階、校内外の非行・問題行動の
実態を踏まえ、規範意識の醸成に関すること、薬
物乱用の防止に関すること、いじめ、暴力行為、
窃盗、その他の非行・問題行動の防止に関するこ
と、インターネット及び携帯電話のトラブル等に
関すること、犯罪被害の防止に関すること、命の
尊さ、大切さなどに関することなどの内容につい
て、非行防止に向けた取組を実施します。 

 

【指標項目】「非行防止に向けた取組」実施率 

指導２課 

 

基本施策③ 各種ハラスメント等の防止に向けた理解の促進と対策の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

97 

Ⅴに
再掲 

セクシュアル・ハ
ラスメント等防止
に関する情報提
供・意識啓発 

セクシュアル・ハラスメント等防止に関する図
書、ＤＶＤなどを収集し、市民・市内事業者等に
提供し、ハラスメント防止に関する意識の啓発を
図ります。 

人権政策・
男女共同参
画課 

98 

Ⅴに
再掲 

職場のハラスメ
ント防止に関す
る周知・啓発 

働く上で最低限身に付けておくべき法令や制度の
基礎知識等を掲載した「働く人の支援ガイド」を
作成・配布します。また、ハラスメント防止に関
する情報の市ホームページへの掲載、国等の制度
案内の周知協力などにより、職場のハラスメント
防止に向けた周知・啓発に取り組みます。 

労働政策課 

186 
学校現場等にお
ける防止体制 

市立学校において、セクシュアル・ハラスメント
を防止するとともに、セクシュアル・ハラスメン
トに起因する問題が生じた場合に適切な措置を行
います。 

 

【指標項目】①校内研修の実施校数 

②苦情及び相談に係る問題の未解決件
数 

教職員人事
課 

187 
市役所における
ハラスメント防
止体制 

職員に対し、セクシュアル・ハラスメントを含む
ハラスメントの防止に関する意識啓発を行いま
す。 

 

【指標項目】ハラスメント防止のための研修の実施
回数 

人事課 
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基本施策④ 防犯のための取組の推進 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

188 
地域と連携した
防犯の推進 

地域防犯活動の促進を図るため、自主防犯活動団
体に対する活動経費の一部の助成や、市民に対す
る広報・啓発を行います。 

 

【指標項目】刑法犯認知件数 

市民生活安
全課 

189 

道 路 照 明 施 設
（公衆街路灯）
の設置及び維持
管理 

夜間における交通事故や犯罪の発生を防止し、地
域住民の通行の安全を図るため、地域住民からの
道路照明施設（公衆街路灯）の設置要望を各区役
所で受け、地域の実態に即して設置するとともに
維持管理を行います。 

 

【指標項目】道路照明施設（公衆街路灯）設置数 

市民生活安
全課 

 

基本施策⑤ 被害者に対する支援の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

190 

Ⅶ４
に再掲 

犯罪被害者等支
援事業 

市民、事業者、関係機関等との連携の下、広報啓
発活動を通じて犯罪被害者等に対する意識の向上
を図るとともに、犯罪被害者等に対する相談及び
支援をします。 

 

【指標項目】犯罪被害者支援の理解度 

市民生活安
全課 
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施策の方向２ ドメスティック・バイオレンス防止及び根絶に向けた教育・啓発の

推進 

市民一人ひとりがＤＶの被害者にも加害者にもならないよう、ＤＶを身近な問題とし

て考えるための機会を提供し、被害者が受けた暴力の実態の把握や、ＤＶが重大な人権

侵害であることを市民が十分に認識できるようにします。また、人権教育、男女平等教

育または人間関係についての教育を推進し、若年層に対しては、交際相手からの暴力

（デートＤＶ）についての積極的な情報提供するとともに、相談しやすい環境を整備し

ます。 

あわせて、被害者支援の一環として、加害者プログラムなど加害者に対する取組を行

います。 

 

基本施策① 若年層に対する予防啓発の推進と相談体制の拡充 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

191 
デートＤＶ防止
出前講座の実施 

ＤＶ及びデートＤＶの予防のため、学校等関係機
関等と連携して、若年層を対象とした啓発活動や
出前講座を実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

192 
デートＤＶの防
止・啓発 

市立中学校及び高等学校の生徒に対して、デート
ＤＶ防止啓発リーフレット等を作成し、配付しま
す。また、市立中学校及び高等学校教職員に対し
ても、デートＤＶ防止の視点を踏まえた研修会を
開催します。 

 

【指標項目】デートＤＶ防止研修会の参加校数 

人権教育推
進室 

193 
若年層が相談しや
すい環境の整備 

若年層が相談に繋がるよう、相談窓口の周知の強
化等を行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 

 

基本施策② ドメスティック・バイオレンスの根絶に向けた調査研究の実施 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

110 

Ⅵに
再掲 

調査研究の推進 
ＤＶや女性が抱える困難等に関する調査の実施、
国の調査・研究の活用、他自治体の取組について
の調査・研究により、必要な施策を検討します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

194 
男性ＤＶ被害者
支援に向けた調
査・研究 

本市の男性ＤＶ被害者対策の検討に向け、国、
県、他市、民間団体等での対応を調査、研究しま
す。 

人権政策・
男女共同参
画課 

195 
加害者対策に関
する調査研究 

ＤＶ被害者支援の一環として、国、県、他市、民
間団体等での対応を調査、研究し、本市のＤＶ加
害者対応について検討します。 

人権政策・
男女共同参
画課 
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施策の方向３ ＤＶ被害者の安全確保と支援体制の充実【重点事項５】 

ＤＶは、一般的に外部からの発見が難しい家庭内において行われるケースが多く、

潜在化しやすいという特性があることから、被害者の早期発見ができるよう、被害

者と接する機会の多い関係者がＤＶに対する理解を深め、関係機関同士の連携体制

を強化するとともに配偶者暴力相談支援センター機能の強化、充実につなげます。 

また、各相談窓口で相談内容の情報連携・共有方法についての検討を進め、被害

者の安心・安全、負担軽減及び相談による二次的被害の防止が図れるように相談体

制の充実を目指すとともに、相談にあたる職員等に対しては研修などを実施し、迅

速かつ適切な対応がとれるよう資質の向上に努めます。相談にあたる職員等自身の

精神的なケアのため、高度な専門知識を有する専門家等によるスーパービジョン等

を実施し、専門的立場からの助言、指導を受け相談時に感じた不安や迷いを払拭し

ます。 

緊急性、危険性が高い被害者の安全確保には、警察への相談を案内するとともに、

関係機関が持つ機能や制度を活用していくことや、民間団体との協働による取組が

不可欠です。被害者の状況から一時保護が必要な場合、県の婦人相談所に保護を依

頼することになるため、県と密接に連携しながら被害者の支援にあたります。 

被害者の生命または身体の安全を確保するのに有効な法的手段であるＤＶ防止法

による保護命令制度の利用については、情報の提供や助言、関係機関への連絡その

他の援助を行うことも市町村の重要な役割となっていることを踏まえ、適切対応し

ます。 

なお、日本語でのコミュニケーションに困難を抱える外国人や生活の自立が困難

である障害者、介護を必要としている高齢者、性的少数者（性的マイノリティ）の

人などが被害者である場合であっても的確に被害者を支援するため、ネットワーク

の拡充及び庁内関係機関との連携を図ります。 

 

基本施策① 早期発見・通報体制の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

196 

Ⅶ４
に再掲 

通報体制の周知 

ＤＶ被害者の早期発見に努める必要があるため、
男女共同参画推進センター広報誌「鐘の音」など
において、ＤＶ相談や悩み相談などの各種相談窓
口について周知します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

197 

Ⅶ４、 

６に
再掲 

ＤＶ防止ネットワ
ーク会議の開催 

関係機関が密接な連携を図り、ＤＶの予防から被
害者の自立までにわたるサポート体制を総合的に
検討する、さいたま市ドメスティック・バイオレ
ンス防止対策関係機関ネットワーク会議（ＤＶ防
止ネットワーク会議）を開催します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

198 

Ⅶ５
に再掲 

24 時間児童虐待
通告電話の充実 

児童虐待通告電話を 24時間 365 日実施します。 
北部・南部
児童相談所 
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基本施策② 相談体制の強化と周知 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

199 

Ⅶ４
に再掲 

ＤＶ相談事業 
さいたま市ＤＶ相談センターにて女性相談支援員
による「女性のＤＶ電話相談」を実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

200 
ＤＶ被害者共有
シートの活用 

二次被害の未然防止を図るため、関係機関等との
情報共有の際は、ＤＶ被害者共有シートを活用し
ます。 

人権政策・
男女共同参
画課 

201 
相談体制の強化
と周知 

人権相談事業について、実施主体となる人権擁護
委員協議会と連携しながら、効果的に人権相談の
実施及び周知を行います。 

 

【指標項目】人権相談の実施回数 

人権政策・
男女共同参
画課 

109 

Ⅵに
再掲 

女性相談支援員
研修の実施 

相談の質の確保と女性相談支援員の不安や負担の
軽減のため、女性相談・ＤＶ相談や、女性支援・
ＤＶ被害者支援に関する専門家を講師に招き、研
修及びスーパービジョンを実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

202 住民相談事業 
各区役所において、弁護士による法律相談などを
実施し、離婚やＤＶなどの相談に対応し、市民サ
ービスの向上を図ります。 

市民生活安
全課 

203 苦情処理の取組 
被害者支援への取組に対する苦情に対して、苦情
を受けた際には別の相談員による対応を実施しま
す。 

人権政策・
男女共同参
画課 

 

基本施策③ 外国人・障害者・高齢者等の多様な被害者への配慮 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

204 
多言語による相
談の実施 

ＤＶ相談センターのチラシ等（英語版、中国語、
朝鮮・韓国語）を外国人相談窓口に配架します。
また、多言語による相談を実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

155 

Ⅵに
再掲 

外国人のための
生活相談 

大宮区役所において、婚姻、国籍、労働、消費生
活、在留などに問題を抱えるさいたま市在住の外
国人に対し、日本の行政事務を熟知している在日
外国人相談員が日常生活を営む上で必要なアドバ
イスを行います。（言語は、英語、中国語、タガ
ログ語、韓国・朝鮮語、ベトナム語） 

市民生活安
全課 

205 
多様な被害者へ
の配慮 

被害者の国籍や障害の有無、年齢などにかかわら
ず、誰でも相談を受けることができるように環境
を整備します。 

市民生活安
全課 

154 

Ⅵに
再掲 

通訳・翻訳ボラ
ンティアとイベ
ントボランティ
アの充実 

各国語の通訳・翻訳ボランティアを登録し、必要
に応じて相談窓口への通訳派遣を行います。 

観光国際課 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

206 

Ⅶ４
に再掲 

産科医療機関等
との連携 

早期に育児不安の軽減を図り、児童虐待の発生を
予防するため、産科医療機関等と連携し、妊娠中
または出産後早い段階から支援が必要と判断され
る家庭を把握し、継続支援します。 

 

【指標項目】医療機関との連携会議の実施率 

地域保健支
援課 

 

基本施策④ ＤＶ被害者の安全な保護体制の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

207 
被害者の緊急時に
おける一時保護 

面接相談などにより緊急一時保護が必要と判断し
た場合は、県へ一時保護を依頼します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

208 

新規 

ＤＶ被害者等へ
の緊急時におけ
る宿泊費等助成 

被害者等の安全確保を行うため、緊急一時的に宿
泊施設及び食事等の提供を行います。 

人権政策・
男女共同参
画課 

209 
母子緊急一時保
護事業 

現在の居所を一時的に離れた上で、起居を共にし
て生活相談又は生活指導を至急受ける必要がある
母子（子は義務教育修了前に限る）を母子生活支
援施設に入所させ、必要な支援を行います。 

子ども家庭総
合センター 

子ども家庭
支援課 
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施策の方向４ ＤＶ被害者の自立支援の充実 

ＤＶ被害者の支援にあたっては、被害者及びその関係者の安全の確保を最優先し、

被害者の居所をはじめとした各種情報の管理徹底、心のケア、就業機会の確保、住

宅や生活費の確保、子どもの就学問題、自立支援のための各種行政手続きに係る証

明書の発行など、精神的な支援を含めた被害者の生活再建及び経済的支援を両輪に、

切れ目のない支援を進めます。 

 

基本施策① 被害者等に関する情報の保護 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

210 

④に
再掲 

被害者及びその
関係者に関する
情報の保護 

被害者の安全の確保のため、被害者支援に関わる
関係機関などに対し、被害者及びその関係者に関
する情報管理を徹底するよう周知します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

全庁 

211 

④に
再掲 

住民基本台帳の
閲覧等の制限 

被害者の情報を保護するため、住民基本台帳の閲
覧等の制限を行います。また、被害者の安全の確
保のため、被害者支援に関わる関係機関などに対
し、被害者およびその関係者に関する情報管理を
徹底します。 

区政推進部 

 

基本施策② 自立を支援する各種制度の周知と充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

196 

Ⅶ３
に再掲 

通報体制の周知 

ＤＶ被害者の早期発見に努める必要があるため、
男女共同参画推進センター広報誌「鐘の音」など
において、ＤＶ相談や悩み相談などの各種相談窓
口について周知します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

199 

Ⅶ３
に再掲 

ＤＶ相談事業 
さいたま市ＤＶ相談センターにて女性相談支援員
による「女性のＤＶ電話相談」を実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

212 
多重債務者生活
再建安心プログ
ラムの実施 

職員（消費生活相談員）が多重債務者の発見を行
い、庁内外の関係機関への案内等連携を図ること
で、多重債務問題に起因する諸問題の総合的解決
に向かうよう消費生活相談を実施します。 

 

【指標項目】多重債務に関する消費生活相談受付件
数 

消費生活総
合センター 

123 

Ⅵ、
Ⅶ５
に再掲 

ひとり親家庭相談 

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、ひとり
親家庭の母等の自立支援を図るため、母子・父子
自立支援員等が就業についての相談や生活相談に
応じます。 

 

【指標項目】母子・父子自立支援員等の生活相談件
数 

子育て支援課 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

124 

Ⅵ、
Ⅶ５
に再掲 

ひとり親家庭等
就業・自立支援
センター事業 

ひとり親家庭の母等の就業・自立をより効果的に
促進するため、相談から情報提供までの一貫した
就業支援サービスを提供するとともに、生活安定
のための専門家による相談等を行います。 

 

【指標項目】ひとり親家庭等医療事務講座の修了者
数 

子育て支援課 

125 

Ⅵ、
Ⅶ５
に再掲 

母子父子寡婦福
祉資金貸付事業 

経済的自立や扶養している子どもの福祉増進のた
めに、技能習得資金や修学資金の貸付けを行いま
す。 

 

【指標項目】母子父子寡婦福祉資金貸付件数 

子育て支援課 

213 
生活保護（被害者
の生活の支援） 

生活に困窮する被害者の最低限度の生活を保障
し、自立に向けた支援を行うため、生活保護法に
基づき、その困窮の度合いに応じて必要な保護を
行います。 

生活福祉課 

136 

Ⅵに
再掲 

民間賃貸住宅へ
の入居支援 

高齢者、障害者、外国人、ＤＶ被害者等の住宅確
保要配慮者に対し、賃貸住宅に関する情報提供を
行うとともに、賃貸人への入居促進に向けた啓発
を図ることにより、民間賃貸住宅への入居を支援
します。 

住宅政策課 

214 市営住宅の提供 
ＤＶ被害者で住宅に困窮している方に対し、市営
住宅の一時使用を認め生活の場を提供します。 

住宅政策課 

190 

Ⅶ１
に再掲 

犯罪被害者等支
援事業 

市民、事業者、関係機関等との連携の下、広報啓
発活動を通じて犯罪被害者等に対する意識の向上
を図るとともに、犯罪被害者等に対する相談及び
支援をします。 

 

【指標項目】犯罪被害者支援の理解度 

市民生活安
全課 

 

基本施策③ 心身の健康回復への支援 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

215 
ＤＶ被害者カウン
セリングの実施 

ＤＶ被害者の精神的負担を軽減するため、専門家
によるＤＶ被害者カウンセリングを実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

216 
精神保健に関す
る講座の実施 

ＤＶ被害者等が自分の心と向き合い自分らしい人
生を取り戻すための講座として「傷ついた心のケ
ア講座」を実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 
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基本施策④ 関係機関との連携協力体制の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

206 

Ⅶ３
に再掲 

産科医療機関等
との連携 

早期に育児不安の軽減を図り、児童虐待の発生を
予防するため、産科医療機関等と連携し、妊娠中
または出産後早い段階から支援が必要と判断され
る家庭を把握し、継続支援します。 

 

【指標項目】医療機関との連携会議の実施率 

地域保健支
援課 

210 

①に
再掲 

被害者及びその
関係者に関する
情報の保護 

被害者の安全の確保のため、被害者支援に関わる
関係機関などに対し、被害者及びその関係者に関
する情報管理を徹底するよう周知します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

全庁 

211 

①に
再掲 

住民基本台帳の
閲覧等の制限 

被害者の情報を保護するため、住民基本台帳の閲
覧等の制限を行います。また、被害者の安全の確
保のため、被害者支援に関わる関係機関などに対
し、被害者およびその関係者に関する情報管理を
徹底します。 

区政推進部 

197 

Ⅶ３、
６に
再掲 

ＤＶ防止ネットワ
ーク会議の開催 

関係機関が密接な連携を図り、ＤＶの予防から被
害者の自立までにわたるサポート体制を総合的に
検討する、さいたま市ドメスティック・バイオレ
ンス防止対策関係機関ネットワーク会議（ＤＶ防
止ネットワーク会議）を開催します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

217 関係者研修の実施 

ＤＶ被害者支援に関わる職員を対象に、ＤＶ被害
者への理解を深めるとともに、相談者の心理的負
担を軽減し、よりよい支援体制を充実させるた
め、研修を実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

218 

Ⅶ５
に再掲 

要保護児童対策
地域協議会事業 

児童虐待の発生予防から家族の再統合に至るまで
の切れ目のない総合的な支援を行うため、「要保
護児童対策地域協議会代表者会議及び区会議」な
どを開催し、関係機関の連携強化を図ります。 

 

【指標項目】①代表者会議開催回数 

②区会議開催回数 

子ども家庭
総合センタ
ー子ども家
庭支援課 
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施策の方向５ ＤＶからの子どもの安全確保及び必要な支援の充実【重点事項６】 

子どもの目の前でＤＶが行われること等、直接子どもに対して向けられた行為で

はなくても、子どもに著しい心理的外傷を与える行為は児童虐待に当たります。児

童虐待の早期発見や適切な保護のため、児童虐待とＤＶの特性や、これらが相互に

重複して発生していることを踏まえ、他の関係機関等も含む相互の連携協力を強化

します。 

子どもについては、ＤＶを目撃したことによる心理的虐待や、転居、転校等によ

る生活環境の変化など、避難後も大きなストレスを受けている状況にあるため、心

とからだのケアを継続的に行うことが極めて重要です。ＤＶ被害者の自立した生活

を支援するため、関係機関等は援助が必要な子どもやその家庭に関する情報を共有

し、必要に応じて、母子保健サービスや子育て支援サービス等の制度を利用できる

よう、より一層の情報提供に努めます。 

 

基本施策① 被害者と子どもに対する支援の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

123 

Ⅵ、
Ⅶ４ 

に再掲 

ひとり親家庭相談 

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、ひとり
親家庭の母等の自立支援を図るため、母子・父子
自立支援員等が就業についての相談や生活相談に
応じます。 

 

【指標項目】母子・父子自立支援員等の生活相談件数 

子育て支援課 

124 

Ⅵ、
Ⅶ４
に再掲 

ひとり親家庭等
就業・自立支援
センター事業 

ひとり親家庭の母等の就業・自立をより効果的に
促進するため、相談から情報提供までの一貫した
就業支援サービスを提供するとともに、生活安定
のための専門家による相談等を行います。 

 

【指標項目】ひとり親家庭等医療事務講座の修了者数 

子育て支援課 

125 

Ⅵ、 

Ⅶ４
に再掲 

母子父子寡婦福
祉資金貸付事業 

経済的自立や扶養している子どもの福祉増進のた
めに、技能習得資金や修学資金の貸付けを行いま
す。 

 

【指標項目】母子父子寡婦福祉資金貸付件数 

子育て支援課 

68 

Ⅳに 

再掲 

子どもショート
ステイ事業 

疾病、疲労、怪我、看護、冠婚葬祭、出張、災害
などの理由により、家庭においての養育が一時的
に困難になったとき、児童養護施設などに空きが
ある場合、児童を短期間預かります。 

 

【指標項目】契約施設数 

子ども家庭
支援課 

218 

Ⅶ４
に再掲 

要保護児童対策
地域協議会事業 

児童虐待の発生予防から家族の再統合に至るまで
の切れ目のない総合的な支援を行うため、「要保
護児童対策地域協議会代表者会議及び区会議」な
どを開催し、関係機関の連携強化を図ります。 

 

【指標項目】①代表者会議開催回数 

②区会議開催回数 

子ども家庭
総合センタ
ー子ども家
庭支援課 
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基本施策② 保育・就学支援の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

219 
保育施設利用に
おける優先入所 

保育施設利用の際の利用調整（選考）において、
虐待又はＤＶの恐れがある場合など、社会的養護
が必要な子どもは保育施設利用の必要性が高いも
のとして、優先的に保育施設へ入所できるよう配
慮します。 

保育施設支
援課 

220 
放課後児童クラ
ブの優先入室 

入室を希望する方が各放課後児童クラブの定員を
超え、選考になった場合、入室を必要とする理由
や世帯状況などを指数化し、その指数が高い方か
ら入室となります。ＤＶ被害者の入室申込の場合
は相談センター等が発行する証明書の提出によ
り、ひとり親家庭と同様に入室の必要性が高いも
のとみなし、指数を高く設定することで、優先的
に入室できるように配慮します。 

幼児・放課
後児童課 

221 
児童生徒の就学
支援 

住民票の異動を伴わずに住所を変更したＤＶ被害
者の子どもについて、教育を受ける権利を確保す
るために、居住の事実によって学校を指定し、就
学の支援を行います。また、必要に応じて、就学
援助制度について案内を行います。 

学事課 

 

基本施策③ 子どもの心のケアの充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

169 

Ⅵに
再掲 

子どもの精神保
健相談室 

小学４年生から中学生の子どもやその家族等を対
象に、子どもの心の問題に関する電話・面接相談
を実施します。また、相談員等の知識・技術の向
上を目的とした支援者研修を実施します。 

 

【指標項目】支援者研修参加者のアンケートによる
理解度の割合 

こころの健
康センター 

222 
子ども家庭総合
センター総合相
談事業 

「なんでも子ども相談窓口」で、子どもや家庭に
関するあらゆる相談について、お話を伺います。 

また、子どもや家庭が抱える多様な問題を解決す
るために、専門相談機関等と連携を密に図り、迅
速にサービスのコーディネートを行います。 

 

【指標項目】総合相談窓口利用者（来所相談）のう
ち「親身になって相談にのってくれ
た」と回答した人の割合 

子ども家庭
総合センタ
ー総務課 
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事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

120 

Ⅵに
再掲 

教育相談推進事業 

市立学校や市立教育相談室にスクールカウンセラ
ーやスクールソーシャルワーカーをはじめとする
専門の相談員等を配置するとともに、電話やＳＮ
Ｓを活用した相談窓口を設置することで、児童生
徒、保護者及び教職員に対する教育相談体制の充
実を図ります。また、複雑化、多様化する子ども
の状況への対応を強化するため、教員やスクール
ソーシャルワーカーを対象にした研修を実施し、
支援の質の向上を図ります。 

 

【指標項目】スクールソーシャルワーカーを対象に
した研修等の実施 

総合教育相
談室 

 

基本施策④ 児童虐待の早期発見・通報体制の充実 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

198 

Ⅶ３
に再掲 

24 時間児童虐待
通告電話の充実 

児童虐待通告電話を 24時間 365 日実施します。 
北部・南部
児童相談所 
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施策の方向６ 民間団体との連携・協働 

民間団体が持つ最新の福祉資源の把握や、実例を通した支援方策の検討・共有を

図り、常に最新かつ適切な支援が実施できるよう、ＤＶの被害者支援に取り組む民

間団体の事業活動等を支援します。 

 

基本施策① 民間団体との連携・協働 

事業 
番号 

推進事業 事業内容 所管課 

197 

Ⅶ３、
４に
再掲 

ＤＶ防止ネットワ
ーク会議の開催 

関係機関が密接な連携を図り、ＤＶの予防から被
害者の自立までにわたるサポート体制を総合的に
検討する、さいたま市ドメスティック・バイオレ
ンス防止対策関係機関ネットワーク会議（ＤＶ防
止ネットワーク会議）を開催します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

223 民間団体への支援 
ＤＶ被害者保護に取り組む民間団体を対象に、補
助金を交付します。 

人権政策・
男女共同参
画課 

116 

新規 

Ⅵに
再掲 

民間団体等との
協働による取組 

専門的で柔軟な支援を行う民間団体等と繋がり、
相談者の意向を勘案した支援に向けての取組を、
検討、実施します。 

人権政策・
男女共同参
画課 
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目標Ⅶ計上事業にかかる数値目標 

 

No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 
（時点） 

目標値 
（達成期限） 

所管課 

1 182 人権教育の推進 
第３版教育指導プラ
ンの活用校数 

100 校 

（令和４年度） 

105 校 

（令和 10 年度末） 

人 権 教 育

推進室 

2 183 
各種人権教育研
修会の実施 

デートＤＶ防止研修
会の参加校数 

７校 

（令和４年度） 

20 校 

（令和 10 年度末） 

人 権 教 育

推進室 

3 184 
さいたま市教職員
行動指針の促進 

校内研修の実施率 
100％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度末） 

教 職 員 人

事課 

4 185 
非行防止に向け
た取組 

「非行防止に向けた
取組」実施率 

166 校／年度 

（令和５年度末） 

166 校／年度 

（令和 10 年度末） 
指導２課 

5 186 
学校現場等にお
ける防止体制 

校内研修の実施校数 
全 167 校 

（令和４年度末） 

全 167 校 

（令和 10 年度末） 

教 職 員 人

事課 

6 186 
学校現場等にお
ける防止体制 

苦情及び相談に係る
問題の未解決件数 

０件 

（令和４年度末） 

０件 

（令和 10 年度末） 

教 職 員 人

事課 

7 187 
市役所における
ハラスメント防
止体制 

ハラスメント防止のた
めの研修の実施回数 

１回 

（令和４年度末） 

１回 

（令和 10 年度末） 
人事課 

8 188 
地域と連携した
防犯の推進 

刑法犯認知件数 
7,113 件 

（令和４年 12 月）

7,390 件 

（令和 10 年 12 月） 

市 民 生 活

安全課 

9 189 

道 路 照 明 施 設
（公衆街路灯）
の設置及び維持
管理 

道路照明施設（公衆
街路灯）設置数 

541 灯 

（令和４年度末） 

600 灯 

（令和 10 年度末） 

市 民 生 活

安全課 

10 190 
犯罪被害者等支
援事業 

犯罪被害者支援の理
解度 

令和４年度 

目標 75％ 

実績 85％ 

（令和４年度末） 

90％ 

（令和７年度末） 

市 民 生 活

安全課 

11 192 
デートＤＶの防
止・啓発 

デートＤＶ防止研修
会の参加校数 

７校 

（令和４年度） 

20 校 

（令和 10 年度末） 

人 権 教 育

推進室 

12 201 
相談体制の強化
と周知 

人権相談の実施回数 
13 回 

（令和４年度末） 

13 回 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

13 206 
産科医療機関等
との連携 

医療機関との連携会
議の実施率 

100％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度末） 

地 域 保 健

支援課 

14 212 
多重債務者生活
再建安心プログ
ラムの実施 

多重債務に関する消
費生活相談受付件数 

101 件／年度 

（令和４年度末） 

100 件／年度 

（令和 10 年度末） 

消 費 生 活

総 合 セ ン

ター 

15 
123 

再Ⅵ 
ひとり親家庭相談 

母子・父子自立支援
員等の生活相談件数 

1,868 件 

（令和４年度末） 

1,868 件 

（令和 10 年度末） 

子 育 て 支

援課 

16 
124 

再Ⅵ 

ひとり親家庭等
就業・自立支援
センター事業 

ひとり親家庭等医療
事務講座の修了者数 

９人 

（令和４年度末） 

13 人/年度 

（令和 10 年度末） 

子 育 て 支

援課 

17 
125 

再Ⅵ 

母子父子寡婦福
祉資金貸付事業 

母子父子寡婦福祉資
金貸付件数 

25 件/年度 

（令和４年度末） 

30 件/年度 

（令和 10 年度末） 

子 育 て 支

援課 
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No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 
（時点） 

目標値 
（達成期限） 

所管課 

18 218 
要保護児童対策
地域協議会事業 

代表者会議開催回数 
１回 

（令和４年度末） 

１回 

（令和 10 年度末） 

子 ど も 家

庭 総 合 セ

ン タ ー 子

ど も 家 庭

支援課 

19 218 
要保護児童対策
地域協議会事業 

区会議開催回数 
10 回開 

（令和４年度末） 

10 回 

（令和 10 年度末） 

子 ど も 家

庭 総 合 セ

ン タ ー 子

ど も 家 庭

支援課 

20 
68 

再Ⅳ 

子どもショート
ステイ事業 

契約施設数 

６施設（毎年
度契約） 

（令和４年度末） 

９施設（毎年
度契約） 

（令和 10 年度末） 

子 ど も 家

庭支援課 

21 
169 

再Ⅵ 

子どもの精神保
健相談室 

支援者研修参加者の
アンケートによる理
解度の割合 

98.4％ 

（令和４年度末） 

80％ 

（令和 10 年度末） 

こころの健

康センター 

22 222 
子ども家庭総合
センター総合相
談事業 

総合相談窓口利用者
（来所相談）のうち
「親身になって相談
にのってくれた」と
回答した人の割合 

95％／年度 

（令和５年度） 

95％／年度 

（令和 10 年度末） 

子ども家庭

総合センタ

ー総務課 

23 
120 

再Ⅵ 
教育相談推進事業 

スクールソーシャル
ワーカーを対象にし
た研修等の実施 

６回 

（令和４年度末） 

８回 

（令和７年度末） 

総 合 教 育

相談室 
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○ 数値目標一覧 

目標Ⅰ 人権を尊重しあい男女共同参画をすすめるまちづくり 

 

No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 

（時点） 
目標値 

（達成期限） 
所管課 

1 1 
人権についての
啓発パンフレッ
ト作成・配布 

啓発冊子・パンフレ
ットの作成・配布数 

5,400 部 

（令和４年度末） 

5,600 部 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

2 2 
人権セミナー・
講座等の開催 

人権啓発講演会のア
ンケートにおける、
人権問題についての
関心や理解が「深ま
った」「少し深まっ
た」割合 

97.1％ 

（令和４年度末） 

90.0％ 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

3 3 
人権問題に関す
る情報の提供 

人権相談及び人権啓
発に関する情報の市
報への掲載回数 

14 回 

（令和４年度末） 

14 回 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

4 
6 

再Ⅱ 

学校における人
権教育の推進 

人権教育実践事例集
活用校数 

104 校 

（令和４年度末） 

105 校 

（令和 10 年度末） 

人権教育

推進室 

5 
7 

再Ⅱ 

男女共同参画に
関する講座・講
演会の開催 

講座等受講者の満足度 
93.9％ 

（令和４年度末） 

95.0％ 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

6 13 
地域活動におけ
る男女共同参画
の啓発 

啓発活動実施回数 
７回 

（令和４年度末） 

６回以上／年度 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

7 14 
図書館資料情報
の提供 

男女共同参画コーナー
に受入を行った１年間
あたりの本の冊数 

45 冊 

（令和４年度末） 

50 冊 

（令和 10 年度末） 

中央図書館

資料サービ

ス課 

8 20 
男女共同参画推
進団体の活動へ
の支援 

実施団体の数 
５団体 

（令和４年度末） 

５団体の維持 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

 

目標Ⅱ 固定的性別役割分担意識や性差に関する偏見等を解消し多様な生き方がで

きるまちづくり 

 

No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 

（時点） 
目標値 

（達成期限） 
所管課 

- 
7 

再Ⅰ 

男女共同参画に
関する講座・講
演会の開催 

講座等受講者の満足度 
93.9％ 

（令和４年度末） 

95.0％ 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

9 
28 

再Ⅳ 
出産前教室 

内容を理解できたと回
答する参加者の割合 

98.0％ 

（令和４年度末） 

95.0％ 

（令和 10 年度） 

地域保健

支援課 

10 29  
パパサンデーな
ど父親の子育て
参加の推進 

パパサンデーの実施
施設数 

10 施設 

（令和４年度末） 

10 施設 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 
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No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 

（時点） 
目標値 

（達成期限） 
所管課 

11 30 
保育士・幼稚園教
諭等体験の推進 

１日保育士・幼稚園
教諭等体験の実施施
設数 

88 施設 

（令和４年度末） 

98 施設 

（令和 10 年度） 
保育課 

12 31 
父子手帖の発行
及び配布 

父子手帖の発行回数 
年１回の発行

（令和４年度末） 

年１回の発行 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

- 
6 

再Ⅰ 

学校における人
権教育の推進 

人権教育実践事例集
活用校数 

104 校 

（令和４年度末） 

105 校 

（令和 10 年度末） 

人権教育

推進室 

13 35 

さいたま市中学
生職場体験事業
「未来(みら)く
るワーク体験」 

生徒対象の変容調査
アンケートにおいて
「仕事をすることは
人の役に立つことだ
と思う」の質問を活
動前後に行い、「そう
思う」と回答した生
徒の割合の増加数 

12.9 ポイント 

（令和４年度末） 

12.8 ポイント 

（令和 10 年度末） 

生涯学習

振興課 

14 36 
親の学習事業の
実施 

親の学習事業参加者
の中で「満足」と回
答した人の割合 

85.0％ 

（令和４年度） 

85.6％ 

（令和 10 年度末） 

生涯学習

総合セン

ター 

15 40 
デジタル・シテ
ィズンシップ教
育の推進 

GIGA ワークブックの
導入及び市立学校
（小・中・特別支援
学校）へのオンライ
ン配布率 

導入にむけて
検討中 

（令和４年度末） 

市立学校（小・
中・特別支援学
校）へのオンラ
イン配布 100％ 

（令和 10 年度末） 

教育研究

所 

 

目標Ⅲ  政策・方針決定過程への男女共同参画をすすめるまちづくり 

 

No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 

（時点） 
目標値 

（達成期限） 
所管課 

16 41 
審議会等委員への
女性の登用促進 

審議会等における女
性委員の割合 

34.9％ 

（令和４年度末） 

42.0％ 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

全庁 

17 41 
審議会等委員への
女性の登用促進 

女性のいない審議会
等の数 

３件 

（令和４年度末） 

０件 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

全庁 

18 42 
審議会等委員の
市民公募の実施 

公募委員登用可能な
審議会等の公募委員
登用率 

15.0％ 

（令和５年５月１日）

20％ 

（令和 10 年度末） 

総務課 

全庁 

19 43 
女性職員の管理
職への登用促進 

管理職女性登用率 
22.3％ 

（令和５年４月１日）

27％ 

（令和８年４月１日）
人事課 

20 44 
女性教職員の管理
職への登用促進 

管理職女性登用率 
19.1％ 

（令和５年４月１日）

20.0％ 

（令和８年４月１日）

教職員人

事課 

21 45 
市の女性職員の
職域拡大 

消防職の女性職員の
採用割合（５年間総
採用者数） 

10.1％ 

（令和２年度末） 

17.0％ 

（令和７年度末） 
消防職員課 

22 46 
市の女性職員の
職域拡大 

企業職の女性職員の
配置割合 

企業職 16.4％ 

（令和５年４月１日）

企業職 17.8％ 

（令和８年４月１日）
水道総務課 
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No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 

（時点） 
目標値 

（達成期限） 
所管課 

23 47 主権者教育の推進 
小・中学校の租税教
室及び選挙啓発出前
講座の実施率 

61.7％ 

（令和４年度） 

80.0％ 

（令和 10 年度末） 
指導１課 

24 48 主権者教育の推進 
市議会傍聴の実施率
（高等・中等教育学校） 

75％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度末） 
高等教育課 

 

目標Ⅳ  男女が仕事と家庭生活の両立をすすめるまちづくり 

 

No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 

（時点） 
目標値 

（達成期限） 
所管課 

25 56 

仕事と生活の調
和（ワーク・ラ
イ フ ・ バ ラ ン
ス）に関する講
座の開催 

ワーク・ライフ・バ
ランスの必要性を意
識した受講生の割合 

92.7％ 

（令和４年度末） 

95％ 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

26 60 
労働法等に係る
講座の実施 

労働法等に係る講座
の参加者満足度 

100％ 

（令和４年度末） 

90％ 

（令和７年度末） 
労働政策課 

27 61 テレワークの推進 
テレワーク環境支援
整備支援件数 

10 件 

（令和４年度末） 

20 件 

（令和７年度末） 
経済政策課 

28 62 
ＳＤＧｓ企業認
証制度 

ＳＤＧｓ企業認証数 
196 社 

（令和４年度末） 

40 社増 

（令和７年度） 
経済政策課 

29 63 
育児休業・介護
休暇取得の促進 

男性の育児休業取得
率 ※教職員除く 

61.8％ 

（令和４年度末） 

30.0％ 

（令和７年度末） 
人事課 

- 
28 

再Ⅱ 
出産前教室 

内容を理解できたと回
答する参加者の割合 

98.0％ 

（令和４年度末） 

95.0％ 

（令和 10 年度） 

地域保健

支援課 

30 65 育児学級の開催 育児不安軽減者の割合 
81.5％ 

（令和 4 年度末） 

85％ 

（令和 10 年度） 

地域保健支

援課 

31 
68 

再Ⅶ 

子どもショート
ステイ事業 

契約施設数 

６施設（毎年
度契約） 

（令和４年度末） 

９施設（毎年
度契約） 

（令和 10 年度末） 

子ども家

庭支援課 

32 70 
子育て支援拠点
施設整備・運営
事業 

単独型子育て支援セ
ンターの運営施設数 

10 施設 

（令和４年度末） 

10 施設 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

33 
71 

再Ⅵ 

ヤングケアラー
訪問支援事業 

負担が軽減したと回答
した対象家庭の割合 

80.0％ 

（令和４年度末） 

85％以上 

（令和 10 年度末） 

子ども家

庭支援課 

34 72 子育て情報の提供 
子育て応援ブックの
発行回数 

年１回の発行 

（令和４年度末） 

年１回の発行 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

35 73 
子育て支援ネッ
トワークの充実 

ネットワーク会議の
開催数 

年１回の開催 

（令和４年度末） 

年１回の開催 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

36 
75 

再Ⅵ 

ふれあい親子支
援事業 

自分の気持ちを話せ
る母親の割合 

100％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度末） 

地域保健

支援課 

37 76 
認可保育所の延
長保育・一時預
かり事業 

延長保育を実施する
認可保育所数 

317 施設 

（令和４年度末） 

370 施設 

（令和 10 年度） 

保育課・ 

保育施設

支援課 
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No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 

（時点） 
目標値 

（達成期限） 
所管課 

38 76 
認可保育所の延
長保育・一時預
かり事業 

一時預かり事業を実
施する認可保育所数 

112 施設 

（令和４年度末） 

118 施設 

（令和 10 年度） 

保育課・ 

保育施設

支援課 

39 77 病児保育室の拡充 病児保育室施設数 
11 施設 

（令和５年度） 

15 施設 

（令和 10 年度） 

のびのび安

心子育て課 

40 78 
認可保育所等の
拡充 

保育所等利用待機児
童数 

０人 

（令和５年度） 

０人 

（令和 10 年度） 

のびのび安

心子育て課 

41 79 
私立幼稚園預かり
保育事業の充実 

子育て支援枠の人数
（翌年４月１日時点
の数値） 

1,886 人 

（令和５年４月１日）

2,159 人 

（令和７年度） 

幼児・放課

後児童課 

42 80 
放課後児童健全
育成事業 

利用ニーズに対する
入所者の割合 

97.3％ 

（令和５年４月１日）

100％ 

（令和７年度） 

幼児・放課

後児童課 

43 81 障害児保育の充実 
障害のある子どもを
受け入れた認可保育
所数 

230 施設 

（令和４年度末） 

300 施設 

（令和 10 年度） 

保育課・ 

保育施設

支援課 

44 82 
保育コンシェル
ジュによる相談
支援 

保育コンシェルジュ
の配置状況 

10 区に配置 

（令和４年度末） 

10 区に配置 

（令和 10 年度末） 

保育施設

支援課 

45 83 
医療的ケア児保
育支援センター
運営事業 

医療的ケア児への保
育を提供する施設を
配置した区の数 

５区 

（令和４年度末） 

10 区 

（令和 10 年度末） 
保育課 

46 84 

保育人材確保対
策の強化（保育
人材確保対策事
業） 

保育所等利用待機児
童数 

０人 

（令和４年度末） 

０人 

（令和 10 年度末） 

保育課 

保育施設

支援課 

47 85 

保育人材確保対
策の強化（保育
士資格取得支援
事業） 

保育士資格取得支援
事業を利用し、保育
士資格を取得した人
数／年度 

７人 

（令和４年度末） 

15 人 

（令和 10 年度末） 

保育施設

支援課 

48 87 
認知症サポータ
ー養成事業 

認知症サポーター養
成数 

7,608 人 

（令和２～４年度
累計） 

27,300 人養成 

（令和５～７年度
累計） 

いきいき長

寿推進課 

49 88 

地域包括支援セ
ンターの認知度
向上（介護者支
援 体 制 充 実 事
業） 

地域包括支援センタ
ーの認知度 

55％ 

（令和４年度末） 

65％ 

（令和７年度末） 

いきいき長

寿推進課 

50 89 
介護保険関連施
設等の整備促進 

介護保険施設等の公
募数に対する採択数
の割合 

75.9％ 

（令和４年度末） 

90％ 

（令和７年度末） 
介護保険課 

51 90 
生活支援ショー
トステイの実施 

実利用者数 
139 人 

（令和４年度末） 

140 人 

（令和 10 年度末） 
高齢福祉課 
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目標Ⅴ  男女ともに働きやすい職場環境づくりと働く場における男女間格差の解消

をすすめるまちづくり 

 

No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 

（時点） 
目標値 

（達成期限） 
所管課 

52 
101 

再Ⅵ 

ワークステーシ
ョンさいたまに
おける就労支援 

「ワークステーショ
ンさいたま」施設利
用者数 

10,543 人 

（令和４年度末） 

10,300 人 

（令和７年度末） 
労働政策課 

53 
102 

再Ⅵ 

創業・副業支援
事業 

創業件数及び副業開
始件数 

88 件 

（令和４年度末） 

136 件 

（令和７年度） 
経済政策課 

54 105 
早期起業家教育
事業の実施 

早期起業家教育事業
満足度 

97.4％ 

（令和４年度末） 

95％ 

（令和７年度末） 
労働政策課 

55 107 
さいたま STEAMS
教育の推進 

さいたま市学習状況
調査「授業で学んだ
ことを、ほかの学習
で生かしています
か」の項目に対して
肯定的な回答率 

84.5％ 

(令和 4年度) 

86％ 

（令和７年度末） 
指導１課 

 

目標Ⅵ  だれもが安心して暮らせるまちづくり 

 

No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 
（時点） 

目標値 
（達成期限） 

所管課 

- 
102 

再Ⅴ 

創業・副業支援
事業 

創業件数及び副業開
始件数 

88 件 

（令和４年度末） 

136 件 

（令和７年度） 
経済政策課 

56 117 

地域若者サポー
トステーション
さいたまにおけ
る就労支援 

地域若者サポートス
テーションにおける
就職等進路決定者数 

143 人 

（令和４年度末） 

96 人 

（令和７年度末） 
労働政策課 

57 120 教育相談推進事業 
スクールソーシャル
ワーカーを対象にし
た研修等の実施 

６回 

（令和４年度末） 

８回 

（令和７年度末） 

総合教育

相談室 

58 121 
不登校等児童生徒
への支援の充実 

訪問型支援等の延べ
件数 

799 件 

（令和４年度末） 

700 件 

（令和７年度末） 

総合教育

相談室 

59 121 
不登校等児童生徒
への支援の充実 

子育て学習会の実施
回数 

16 回 

（令和４年度末） 

18 回 

（令和７年度末） 

総合教育

相談室 

60 122 
地域の支援者研
修（ひきこもり
対策） 

支援者研修受講者へ
のアンケートにおけ
る理解度 

100％ 

（令和４年度末） 

95％ 

（令和 10 年度末） 

こころの健

康センター 

- 
71 

再Ⅳ 

ヤングケアラー
訪問支援事業 

負担が軽減したと回答
した対象家庭の割合 

80.0％ 

（令和４年度末） 

85％以上 

（令和 10 年度末） 

子ども家

庭支援課 

61 
123 

再Ⅶ 
ひとり親家庭相談 

母子・父子自立支援
員等の生活相談件数 

1,868 件 

（令和４年度末） 

1,868 件 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

62 
124 

再Ⅶ 

ひとり親家庭等
就業・自立支援
センター事業 

ひとり親家庭等医療
事務講座の修了者数 

９人 

（令和４年度末） 

13 人/年度 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

63 
125 

再Ⅶ 

母子父子寡婦福
祉資金貸付事業 

母子父子寡婦福祉資
金貸付件数 

25 件/年度 

（令和４年度末） 

30 件/年度 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 
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No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 
（時点） 

目標値 
（達成期限） 

所管課 

64 127 
生活困窮世帯への
就労支援の実施 

支援を行った生活困
窮者のうち、就労・
増収に至った割合 

63％ 

（令和４年度末） 

70％ 

（令和 10 年度末） 
生活福祉課 

65 128 
生活困窮世帯への
学習支援の実施 

教室参加者の生活保護
受給世帯に属する中学
生の高校等進学率 

100％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度末） 
生活福祉課 

66 129 居住環境の整備 
居宅改善費補助金の
交付申請件数 

４件 

（令和４年度末） 

４件 

（令和９年度末） 
高齢福祉課 

67 132 
高齢者の見守り
活動の支援 

見守り活動を行う地
区社会福祉協議会数 

49 地区 

（令和４年度末） 

49 地区 

（令和 10 年度末） 
高齢福祉課 

68 133 
緊急通報・相談
等事業の推進 

緊急通報機器利用者数 
1,694 人 

（令和４年度末） 

1,700 人 

（令和 10 年度末） 
高齢福祉課 

69 134 
だれもが住みよ
い福祉のまちづ
くり推進事業 

モデル地区推進事業
参加者アンケートに
よる理解度 

98.3％ 

（令和４年度末） 

90％ 

（令和 10 年度まで
90％を維持） 

福祉総務課 

70 137 
虐待防止、早期発
見、対応の推進 

広報・普及活動を実
施する関係機関数 

４件 

（令和４年度末） 

４件 

（令和 10 年度末） 
高齢福祉課 

71 138 
障害者の権利の
擁護の推進 

差別の解消等の研修
アンケートにおいて
「役に立った」と回
答した事業所職員の
割合 

100％ 

（令和４年度末） 

90％ 

（令和７年度末） 
障害政策課 

72 139 
障害者の権利の
擁護の推進 

虐待防止研修参加者
のアンケートにおい
て「役に立った」と
回答した事業所職員
の割合 

98％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度ま
で維持） 

障害福祉課 

73 139 
障害者の権利の
擁護の推進 

保護が必要な虐待事
案の保護率 

100％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度ま
で維持） 

障害福祉課 

74 140 
高齢者等の移動
支援事業 

移動支援事業実施地
区数 

５地区 

（令和４年度末） 
未定 高齢福祉課 

75 141 
地域 ICT 活用支
援事業 

市民向けスマホ講座
等の理解度 

94.7％ 

（令和４年度末） 

90％ 

（令和７年度末） 

デジタル改

革推進部 

76 142 一般介護予防事業 
「通いの場」への高
齢者の参加者数 

17,129 人 

（令和４年度末） 

18,000 人（改訂
の可能性あり）
（令和７年度末） 

いきいき長

寿推進課 

77 142 一般介護予防事業 

いきいきサポーター
養成講座参加者が講
座内容について「と
ても満足」と回答し
た割合 

93％ 

（令和４年度末） 

60％ 

（令和７年度末） 

いきいき長

寿推進課 

- 
101 

再Ⅴ 

ワークステーシ
ョンさいたまに
おける就労支援 

「ワークステーショ
ンさいたま」施設利
用者数 

10,543 人 

（令和４年度末） 

10,300 人 

（令和７年度末） 
労働政策課 

78 147 
障害福祉サービ
ス事業所等の整
備促進事業 

国庫補助金を活用し
た障害福祉サービス
事業所等の整備人数 

０人 

（令和４年度末） 

40 人 

（令和 10 年度末） 
障害政策課 



127 

No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 
（時点） 

目標値 
（達成期限） 

所管課 

79 148 
障害者の就職相
談の充実 

障害者総合支援セン
ター登録者の就労増
員数 

74 人 

（令和４年度末） 

94 人 

（令和７年度末） 

障害者総

合支援セ

ンター 

80 148 
障害者の就職相
談の充実 

受入協力企業での実
習件数 

35 件 

（令和４年度末） 

49 件 

（令和７年度末） 

障害者総

合支援セ

ンター 

81 150  
性的少数者への
支援 

庁内外での制度の周
知回数 

実績なし 

（令和４年度末） 

35 回 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

82 162 
薬物・喫煙・飲
酒に関する健康
教育の推進 

市立中・中等教育・高
等学校における薬物乱
用防止教室開催数 

62 校 

（令和４年度末） 

62 校 

（令和 10 年度末） 
健康教育課 

- 
75 

再Ⅳ 

ふれあい親子支
援事業 

自分の気持ちを話せ
る母親の割合 

100％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度末） 

地域保健

支援課 

83 166 
乳がん・子宮がん
等の検診の実施 

乳がん検診、子宮が
ん検診の受診率 

（国民生活基礎調査
による推計値） 

乳がん検診 47.3％ 

子宮がん検診 40.7％ 

（令和４年） 

乳がん検診 60％ 

子宮がん検診 60％ 

（令和 10 年） 

地域保健

支援課 

84 168 
心の健康に関す
る普及啓発 

講演会受講者へのア
ンケートによる満足
度の割合 

95％ 

（令和４年度末） 

80％ 

（令和 10 年度末） 

こころの健

康センター 

85 
169 

再Ⅶ 

子どもの精神保
健相談室 

支援者研修参加者の
アンケートによる理
解度の割合 

98.4％ 

（令和４年度末） 

80％ 

（令和 10 年度末） 

こころの健

康センター 

86 172 
地域の支援者研修
（自殺予防対策） 

地域支援者の養成者数 
205 人 

（令和４年度末） 

220 人 

（令和 10 年度末） 

こころの健

康センター 

87 173 
地域の支援者研
修（依存症対策） 

支援者研修受講者へ
のアンケートにおけ
る理解度 

95％ 

（令和４年度末） 

95％ 

（令和 10 年度末） 

こころの健

康センター 

88 175 
女性消防団員の
入団促進 

女性消防団員数 
102 人 

（令和５年４月１日）

140 人 

（令和 10 年度末） 

消防団活

躍推進室 

 

目標Ⅶ  ジェンダーに基づくあらゆる暴力のないまちづくり 

 

No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 
（時点） 

目標値 
（達成期限） 

所管課 

89 182 人権教育の推進 
第３版教育指導プラ
ンの活用校数 

100 校 

（令和４年度） 

105 校 

（令和 10 年度末） 

人権教育

推進室 

90 183 
各種人権教育研
修会の実施 

デートＤＶ防止研修
会の参加校数 

７校 

（令和４年度） 

20 校 

（令和 10 年度末） 

人権教育

推進室 

91 184 
さいたま市教職員
行動指針の促進 

校内研修の実施率 
100％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度末） 

教職員人

事課 

92 185 
非行防止に向け
た取組 

「非行防止に向けた
取組」実施率 

166 校／年度 

（令和５年度末） 

166 校／年度 

（令和 10 年度末） 
指導２課 

93 186 
学校現場等にお
ける防止体制 

校内研修の実施校数 
全 167 校 

（令和４年度末） 

全 167 校 

（令和 10 年度末） 

教職員人

事課 
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No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 
（時点） 

目標値 
（達成期限） 

所管課 

94 186 
学校現場等にお
ける防止体制 

苦情及び相談に係る
問題の未解決件数 

０件 

（令和４年度末） 

０件 

（令和 10 年度末） 

教職員人

事課 

95 187 
市役所における
ハラスメント防
止体制 

ハラスメント防止のた
めの研修の実施回数 

１回 

（令和４年度末） 

１回 

（令和 10 年度末） 
人事課 

96 188 
地域と連携した
防犯の推進 

刑法犯認知件数 
7,113 件 

（令和４年 12 月）

7,390 件 

（令和 10 年 12 月） 

市民生活

安全課 

97 189 

道 路 照 明 施 設
（公衆街路灯）
の設置及び維持
管理 

道路照明施設（公衆
街路灯）設置数 

541 灯 

（令和４年度末） 

600 灯 

（令和 10 年度末） 

市民生活

安全課 

98 190 
犯罪被害者等支
援事業 

犯罪被害者支援の理
解度 

令和４年度 

目標 75％ 

実績 85％ 

（令和４年度末） 

90％ 

（令和７年度末） 

市民生活

安全課 

99 192 
デートＤＶの防
止・啓発 

デートＤＶ防止研修
会の参加校数 

７校 

（令和４年度） 

20 校 

（令和 10 年度末） 

人権教育

推進室 

100 201 
相談体制の強化
と周知 

人権相談の実施回数 
13 回 

（令和４年度末） 

13 回 

（令和 10 年度末） 

人権政策・

男女共同参

画課 

101 206 
産科医療機関等
との連携 

医療機関との連携会
議の実施率 

100％ 

（令和４年度末） 

100％ 

（令和 10 年度末） 

地域保健

支援課 

102 212 
多重債務者生活
再建安心プログ
ラムの実施 

多重債務に関する消
費生活相談受付件数 

101 件／年度 

（令和４年度末） 

100 件／年度 

（令和 10 年度末） 

消費生活

総合セン

ター 

- 
123 

再Ⅵ 
ひとり親家庭相談 

母子・父子自立支援
員等の生活相談件数 

1,868 件 

（令和４年度末） 

1,868 件 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

- 
124 

再Ⅵ 

ひとり親家庭等
就業・自立支援
センター事業 

ひとり親家庭等医療
事務講座の修了者数 

９人 

（令和４年度末） 

13 人/年度 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

- 
125 

再Ⅵ 

母子父子寡婦福
祉資金貸付事業 

母子父子寡婦福祉資
金貸付件数 

25 件/年度 

（令和４年度末） 

30 件/年度 

（令和 10 年度末） 

子育て支

援課 

103 218 
要保護児童対策
地域協議会事業 

代表者会議開催回数 
１回 

（令和４年度末） 

１回 

（令和 10 年度末） 

子ども家

庭総合セ

ンター子

ども家庭

支援課 

104 218 
要保護児童対策
地域協議会事業 

区会議開催回数 
10 回開 

（令和４年度末） 

10 回 

（令和 10 年度末） 

子ども家

庭総合セ

ンター子

ども家庭

支援課 

- 
68 

再Ⅳ 

子どもショート
ステイ事業 

契約施設数 

６施設（毎年
度契約） 

（令和４年度末） 

９施設（毎年
度契約） 

（令和 10 年度末） 

子ども家

庭支援課 
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No. 
事業 
番号 

事業名 指標項目 
現状値 
（時点） 

目標値 
（達成期限） 

所管課 

- 
169 

再Ⅵ 

子どもの精神保
健相談室 

支援者研修参加者の
アンケートによる理
解度の割合 

98.4％ 

（令和４年度末） 

80％ 

（令和 10 年度末） 

こころの健

康センター 

105 222 
子ども家庭総合
センター総合相
談事業 

総合相談窓口利用者
（来所相談）のうち
「親身になって相談
にのってくれた」と
回答した人の割合 

95％／年度 

（令和５年度） 

95％／年度 

（令和 10 年度末） 

子ども家庭

総合センタ

ー総務課 

- 
120 

再Ⅵ 
教育相談推進事業 

スクールソーシャル
ワーカーを対象にし
た研修等の実施 

６回 

（令和４年度末） 

８回 

（令和７年度末） 

総合教育

相談室 
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第４章 計画の推進 

１ 市、市民、事業者の役割分担と連携・協働 

「さいたま市男女共同参画のまちづくり条例」では、市・市民・事業者がそれぞれの

役割を担い、協働して計画の推進にあたることが定められています。   

本計画の推進にあたっては、市・市民・事業者のそれぞれが次の役割を担うこととし

ます。  

 

市      ◎施策の策定・推進  ◎市民・事業者との連携  

○市民や事業者、市職員に対し「さいたま市男女共同参画のまちづくり条例」 

の目標の浸透を図るとともに、市民や事業者の模範となるよう、庁内におけ

る男女共同参画を積極的に推進する。 

○市民一人ひとりが能力を発揮することができ、また、多様な生き方が選択で

きるような社会環境や条件の整備を進める。 

○国や埼玉県などと十分な連携を図り、市民や事業者との協働のもとで男女共

同参画のまちづくりに向けた施策を実施する。 

 

市 民   ◎日常生活での推進 ◎市の施策への協力 

○一人ひとりが、家庭や職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野で、積

極的に男女共同参画のまちづくりの推進に努める。 

○固定的な性別役割分担意識を見直し、家庭生活や職業、地域活動などにおい

て、権利と責任を共に分かち合う。  

○男女共同参画のまちづくりに向けた市の取組について理解し、積極的に活動

に参加する。 

 

事 業 者   ◎事業活動での推進 ◎市の施策への協力  

○地域社会の一員として、条例の趣旨などにのっとり、事業活動の中で積極的

に男女共同参画のまちづくりの推進に努める。 

○男女共同参画のまちづくりに向けた市の取組について理解し、積極的に協力

する。 
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２ 推進の具体的方法 

本計画の基本理念「“ひと”と“ひと” 市民一人ひとりが人権を尊重しあい共に生

きるさいたま市の実現」の実現のためには、第４章１で整理した市、市民、事業者の役

割分担と連携・協働に基づき、市が計画に位置付けた７つの目標に基づく施策・事業を

総合的・効果的に進めていく必要があります。 

本市は、次の４つの点に留意しながら、計画の着実な推進を図ります。 

 

（１）さいたま市男女共同参画推進本部 

施策・事業を総合的かつ効果的に推進するため、さいたま市男女共同参画推進本部を

本計画の進行管理の司令塔と位置付けて、全庁的な推進体制のもとで、関係する各局区

等が連携して取り組みます。 

 

（２）さいたま市男女共同参画推進協議会 

市長の諮問機関である男女共同参画推進協議会が男女共同参画のまちづくりの推進に

関する事項を調査・審議し、その結果を次年度の施策・事業の実施に反映させます。ま

た、施策の評価に客観性、公平性、多面性を持たせるため、男女共同参画推進協議会に

よる外部評価を行います。 

 

（３）事業・数値目標の見直し 

法制度の整備や事業の進捗に伴い、新たな取組の追加や数値目標の見直し等が必要と

なった場合は、計画期間の途中であっても、見直しを行います。 

 

（４）年次報告書の作成と公表 

毎年度、数値目標の達成状況と各施策の実施状況を把握し、男女共同参画のまちづく

りの推進状況と施策の実施状況を年次報告書としてまとめ、公表します。 
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３ 計画の進行管理 

計画の実効性を高めるため、計画期間中は施策・事業について、庁内関係部局におい

て定期的に進行状況を把握・点検・評価し、その状況に応じて取組を適宜改善等してい

くＰＤＣＡサイクルによる適切な進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａction（見直し） 

○各推進事業の 

 見直し 

Ｐlan（計画） 

〇市民意識の把握・分析 

○指標（数値目標）の設定 

Ｄo（実施） 

○計画に基づいた各推進

事業の実施 

 

Ｃheck（評価） 

○推進本部における実績及び

指標の確認 

○担当課における内部評価 

○協議会による外部評価 


